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この計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう
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だい

11条
じょう

第
だい

７項
こう

の

規定
きてい

に基
もと

づき、国会
こっかい

に報告
ほうこく

するものである。 
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はじめに 

 

（我
わ

が国
くに

におけるこれまでの主
おも

な取組
とりくみ

） 

我が国
わ  くに

における障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に関する
かん    

基本法
きほんほう

としての位置付け
い ち づ  

を有する
ゆう    

法律
ほうりつ

を遡 る
さかのぼ  

と、昭和
しょうわ

45(1970)年
ねん

に制定
せいてい

された心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第84号
だい  ごう

）に端
たん

を発する
はっ   

こととなる。同法
どうほう

は、心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

の総合的
そうごうてき

推進
すいしん

を図る
はか  

ことを目的
もくてき

として、

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

に関する
かん    

施策
しさく

の基本
きほん

となる事項
じこう

等
とう

を定めて
さだ   

おり、心身
しんしん

障害
しょうがい

があるた

め長期
ちょうき

にわたり日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う   

者
もの

を「心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

」と

位置付けて
い ち づ   

いた。 

平成
へいせい

５(1993)年
ねん

、同法
どうほう

は障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（以下
い か

「基本法
きほんほう

」という。）に改正
かいせい

され、従来
じゅうらい

の心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

に加え
くわ  

、精神
せいしん

障害
しょうがい

により長期
ちょうき

にわたり日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う   

者
もの

についても、新た
あら  

に「障害者
しょうがいしゃ

」と位置付
い ち づ

けられることとなった。さら

に、法
ほう

の目的
もくてき

も、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

とあらゆる分野
ぶんや

の活動
かつどう

への参加
さんか

の促進
そくしん

に改
あらた

められた。 

その後
  ご

、平成
へいせい

16(2004)年
ねん

の改正
かいせい

では、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

等
とう

をしてはならない旨
むね

が基本的
きほんてき

理念
りねん

として新た
あら  

に規定
きてい

されるとともに、中央
ちゅうおう

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

推進協
すいしんきょう

議会
ぎかい

が創設
そうせつ

された。さらに、

多く
おお  

の障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

の下
もと

で検討
けんとう

が進められた
すす       

平成
へいせい

23(2011)年
ねん

の改正
かいせい

では、平成
へいせい

19(2007)年
ねん

に我が国
わ  くに

が署名
しょめい

した障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関する
かん    

条約
じょうやく

（以下
い か

「条約
じょうやく

」という。）

の批准
ひじゅん

に向けた
む   

国内法
こくないほう

整備
せいび

の一環
いっかん

として、条約
じょうやく

が採用
さいよう

する、いわゆる「社会
しゃかい

モデル」の

考え方
かんが かた

や「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の概念
がいねん

が新た
あら  

に取り入れられる
と  い     

とともに、国内
こくない

において障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

を監視
かんし

し、勧告
かんこく

を行う
おこな  

機関
きかん

として、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

が新た
あら  

に

設置
せっち

された。 

この基本法
きほんほう

に基
もと

づき、平成
へいせい

25(2013)年
ねん

９月
がつ

には「障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

（第３次
だい  じ

）」、平成
へいせい

30

（2018）年
ねん

３月
がつ

には「障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

(第
だい

５次
じ

)」（以下
い か

「本基本
ほんきほん

計画
けいかく

」という。）の前身
ぜんしん

に当たる
あ   

「障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

(第４次
だい  じ

)」（以下
い か

「旧基本
きゅうきほん

計画
けいかく

」という。）が閣議
かくぎ

決定
けってい

された。

旧基本
きゅうきほん

計画
けいかく

は、我が国
わ  くに

が条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

した後
あと

に初めて
はじ   

策定
さくてい

される障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

として
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条約
じょうやく

との整合性
せいごうせい

確保
かくほ

に留意
りゅうい

しつつ、各分野
かくぶんや

に共通
きょうつう

する横断的
おうだんてき

視点
してん

として、「条約
じょうやく

の

理念
りねん

の尊重
そんちょう

及び
およ  

整合性
せいごうせい

の確保
かくほ

」、「社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

におけるアクセシビリティの

向上
こうじょう

」、「当事者本
とうじしゃほん

位
い

の総合的
そうごうてき

かつ分野
ぶんや

横断的
おうだんてき

な支援
しえん

」、「障害
しょうがい

特性
とくせい

等
とう

に配慮
はいりょ

したきめ

細かい
こま   

支援
しえん

」、「障害
しょうがい

のある女性
じょせい

、子供
こども

及び
およ  

高齢者
こうれいしゃ

の複合的
ふくごうてき

困難
こんなん

に配慮
はいりょ

したきめ細かい
  こ ま   

支援
しえん

」及び
およ  

「ＰＤＣＡ1サイクル等
とう

を通じた
つう   

実効性
じっこうせい

のある取組
とりくみ

の推進
すいしん

」の６点
てん

が掲げられる
かか      

とともに、11の施策
しさく

分野
ぶんや

ごとに基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

や具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

が示されて
しめ      

おり、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に至る
いた  

までの間
あいだ

、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

における実施
じっし

状 況
じょうきょう

の監視
かんし

を経ながら
へ   

、そ

れぞれの施策
しさく

分野
ぶんや

で着実
ちゃくじつ

に取組
とりくみ

が進
すす

められてきた。 

また、令和
れいわ

４(2022)年
ねん

５月
がつ

には、障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及び
およ  

利用
りよう

並び
なら  

に意思
い し

疎通
そつう

に係る
かか  

施策
しさく

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

として、障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及び
およ  

利用
りよう

並び
なら  

に意思
い し

疎通
そつう

に係る
かか  

施策
しさく

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（令和
れいわ

４年
  ねん

法律
ほうりつ

第50号
だい  ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
しさく

推進法
すいしんほう

」という。）が制定
せいてい

され、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

や変更
へんこう

に当たって
あ    

は同法
どうほう

の規定
きてい

の趣旨
しゅし

を踏まえる
ふ    

こととされた。 

 

（障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

における検討
けんとう

） 

旧基本
きゅうきほん

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
きかん

が令和
れいわ

４(2022)年度
ねんど

をもって満了
まんりょう

することを踏まえ
ふ   

、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

において、令和
れいわ

３(2021)年
ねん

11月
がつ

以降
いこう

、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に向けた
む   

精力的
せいりょくてき

な

調査
ちょうさ

審議
しんぎ

が行われて
おこな      

きた。 

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の調査
ちょうさ

審議
しんぎ

が開始
かいし

されるまでの間
あいだ

、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の分野
ぶんや

では、2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

（以下
い か

「2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピ

ック」という。）の開催
かいさい

、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほうりつ

第65号
だい  ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

」という。）の改正
かいせい

（障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の

解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

の一部
いちぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

（令和
れいわ

３年
  ねん

法律
ほうりつ

第56号
だい  ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

 
                                                  
1 企画

き か く

(Plan)、実施
じ っ し

(Do)、評価
ひょうか

(Check)及び
およ  

見直し
み な お  

(Act)をいう。 
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差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

改正法
かいせいほう

」という。）の成立
せいりつ

・公布
こうふ

）等
とう

の大きな
おお   

動き
うご  

が見られた
み    

。また、令和
れいわ

４

(2022)年
ねん

８月
がつ

には、条約
じょうやく

の締約
ていやく

国
こく

として、国際
こくさい

連合
れんごう

（以下
い か

「国連
こくれん

」という。）ジュネー

ブ本部
ほんぶ

にて、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関する
かん    

委員会
いいんかい

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

」という。）によ

る我が国
わ  くに

政府
せいふ

報告
ほうこく

の審査
しんさ

が実施
じっし

され、同年
どうねん

９月
  がつ

には同委員会
どういいんかい

の見解
けんかい

及び
およ  

勧告
かんこく

を含めた
ふく   

総括
そうかつ

所見
しょけん

が採択
さいたく

・公表
こうひょう

された。審査
しんさ

に際して
さい    

は、「条約
じょうやく

の実施
じっし

を監視
かんし

するための枠組み
わくぐ  

」

である障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

も、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

に対し
たい  

我が国
わ  くに

の取組
とりくみ

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

や

今後
こんご

の課題
かだい

に係る
かか  

見解
けんかい

を提出
ていしゅつ

するとともに、政府
せいふ

報告
ほうこく

の審査
しんさ

にも参加
さんか

し、我が国
わ  くに

の施策
しさく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

に係る
かか  

説明
せつめい

を行 っ た
おこな     

。 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

における調査
ちょうさ

審議
しんぎ

においては、こうした動向
どうこう

も踏まえつつ
ふ    

、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の大きな
おお   

方
ほう

向性
こうせい

や取り組む
と  く  

べき政策
せいさく

課題
かだい

等
とう

について、大局的
たいきょくてき

・俯瞰
ふかん

的
てき

見地
けんち

より議論
ぎろん

が行われた
おこな     

。その結果
けっか

、計12回
けい  かい

にわたる審議
しんぎ

を経て
へ  

、令和
れいわ

４(2022)年
ねん

12月
がつ

、「障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

(第５次
だい  じ

)の策定
さくてい

に向けた
む   

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員
いいん

会意
かいい

見
けん

」が取りまとめられた
と       

。 

 

（本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

） 

政府
せいふ

においては、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
いけん

に即して
そく    

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の案
あん

を作成
さくせい

し、案文
あんぶん

に

対
たい

する意見
いけん

募集
ぼしゅう

（以下
い か

「パブリックコメント」という。）を経て
へ  

、令和
れいわ

５(2023)年
ねん

３月
がつ

に

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

を閣議
かくぎ

決定
けってい

した。 

 

（本基本
ほんきほん

計画
けいかく

を通じて
つう    

実現
じつげん

を目指す
め ざ  

べき社会
しゃかい

） 

基本法
きほんほう

第１条
だい  じょう

は、全て
すべ  

の国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔てられる
わ  へ だ     

ことなく、相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊重
そんちょう

し合いながら
 あ     

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及び
およ  

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

のための施策
しさく

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

することが同法
どうほう

の目的
もくてき

であ

る旨
むね

を規定
きてい

している。 

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

は、同法
どうほう

の目的
もくてき

の達成
たっせい

はもちろんのこと、次
つぎ

に掲げる
かか   

社会
しゃかい

の実現
じつげん

にも寄与
き よ

することが期待
きたい

されている。 
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・「一人
ひとり

ひとりの命
いのち

の重さ
おも  

は障害
しょうがい

の有無
う む

によって少し
すこ  

も変わる
か   

ことはない」という当
あ

た

り前
まえ

の価値観
か ち か ん

を国民
こくみん

全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

できる共生
きょうせい

社会
しゃかい

 

・「誰
だれ

一人
ひとり

取り残さない
と  の こ    

」というＳＤＧｓ（持続
じぞく

可能
かのう

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

：Sustainable Development 

Goals）の理念
りねん

とも軌
き

を一
いつ

にした、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず国民
こくみん

誰
だれ

もが相互
そうご

に人格
じんかく

と

個性
こせい

を尊重
そんちょう

し支え合う
ささ  あ  

社会
しゃかい

 

・デジタルの活用
かつよう

により、国民
こくみん

一人一人
ひとりひとり

の特性
とくせい

やニーズ、希望
きぼう

に即した
そく   

サービスを選ぶ
えら  

こ

とができ、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず多様
たよう

な幸せ
しあわ  

が実現
じつげん

できる社会
しゃかい

 

・障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

が国民
こくみん

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

や社会
しゃかい

経済
けいざい

の進歩
しんぽ

につながるしなやかで豊か
ゆた  

な社会
しゃかい

 

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に基づく
もと   

施策
しさく

を策定
さくてい

し、及び
およ  

実施
じっし

するに当たって
あ    

は、こうした目指す
め ざ  

べき

社会
しゃかい

の姿
すがた

を常に
つね  

念頭
ねんとう

に置く
お  

とともに、その実現
じつげん

に向けた
む   

観点
かんてん

から不断
ふだん

に取組
とりくみ

を進めて
すす   

いくことが重要
じゅうよう

である。 

 

Ⅰ 障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

(第５次
だい  じ

)について 

 

１．位置付け
い ち づ  

  

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

は、基本法
きほんほう

第 1 1 条
だい   じょう

第１項
だい こう

の規定
きてい

に基づき
もと   

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及び
およ  

社会
しゃかい

参加
さんか

の

支援
しえん

等
とう

のための施策
しさく

の総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を図る
はか  

ために策定
さくてい

されるものであり、

政府
せいふ

が講
こう

ずる障害者
しょうがいしゃ

のための施策
しさく

の最も
もっと  

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

として位置付
い ち づ

けられる。 

また、障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
しさく

推進法
すいしんほう

第９条
だい  じょう

第１項
だい  こう

の規定
きてい

に基づき
もと   

、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

や変更
へんこう

に当たって
あ    

は同法
どうほう

の規定
きてい

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ

ることとされている。 

 

２．対象
たいしょう

期間
きかん

  

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

は、令和
れいわ

５(2023)年度
ねんど

からの５年間
  ねんかん

を対象
たいしょう

とする。 

 



5 

３．構成
こうせい

  

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

は、この「Ⅰ 障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

(第５次
だい  じ

)について」、「Ⅱ 基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた

」

及
およ

び「Ⅲ 各分野
かくぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

」で構成
こうせい

される。 

「Ⅱ 基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた

」では、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

全体
ぜんたい

の基本
きほん

理念
りねん

及び
およ  

基本
きほん

原則
げんそく

を示す
しめ  

ととも

に、各分野
かくぶんや

に共通
きょうつう

する横断的
おうだんてき

視点
してん

や、施策
しさく

の円滑
えんかつ

な推進
すいしん

に向けた
む   

考え方
かんが かた

を示して
しめ    

いる。 

「Ⅲ 各分野
かくぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

」では、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及び
およ  

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

のための施策
しさく

を11の分野
ぶんや

に整理
せいり

し、それぞれの分野
ぶんや

について、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の対象
たいしょう

期間
きかん

に政府
せいふ

が講
こう

ずる施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

を示して
しめ    

いる。 

 

４．条約
じょうやく

との関係
かんけい

  

 

（１）条約
じょうやく

の概要
がいよう

 

①経緯
けいい

 

  平成
へいせい

18(2006)年
ねん

６月
  がつ

に条約
じょうやく

が採択
さいたく

される前
まえ

から、国連
こくれん

総会
そうかい

では、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

を促進
そくしん

及び
およ  

保護
ほ ご

すべく、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関する
かん    

宣言
せんげん

を採択
さいたく

するなど、様々
さまざま

な取組
とりくみ

が行
おこな

われてきた。 

しかしながら、こうした取組
とりくみ

にもかかわらず、依然として
い ぜ ん     

障害者
しょうがいしゃ

が人権
じんけん

侵害
しんがい

に

直面
ちょくめん

する状 況
じょうきょう

が指摘
してき

されてきたところであり、こうした事態
じたい

を改善
かいぜん

すべく、国際
こくさい

社会
しゃかい

において法的
ほうてき

拘束力
こうそくりょく

を有する
ゆう    

新た
あら  

な文書
ぶんしょ

を作成
さくせい

する必要性
ひつようせい

が強く
つよ  

認識
にんしき

され

るようになった。 

このため、平成
へいせい

13(2001)年
ねん

12月
がつ

、第56回
だい  かい

国連
こくれん

総会
そうかい

において、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

及び
およ  

尊厳
そんげん

を保護
ほ ご

し、及び
およ  

促進
そくしん

するための包括的
ほうかつてき

かつ総合的
そうごうてき

な国際
こくさい

条約
じょうやく

を検討
けんとう

するため

の条約
じょうやく

起草
きそう

委員会
いいんかい

が設置
せっち

された。 

その後
ご

、平成
へいせい

14(2002)年
ねん

から計８回
けい  かい

にわたり開催
かいさい

された条約
じょうやく

起草
きそう

委員会
いいんかい

を経て
へ  

、

平成
へいせい

18(2006)年
ねん

12月
がつ

、条約
じょうやく

が国連
こくれん

総会
そうかい

で採択
さいたく

され、平成
へいせい

20(2008)年
ねん

５月
  がつ

、効力
こうりょく
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発生
はっせい

の要件
ようけん

が整い
ととの  

発効
はっこう

した。 

 

②主
おも

な内容
ないよう

 

条約
じょうやく

は、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

及び
およ  

基本的
きほんてき

自由
じゆう

の享有
きょうゆう

を確保
かくほ

し、障害者
しょうがいしゃ

の固有
こゆう

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

として、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

の実現
じつげん

のための措置
そ ち

等
とう

につい

て定めて
さだ   

おり、障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん    

初
はつ

の国際
こくさい

条約
じょうやく

に当たる
あ    

。その主
おも

な内容
ないよう

は次
つぎ

のとお

りである。 

・一般
いっぱん

原則
げんそく

（障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

、自律
じりつ

及び
およ  

自立
じりつ

の尊重
そんちょう

、無差別
む さ べ つ

、社会
しゃかい

への完全
かんぜん

かつ

効果的
こうかてき

な参加
さんか

及び
およ  

包容
ほうよう

等
とう

） 

・一般的
いっぱんてき

義務
ぎ む

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実施
じっし

を怠る
おこた  

ことを含め
ふく  

、障害
しょうがい

に基づく
もと   

いかなる差別
さべつ

もなしに、全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

のあらゆる人権
じんけん

及び
およ  

基本的
きほんてき

自由
じゆう

を完全
かんぜん

に実現
じつげん

すること

を確保
かくほ

し、及び
およ  

促進
そくしん

すること等
とう

） 

・障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

実現
じつげん

のための措置
そ ち

（身体
しんたい

の自由
じゆう

、拷問
ごうもん

の禁止
きんし

、表現
ひょうげん

の自由
じゆう

等
とう

の

自由権的
じゆうけんてき

権利
けんり

及び
およ  

教育
きょういく

、労働
ろうどう

等
とう

の社会権的
しゃかいけんてき

権利
けんり

について締約
ていやく

国
こく

が採る
と  

べき措置
そ ち

等
とう

を規定
きてい

） 

・条約
じょうやく

の実施
じっし

のための仕組み
し く  

（条約
じょうやく

の実施
じっし

及び
およ  

監視
かんし

のための国内
こくない

の枠組み
わくぐ  

の設置
せっち

、

障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

における各締約
かくていやく

国
こく

からの報告
ほうこく

の検討
けんとう

） 

 

③我が国
わ  くに

の関連
かんれん

するこれまでの取組
とりくみ

 

我が国
わ  くに

は、条約
じょうやく

が国連
こくれん

総会
そうかい

で採択
さいたく

された翌年
よくとし

に当たる
あ   

平成
へいせい

19(2007)年
ねん

９月
  がつ

に

条約
じょうやく

に署名
しょめい

した。一方
いっぽう

、条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

については、国内
こくない

の障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

等
とう

から、批准
ひじゅん

に先立ち国
さきだ  こく

内法
ないほう

の整備
せいび

等
とう

を進める
すす   

べきとの意見
いけん

が寄
よ

せられた。 

我が国
わ  くに

は、これらの意見
いけん

も踏まえ
ふ   

、基本法
きほんほう

の改正
かいせい

（平成
へいせい

23(2011)年
ねん

８月
  がつ

）、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第123号
だい   ごう

）の改正
かいせい

（平成
へいせい

24(2012)年
ねん

６月
  がつ

。このとき、

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
およ  

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
しえん

するための法律
ほうりつ

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ
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総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という。）に改称
かいしょう

）、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の制定
せいてい

（平成
へいせい

25(2013)年
ねん

６月
  がつ

）、

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

の促進
そくしん

等
とう

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（昭和
しょうわ

35年
ねん

法律
ほうりつ

第123号
だい   ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

」という。）の改正
かいせい

（平成
へいせい

25(2013)年
ねん

６月
  がつ

）など、様々
さまざま

な国
こく

内法
ないほう

の整備
せいび

を進めて
すす   

きた。 

こうした国内法
こくないほう

整備
せいび

を経て
へ  

、平成
へいせい

25(2013)年
ねん

11月
がつ

に衆議院
しゅうぎいん

、12月
がつ

に参議院
さんぎいん

で共
とも

に

全会
ぜんかい

一致
いっち

で締結
ていけつ

が承認
しょうにん

され、平成
へいせい

26(2014)年
ねん

２月
  がつ

、条約
じょうやく

が我
わ

が国
くに

について効力
こうりょく

を生 じ た
しょう     

。 

条約
じょうやく

は、締約
ていやく

国
こく

に対し
たい  

、「条約
じょうやく

に基づく
もと    

義務
ぎ む

を履行
りこう

するために採った
と   

措置
そ ち

及び
およ  

こ

れらの措置
そ ち

によりもたらされた進歩
しんぽ

に関する
かん    

包括的
ほうかつてき

な報告
ほうこく

」の定期的
ていきてき

な提出
ていしゅつ

を

求めて
もと    

おり、我が国
わ  くに

は、条約
じょうやく

が我が国
わ  くに

について効力
こうりょく

を生じて
しょう    

から平成
へいせい

28(2016)年
ねん

２月
  がつ

までの期間
きかん

を対象
たいしょう

とした政府
せいふ

報告
ほうこく

を取りまとめ
と    

、同年
どうねん

６月
  がつ

、国連
こくれん

事務
じ む

総長
そうちょう

を

通じて
つう    

障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

に提出
ていしゅつ

した。 

政府
せいふ

報告
ほうこく

には、我が国
わ  くに

において条約
じょうやく

第 3 3 条
だい   じょう

に規定
きてい

する「条約
じょうやく

の実施
じっし

を監視
かんし

する

ための枠組み
わくぐ  

」の機能
きのう

を担う
にな  

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

のコメントを反映
はんえい

させるとともに、

パブリックコメントを実施
じっし

した。また、付属
ふぞく

文書
ぶんしょ

として、政府
せいふ

報告
ほうこく

の提出
ていしゅつ

を視野
し や

に

入れて
い   

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

が実施
じっし

した障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

（第３次
だ い  じ

）の実施
じっし

状 況
じょうきょう

の

監視
かんし

の結果
けっか

を取りまとめた
と      

文書
ぶんしょ

（「議論
ぎろん

の整理
せいり

」）を添付
てんぷ

した。また、令和
れいわ

４(2022)年
ねん

８月
がつ

には、条約
じょうやく

の締約
ていやく

国
こく

として、国連
こくれん

ジュネーブ本部
ほんぶ

にて、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

に

よる我が国
わ  くに

政府
せいふ

報告
ほうこく

の審査
しんさ

が実施
じっし

され、同年
どうねん

９月
  がつ

には同委員会
どういいんかい

の見解
けんかい

及び
およ  

勧告
かんこく

を

含めた
ふく    

総括
そうかつ

所見
しょけん

が採択
さいたく

・公表
こうひょう

された。審査
しんさ

に際して
さい    

は、「条約
じょうやく

の実施
じっし

を監視
かんし

する

ための枠組み
わくぐ  

」である障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

も、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

に対し
たい  

我が国
わ  くに

の取組
とりくみ

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

や今後
こんご

の課題
かだい

に係る
かか  

見解
けんかい

を提出
ていしゅつ

するとともに、政府
せいふ

報告
ほうこく

の審査
しんさ

にも

参加
さんか

し、我が国
わ  くに

の施策
しさく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

に係る
かか  

説明
せつめい

を行った
おこな    

。 

 

（２）条約
じょうやく

の基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた
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①「障害
しょうがい

」の捉え方
とら  かた

 

従来
じゅうらい

の「障害
しょうがい

」の捉え方
とら  かた

は、心身
しんしん

の機能
きのう

の障害
しょうがい

のみに起因
きいん

するとする、いわゆ

る「医学
いがく

モデル」の考え方
かんが かた

を反映
はんえい

したものであった。一方
いっぽう

、条約
じょうやく

では、障害者
しょうがいしゃ

が

日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

において受ける
う   

制限
せいげん

は、心身
しんしん

の機能
きのう

の障害
しょうがい

のみに起因
きいん

する

ものではなく、社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

と相対する
あいたい    

ことによって生
しょう

ずるものとす

る、いわゆる「社会
しゃかい

モデル」の考え方
かんが かた

が貫
つらぬ

かれている。 

   

②平等
びょうどう

・無差別
む さ べ つ

及び
およ  

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

条約
じょうやく

は、第１条
だい  じょう

において「全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

によるあらゆる人権
じんけん

及び
およ  

基本的
きほんてき

自由
じゆう

の

完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

な享有
きょうゆう

を促進
そくしん

し、保護
ほ ご

し、確保
かくほ

すること並び
なら  

に障害者
しょうがいしゃ

の固有
こゆう

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

すること」を目的
もくてき

と定めて
さだ    

いる。 

また、第２条
だい  じょう

では、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

と基本的
きほんてき

自由
じゆう

を確保
かくほ

するための「必要
ひつよう

かつ適当
てきとう

な変更
へんこう

及び
およ  

調整
ちょうせい

」であって、「均衡
きんこう

を失した
しっ    

又
また

は過度
か ど

の負担
ふたん

を課さない
か    

もの」を

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」と定義
ていぎ

し、第
だい

５条
じょう

で、締約
ていやく

国
こく

に対し
たい  

、障害
しょうがい

に基づく
もと   

あらゆる差別
さべつ

を

禁止
きんし

することや、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が確保
かくほ

されるための適当
てきとう

な措置
そ ち

を採る
と  

ことを求
もと

めている。 

さらに、第４条
だい  じょう

では、締約
ていやく

国
こく

に対し
たい  

、障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん    

問題
もんだい

についての意思
い し

決定
けってい

過程
かてい

において、障害者
しょうがいしゃ

と緊密
きんみつ

に協議
きょうぎ

し、障害者
しょうがいしゃ

を積極的
せっきょくてき

に関与
かんよ

させることを求
もと

め

ている。 

 

③実施
じっし

に関する
かん    

仕組み
し く  

 

条約
じょうやく

は、第 33 条
だい  じょう

において、自国
じこく

の法律上
ほうりつじょう

・行 政 上
ぎょうせいじょう

の制度
せいど

に従って
したが   

「条約
じょうやく

の

実施
じっし

を監視
かんし

するための枠組み
わくぐ  

」を自国内
じこくない

に設置
せっち

することを締約
ていやく

国
こく

に求めて
もと   

いる。我が国
わ  くに

では、障害者
しょうがいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

・社会
しゃかい

参加
さんか

に関する
かん    

事業
じぎょう

の従事者
じゅうじしゃ

及び
およ  

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

から構成
こうせい

される障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

が設置
せっち

されており、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

の実施
じっし
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状 況
じょうきょう

の監視
かんし

を通じて
つう   

条約
じょうやく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

を監視
かんし

している。この「条約
じょうやく

の実施
じっし

を監視
かんし

するための枠組み
わくぐ  

」は、これまでの人権
じんけん

条約
じょうやく

には見られない
み     

新た
あら  

な規定
きてい

である。 

また、第 35 条
だい  じょう

において、締約
ていやく

国
こく

に対し
たい  

、「条約
じょうやく

に基づく
もと    

義務
ぎ む

を履行
りこう

するために

採った
と   

措置
そ ち

及び
およ  

これらの措置
そ ち

によりもたらされた進歩
しんぽ

に関する
かん    

包括的
ほうかつてき

な報告
ほうこく

」を、

国連
こくれん

事務
じ む

総長
そうちょう

を経由
けいゆ

して障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

に提出
ていしゅつ

することを求めて
もと   

いる。この

報告
ほうこく

の作成
さくせい

に当たって
あ    

は、公開
こうかい

された透明性
とうめいせい

のある過程
かてい

を踏む
ふ  

ことを検討
けんとう

するとと

もに、障害者
しょうがいしゃ

の関与
かんよ

について十分
じゅうぶん

な考慮
こうりょ

を払う
はら  

ことが求
もと

められている。 

障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

は、締約
ていやく

国
こく

から選ばれた
えら     

18名
めい

の専門家
せんもんか

から構成
こうせい

され、締約
ていやく

国
こく

に

よる報告
ほうこく

を検討
けんとう

し、提案
ていあん

や勧告
かんこく

を行う
おこな  

ことが定められて
さだ      

いる。この仕組み
し く  

により、

締約
ていやく

国
こく

は条約
じょうやく

の実施
じっし

について国際的
こくさいてき

に審査
しんさ

されることになる。 

 

（３）条約
じょうやく

との整合性
せいごうせい

の確保
かくほ

 

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

では、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を、条約
じょうやく

との整合性
せいごうせい

を一層
いっそう

高めつつ
たか     

強 力
きょうりょく

に進めて
すす   

いくために、「Ⅲ 各分野
かくぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

」で掲げる
かか   

各分野
かくぶんや

と、

条約
じょうやく

の各条項
かくじょうこう

の対応
たいおう

関係
かんけい

を明示
めいじ

するとともに、条約
じょうやく

の各条項
かくじょうこう

の順序
じゅんじょ

におおむね

沿った
そ   

構成
こうせい

としている。これにより、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

と、条約
じょうやく

の国内
こくない

実施
じっし

の

状 況
じょうきょう

とを対応
たいおう

させつつ、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に基づく
もと   

取組
とりくみ

をより効果的
こうかてき

かつ適切
てきせつ

に進める
すす   

と

ともに、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

の監視
かんし

を通じた
つう   

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

による条約
じょうやく

の

実施
じっし

状 況
じょうきょう

の監視
かんし

の円滑化
えんかつか

に資する
し   

ことが期待
きたい

される。 

また、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に掲げる
かか   

施策
しさく

のＰＤＣＡサイクルの中
なか

で、条約
じょうやく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

に

関し
かん  

令和
れいわ

４(2022)年９月
  がつ

に採択
さいたく

・公表
こうひょう

された障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

による総括
そうかつ

所見
しょけん

等
とう

も

踏まえて
ふ    

議論
ぎろん

が行われ
おこな   

、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

が策定
さくてい

されたことも考慮
こうりょ

するなど、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

と

条約
じょうやく

に係る
かか  

取組
とりくみ

の適切
てきせつ

な連携
れんけい

に努
つと

めていく。 

 

Ⅱ 基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた
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１．基本
きほん

理念
りねん

  

 条約
じょうやく

は、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

及び
およ  

基本的
きほんてき

自由
じゆう

の享有
きょうゆう

を確保
かくほ

し、障害者
しょうがいしゃ

の固有
こゆう

の尊厳
そんげん

の

尊重
そんちょう

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

として、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

の実現
じつげん

のための措置
そ ち

等
とう

について定
さだ

め

ている。 

こうした条約
じょうやく

の理念
りねん

に即して
そく   

改正
かいせい

された基本法
きほんほう

第１条
だい  じょう

に規定
きてい

されているように、

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

は、全て
すべ  

の国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、等しく
ひと   

基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

す

るかけがえのない個人
こじん

として尊重
そんちょう

されるという理念
りねん

にのっとり、全て
すべ  

の国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の

有無
う む

によって分け隔てられる
わ  へ だ     

ことなく、相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊重
そんちょう

し合いながら
あ  

共生
きょうせい

する

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指して
め ざ   

講じられる
こう       

必要
ひつよう

がある。 

 本基本
ほんきほん

計画
けいかく

では、このような社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

、障害者
しょうがいしゃ

を、必要
ひつよう

な支援
しえん

を受けながら
う    

、

自ら
みずか  

の決定
けってい

に基づき
もと   

社会
しゃかい

のあらゆる活動
かつどう

に参加
さんか

する主体
しゅたい

として捉え
とら  

、障害者
しょうがいしゃ

が自ら
みずか  

の能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

発揮
はっき

し自己
じ こ

実現
じつげん

できるよう支援
しえん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、

社会
しゃかい

への参加
さんか

を制約
せいやく

している社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するため、政府
せいふ

が取り組む
と  く  

べき

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

を定
さだ

めるものとする。 

 

２．基本
きほん

原則
げんそく

  

 障害者
しょうがいしゃ

を、必要
ひつよう

な支援
しえん

を受けながら
う    

自ら
みずか  

の決定
けってい

に基づき
もと   

社会
しゃかい

のあらゆる活動
かつどう

に参加
さんか

する主体
しゅたい

として捉えた
とら   

上
うえ

で、政府
せいふ

は、条約
じょうやく

の理念
りねん

に即して
そく   

改正
かいせい

された次
つぎ

に掲げる
かか   

基本法
きほんほう

の各基本
かくきほん

原則
げんそく

にのっとり、当該
とうがい

理念
りねん

の実現
じつげん

に向けた
む   

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及び
およ  

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

のための施策
しさく

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に実施
じっし

する。 

 

（地域
ちいき

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

等
とう

） 

基本法
きほんほう

第
だい

３条
じょう

において、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

が、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と等
とう

しく、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こじん

としてその尊厳
そんげん

が重んぜられ
おも      

、その尊厳
そんげん

にふさ
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わしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
けんり

を有
ゆう

することを前提
ぜんてい

とする旨
むね

が規定
きてい

されていること、また、

条約
じょうやく

も「全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

によるあらゆる人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じゆう

の完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

な享有
きょうゆう

を促進
そくしん

し、保護
ほ ご

し、確保
かくほ

すること並び
なら  

に障害者
しょうがいしゃ

の固有
こゆう

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

すること」

を目的
もくてき

としていることに鑑みれば
かんが      

、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に関して
かん    

も、全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

が、

障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と平等
びょうどう

に、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こじん

として、その尊厳
そんげん

が重
おも

んぜら

れ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
けんり

を有する
ゆう    

ことを前提
ぜんてい

としつつ、次
つぎ

に

掲げる
かか   

機会
きかい

の適切
てきせつ

な確保
かくほ

・拡大
かくだい

を図る
はか  

ことを旨
むね

として障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を実施
じっし

する必要
ひつよう

があ

る。 

・社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶんか

その他
  た

のあらゆる分野
ぶんや

の活動
かつどう

に参加
さんか

す

る機会
きかい

の確保
かくほ

 

・障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

を促進
そくしん

するための基盤
きばん

整備
せいび

を進め
すす  

、地域
ちいき

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することを妨げられず
さまた      

、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについて選択
せんたく

する機会
きかい

の確保
かくほ

 

・言語
げんご

（手話
しゅわ

を含む
ふく  

。以下
い か

同じ
おな  

。）その他
  た

の意思
い し

疎通
そつう

のための手段
しゅだん

について選択
せんたく

する機会
きかい

の確保
かくほ

 

・情報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
りよう

のための手段
しゅだん

について選択
せんたく

する機会
きかい

の拡大
かくだい

 

 

（差別
さべつ

の禁止
きんし

） 

基本法
きほんほう

第
だい

４ 条
じょう

において、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

その他
  た

の障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

権利
けんり

利益
りえき

の侵害
しんがい

行為
こうい

が禁止
きんし

されるとともに、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が求められて
もと      

いること、また、条約
じょうやく

第５条
だい じょう

においても、障害
しょうがい

に基づく
もと    

あらゆる差別
さべつ

を禁止
きんし

するとともに、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

提供
ていきょう

が確保
かくほ

されるための適当
てきとう

な措置
そ ち

を採る
と  

ことが求
もと

められていること、さらに、

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

においてこうした趣旨
しゅし

が具体化
ぐ た い か

されていることに鑑みれば
かんが     

、

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

その他
た

の権利
けんり

利益
りえき

を侵害
しんがい

する行為
こうい

を禁止
きんし

するとともに、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を

除去
じょきょ

するための合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

される必要
ひつよう

がある。 
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我が国
わ  くに

においては、平成
へいせい

28(2016)年
ねん

４月
  がつ

から障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

が施行
しこう

された後
あと

、

検討
けんとう

規定
きてい

に基づく
もと   

所要
しょよう

の見直し
み な お  

が行われ
おこな    

、令和
れいわ

３(2021)年
ねん

６月
  がつ

に 障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

改正法
かいせいほう

が公布
こうふ

された。障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

改正法
かいせいほう

では、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対し
たい  

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務付ける
ぎ む づ   

とともに、行政
ぎょうせい

機関
きかん

相互間
そうごかん

の連携
れんけい

の強化
きょうか

を図る
はか  

ほか、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解消
かいしょう

するための支援
しえん

措置
そ ち

が強化
きょうか

され、その施行
しこう

期日
きじつ

は、公布
こうふ

の日
ひ

（令和
れいわ

３（2021）年
ねん

６月
  がつ

４日
  か

）から起算
きさん

して３年
  ねん

を超えない
こ    

範囲内
はんいない

において政令
せいれい

で定める
さだ   

日
ひ

（令和
れいわ

６（2024）年
ねん

４月
がつ

１日
にち

）とされている。障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

改正法
かいせいほう

の施行
しこう

に

向けて
む   

は、政府
せいふ

全体
ぜんたい

の方針
ほうしん

として改定
かいてい

された「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

基本
きほん

方針
ほうしん

」（令和
れいわ

５年
ねん

３月
がつ

14日
にち

閣議
かくぎ

決定
けってい

）を受けて
う   

、各 省 庁
 かくしょうちょう

において所管
しょかん

分野
ぶんや

を対象
たいしょう

とした対応
たいおう

指針
ししん

の見直し
み な お  

や、各地方
かくちほう

自治体
じ ち た い

における相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

を始め
はじ  

とした様々
さまざま

な対応
たいおう

が必要
ひつよう

となる。これらの取組
とりくみ

や国民
こくみん

全体
ぜんたい

への周知
しゅうち

啓発
けいはつ

といった

施行前
しこうまえ

に必要
ひつよう

となる準備
じゅんび

を十分
じゅうぶん

に行う
おこな  

ことが求められる
もと      

。 

 

（国際的
こくさいてき

協 調
きょうちょう

） 

基本法
きほんほう

第５条
だい  じょう

において、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、国際的
こくさいてき

協 調
きょうちょう

の下
もと

に図られなければ
は か        

ならない旨
むね

が規定
きてい

されていること、また、条約
じょうやく

第 32 条
だい  じょう

においても、国際
こくさい

協 力
きょうりょく

及び
およ  

その促進
そくしん

の重要性
じゅうようせい

について規定
きてい

されていること、さらに、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及び
およ  

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

のための施策
しさく

が国際
こくさい

社会
しゃかい

における取組
とりくみ

と密接
みっせつ

な関係
かんけい

を有して
ゆう   

いることに

鑑みれば
かんが     

、国際的
こくさいてき

な協 調
きょうちょう

の下
もと

で共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

が図られる
はか     

必要
ひつよう

がある。 

我が国
わ  くに

においては、条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

するとともに、政府
せいふ

報告
ほうこく

を障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

に

提出
ていしゅつ

するなど、これまでも国際的
こくさいてき

な枠組み
わくぐ  

との連携
れんけい

を深めて
ふか   

きたところであるが、今後
こんご

、

こうした連携
れんけい

をより一層
   いっそう

推進
すいしん

し、国際的
こくさいてき

協 調
きょうちょう

の理念
りねん

を体現
たいげん

していくことが求
もと

められ

る。 

   

３．社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか
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（１）2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピックのレガシー継承
けいしょう

 

令和
れいわ

３(2021)年
ねん

夏
なつ

、東京
とうきょう

は夏季
か き

パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

が同一
どういつ

都市
と し

で２度
 ど

開催
かいさい

され

た史上
しじょう

初めて
はじ   

の地
ち

となった。同大会
どうたいかい

は共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む   

社会
しゃかい

の在り方
あ  かた

を大きく
おお   

変える
か   

絶好
ぜっこう

の機会
きかい

であり、この機
き

を逃さぬ
のが   

よう、政府
せいふ

においては、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に

向けた
む   

大きな
おお   

二つ
ふた  

の柱
はしら

として、「心
こころ

のバリアフリー」2及び
およ  

「ユニバーサルデザインの

街づくり
まち     

」を「ユニバーサルデザイン2020行動
こうどう

計画
けいかく

」（平成
へいせい

29年
ねん

２月
  がつ

20日
か

ユニバーサル

デザイン 2020関係
かんけい

閣僚
かくりょう

会議
かいぎ

決定
けってい

。以下
い か

「行動
こうどう

計画
けいかく

」という。）として取りまとめる
と     

と

ともに、平成
へいせい

30(2018)年
ねん

12月
がつ

には、障害者
しょうがいしゃ

の視点
してん

を施策
しさく

に反映
はんえい

させる更
さら

なる枠組み
わくぐ  

と

して、ユニバーサルデザイン 2020評価
ひょうか

会議
かいぎ

を創設
そうせつ

し、同会議
どうかいぎ

を通じて
つう   

行動
こうどう

計画
けいかく

の実行
じっこう

の加速化
か そ く か

を図って
はか   

きた。 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の世界的
せかいてき

な流行
りゅうこう

により、2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パ

ラリンピックは史上
しじょう

初
はじ

めて１年
ねん

延期
えんき

された大会
たいかい

となり、大会
たいかい

を取り巻く
と  ま  

環境
かんきょう

も当初
とうしょ

想定
そうてい

されていた形
かたち

から大きく
お お   

変わる
か   

こととなったが、ユニバーサルデザイン 2020評価
ひょうか

会議
かいぎ

における総括
そうかつ

でも述べられて
の     

いるとおり、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を取り入れた
と  い   

新国立
しんこくりつ

競技場
きょうぎじょう

の整備
せいび

、２度
 ど

にわたる高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第91号
だい  ごう

。以下
い か

「バリアフリー法
ほう

」という。）の改正
かいせい

、新しい
あたら   

学習
がくしゅう

指導
しどう

要領
ようりょう

における「心
こころ

のバリアフリー」に関する
かん    

記載
きさい

の充実
じゅうじつ

、一定
いってい

規模
き ぼ

以上
いじょう

のホテ

 
                                                  
2 様々

さまざま

な心身
しんしん

の特性
とくせい

や考え方
かんが かた

を持つ
も  

全
すべ

ての人々
ひとびと

が、相互
そ う ご

に理解
り か い

を深めよう
ふ か     

とコミュニケーションを取
と

り、

支え合
さ さ  あ

うこと。「心
こころ

のバリアフリー」を体現
たいげん

するためのポイントは、「ユニバーサルデザイン2020行動
こうどう

計画
けいかく

」

では、以下
い か

の３点
てん

とされている。 

（１）障害
しょうがい

のある人
ひと

への社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と   の ぞ  

のは社会
しゃかい

の責務
せ き む

であるという「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」を理解
り か い

すること。 

（２）障害
しょうがい

のある人
ひと

（及び
およ  

その家族
か ぞ く

）への差別
さ べ つ

（不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか  

及び
およ  

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

）を行わない
おこな      

よう徹底
てってい

すること。 

（３）自分
じ ぶ ん

とは異なる
こと   

条件
じょうけん

を持つ
も   

多様
た よ う

な他者
た し ゃ

とコミュニケーションを取る
と  

力
ちから

を養 い
やしな   

、全
すべ

ての人
ひと

が抱える
かか   

困難
こんなん

や痛み
いた  

を想像
そうぞう

し共感
きょうかん

する力
ちから

を培
つちか

うこと。 
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ルにおけるバリアフリー客室
きゃくしつ

の１％以上
いじょう

の整備
せいび

義務化
ぎ む か

など、行動
こうどう

計画
けいかく

の取組
とりくみ

を通じて
つう   

「心
こころ

のバリアフリー」と「ユニバーサルデザインの街づくり
まち     

」は大きく
おお   

進展
しんてん

した。一方
いっぽう

で、地方部
ち ほ う ぶ

における障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

、人口
じんこう

減少
げんしょう

や技術
ぎじゅつ

革新
かくしん

による非対面
ひたいめん

サービス

の広がり
ひろ   

に起因
きいん

する格差
かくさ

の拡大
かくだい

への対応
たいおう

や情報
じょうほう

アクセシビリティの確保
かくほ

等
とう

といった、

引き続き
ひ   つづ  

取り組む
と  く  

べき課題
かだい

や新た
あら  

な課題
かだい

も指摘
してき

されている。 

2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピックを契機
けいき

とした機運
きうん

を一過性
いっかせい

のものにするこ

となく、日本
にほん

全国
ぜんこく

に広げて
ひろ   

いくことが重要
じゅうよう

であり、これまでの取組
とりくみ

が大会
たいかい

のレガシー

として大きく
おお   

花開く
はなひら  

よう、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

においても引き続き
ひ   つづ  

横断的
おうだんてき

視点
してん

において「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資する
し   

取組
とりくみ

の推進
すいしん

」の一
ひと

つとして社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

におけるアクセシ

ビリティの向上
こうじょう

を掲げ
かか  

、具体的
ぐたいてき

施策
しさく

にも反映
はんえい

するとともに、「重点的
じゅうてんてき

に理解
りかい

促進
そくしん

等
とう

を

図る
はか  

事項
じこう

」として「心
こころ

のバリアフリー」の理解
りかい

促進
そくしん

に継続
けいぞく

して取り組む
と  く  

旨
むね

等
とう

を明記
めいき

し、

その実施
じっし

状 況
じょうきょう

を障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

において評価
ひょうか

・監視
かんし

すること等
とう

を通じて
つう    

、世界
せかい

に

誇れる
ほこ    

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む   

取組
とりくみ

を推進
すいしん

していくこととする。 

 

（２）新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

とその対応
たいおう

 

令和
れいわ

２(2020)年
ねん

１月
がつ

以降
いこう

の新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

は国民
こくみん

生活
せいかつ

に

様々
さまざま

な影響
えいきょう

を及ぼして
およ     

おり、特
とく

に、障害者
しょうがいしゃ

を含め
ふく  

脆弱
ぜいじゃく

な立場
たちば

に置かれて
お    

いる人々
ひとびと

が

大きな
おお    

影響
えいきょう

を受けて
う   

いる。感染
かんせん

拡大
かくだい

防止
ぼうし

措置
そ ち

の影響
えいきょう

による地域
ちいき

の交流
こうりゅう

・見守り
み ま も  

の場
ば

、

相談
そうだん

支援
しえん

を受ける
う   

機会
きかい

の喪失
そうしつ

等
とう

によって、社会
しゃかい

に内在
ないざい

していた孤独
こどく

・孤立
こりつ

の問題
もんだい

も

顕在化
けんざいか

・深刻化
しんこくか

しており、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
かぞく

等
とう

に対して
たい    

も、「孤独
こどく

・孤立
こりつ

対策
たいさく

の重点
じゅうてん

計画
けいかく

」（令和
れいわ

４年
  ねん

12月
がつ

26日
にち

孤独
こどく

・孤立
こりつ

対策
たいさく

推進
すいしん

会議
かいぎ

決定
けってい

）を踏まえた
ふ    

支援
しえん

が必要
ひつよう

となっ

ている。また、障害者
しょうがいしゃ

へのサービス提供
ていきょう

を担う
にな  

事業者側
じぎょうしゃがわ

でも、経営
けいえい

に影響
えいきょう

が出る
で  

な

どの課題
かだい

が生じて
しょう    

いる。さらに、感染症
かんせんしょう

拡
かく

大防止
だいぼうし

のため身体的
しんたいてき

距離
きょり

の確保
かくほ

やマスク

着用
ちゃくよう

等
とう

の「新しい
あたら   

生活
せいかつ

様式
ようしき

」の実践
じっせん

が求められる
もと      

中
なか

、オンライン活用
かつよう

の拡大
かくだい

等
とう

がアク

セシビリティ向上
こうじょう

等
とう

に寄与
き よ

する一方
いっぽう

で、コミュニケーション方法
ほうほう

の制約
せいやく

等
とう

が生じ
しょう  
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情報
じょうほう

取得
しゅとく

等
とう

に困難
こんなん

を抱える
かか   

障害者
しょうがいしゃ

もいる。 

このような感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

時
じ

を始め
はじ  

、地震
じしん

・台風
たいふう

等
とう

の災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

といった非常時
ひじょうじ

には、

障害者
しょうがいしゃ

を含め
ふく  

脆弱
ぜいじゃく

な立場
たちば

にある人々
ひとびと

がより深刻
しんこく

な影響
えいきょう

を受ける
う   

ことから、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に掲げる
かか   

各種
かくしゅ

施策
しさく

についても、非常時
ひじょうじ

に障害者
しょうがいしゃ

が受ける
う   

影響
えいきょう

やニーズの違い
ちが  

に

留意
りゅうい

しながら取組
とりくみ

を進める
すす   

ことが求められる
もと      

。 

 

（３）持続
じぞく

可能
かのう

で多様性
たようせい

と包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

（ＳＤＧｓの視点
してん

） 

平成
へいせい

27(2015)年
ねん

９月
  がつ

、国連
こくれん

サミットにおいてＳＤＧｓが全会
ぜんかい

一致
いっち

で採択
さいたく

された。ＳＤ

Ｇｓは「誰
だれ

一人
ひとり

取り残さない
と  の こ    

」持続
じぞく

可能
かのう

で多様性
たようせい

と包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指す
め ざ  

世界
せかい

共通
きょうつう

の目標
もくひょう

であり、令和
れいわ

12(2030)年
ねん

を達成
たっせい

年限
ねんげん

として、17 のゴールと 169 のタ

ーゲットから構成
こうせい

されるものである。我が国
わ  くに

ではＳＤＧｓの採択
さいたく

を受け
う  

、平成
へいせい

28(2016)

年
ねん

12月
がつ

にＳＤＧｓ推進
すいしん

のための中長期
ちゅうちょうき

戦略
せんりゃく

である「ＳＤＧｓ実施
じっし

指針
ししん

」（平成
へいせい

28年
ねん

12

月
がつ

22日
にち

ＳＤＧｓ推進
すいしん

本部
ほんぶ

決定
けってい

）が策定
さくてい

され、令和元
れいわがん

（2019）年
ねん

12月
がつ

には同指針
どうししん

の改定
かいてい

が

行われた
おこな      

。同指針
どうししん

では、「あらゆる人々
ひとびと

が活躍
かつやく

する社会
しゃかい

・ジェンダー平等
びょうどう

の実現
じつげん

」を

始め
はじ  

とした８つの優先
ゆうせん

課題
かだい

と課題
かだい

に取り組む
と  く  

ための主要
しゅよう

原則
げんそく

が掲
かか

げられている。 

「誰
だれ

一人
ひとり

取り残さない
と  の こ    

」というＳＤＧｓの理念
りねん

は、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

、政府
せいふ

が

取り組む
と  く  

べき障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

を定める
さだ   

旨
むね

を基本
きほん

理念
りねん

として掲げる
かか   

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

においても、その重要性
じゅうようせい

に何ら
なん  

変
か

わるところはない。障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の推進
すいしん

に

当たって
あ    

は、ＳＤＧｓ推進
すいしん

の取組
とりくみ

とも軌
き

を一
いつ

にし、障害者
しょうがいしゃ

のみならず行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

といった様々
さまざま

な関係者
かんけいしゃ

が共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

という共通
きょうつう

の目標
もくひょう

の実現
じつげん

に向け
む  

、

協 力
きょうりょく

して取組
とりくみ

を推進
すいしん

することが求められる
もと       

。 

 

４．各分野
かくぶんや

に共通
きょうつう

する横断的
おうだんてき

視点
してん

  

  本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に記載
きさい

する各分野
かくぶんや

の施策
しさく

については、前述
ぜんじゅつ

の基本
きほん

原則
げんそく

や社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

を踏まえつつ
ふ     

、以下
い か

の視点
してん

に留意
りゅうい

しながら推進
すいしん

するものとする。 
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（１）条約
じょうやく

の理念
りねん

の尊重
そんちょう

及び
およ  

整合性
せいごうせい

の確保
かくほ

 

     障害者
しょうがいしゃ

に係る
かか  

施策
しさく

、制度
せいど

、事業
じぎょう

等
とう

を策定
さくてい

し、及び
およ  

実施
じっし

するに当たって
あ    

は、条約
じょうやく

の

理念
りねん

を尊重
そんちょう

するとともに、条約
じょうやく

との整合性
せいごうせい

を確保
かくほ

することが重要
じゅうよう

である。 

「私たち
わたし   

のことを、私
わたし

たち抜き
  ぬ  

に決めないで
き    

3」の考え方
かんが かた

の下
もと

、「インクルージョン 4」

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

を施策
しさく

の客体
きゃくたい

ではなく、必要
ひつよう

な支援
しえん

を受けながら
う     

、自ら
みずか  

の決定
けってい

に基づき
もと   

社会
しゃかい

に参加
さんか

する主体
しゅたい

として捉える
とら   

とともに、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の検討
けんとう

及び
およ  

評価
ひょうか

に当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

が政策
せいさく

決定
けってい

過程
かてい

に参画
さんかく

することとし、障害者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

を施策
しさく

に反映
はんえい

させることが求められる
もと      

。その際
さい

、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さんか

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

にもつ

ながることに留意
りゅうい

する。 

また、障害者
しょうがいしゃ

の政策
せいさく

決定
けってい

過程
かてい

への参画
さんかく

を促進
そくしん

する観点
かんてん

から、国
くに

の審
しん

議会
ぎかい

等
とう

の委員
いいん

5

の選任
せんにん

に当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

の委員
いいん

の選任
せんにん

に配慮
はいりょ

する。特
とく

に、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を審議
しんぎ

す

る国
くに

の審
しん

議会
ぎかい

等
とう

における障害者
しょうがいしゃ

の委員
いいん

については、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

及び
およ  

性別
せいべつ

にも配慮
はいりょ

して

選任
せんにん

を行う
おこな  

ものとする。また、障害者
しょうがいしゃ

である委員
いいん

に対する
たい    

障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう   

適切
てきせつ

な

情報
じょうほう

保障
ほしょう

6その他
  た

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行う
おこな  

。 

あわせて、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が適切
てきせつ

に意思
い し

決定
けってい

を行い
おこな  

、その意思
い し

を表明
ひょうめい

することができるよう、相談
そうだん

の実施
じっし

等
とう

による意思
い し

決定
けってい

の

支援
しえん

とともに、言語
げんご

その他
  た

の意思
い し

疎通
そつう

のための手段
しゅだん

を選択
せんたく

する機会
きかい

の提供
ていきょう

を促進
そくしん

する。 

 

（２）共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資する
し   

取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

①社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

におけるアクセシビリティ向上
こうじょう

の視点
してん

の採用
さいよう

 

 
                                                  
3 英語表記

えいごひょうき

では「Nothing About Us Without Us」。 

4 英語表記
えいごひょうき

では「inclusion」。条約
じょうやく

第３条
だい  じょう

(c)では「包容
ほうよう

」と訳
やく

されている。 
5 臨時

り ん じ

委員
い い ん

、特別
とくべつ

委員
い い ん

及び
およ  

専門
せんもん

委員
い い ん

を含
ふく

む。 

6 障害
しょうがい

により情報
じょうほう

の取得
しゅとく

が困難
こんなん

な者
もの

に対して
たい   

、代替
だいたい

手段
しゅだん

を用いて
もち   

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

すること。 
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条約
じょうやく

が採用
さいよう

している、いわゆる「社会
しゃかい

モデル」の考え方
かんが かた

に即して
そく   

改正
かいせい

された基本法
きほんほう

第２条
だい  じょう

においても、障害者
しょうがいしゃ

を「障害
しょうがい

がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う   

状態
じょうたい

にあるもの」と

定義
ていぎ

しており、障害者
しょうがいしゃ

が経験
けいけん

する困難
こんなん

や制限
せいげん

が障害者
しょうがいしゃ

個人
こじん

の障害
しょうがい

と社会的
しゃかいてき

な

要因
よういん

の双方
そうほう

に起因
きいん

するという視点
してん

が示
しめ

されている。 

こうした視点
してん

に照らして
て    

、障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
しゃかい

への参加
さんか

を制約
せいやく

している

事物
じぶつ

、制度
せいど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

等
とう

の社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を進める
すす   

ことにより、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さんか

を実質的
じっしつてき

なものとし、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、その能力
のうりょく

を伸長
しんちょう

し、

最大限
さいだいげん

に発揮
はっき

しながら安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるようにする必要
ひつよう

がある。加えて
くわ   

、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を進める
すす    

に当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

の参加
さんか

を確保
かくほ

し、障害者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

を施策
しさく

に反映
はんえい

させるとともに、障害者
しょうがいしゃ

・行政
ぎょうせい

機関
きかん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

・地域
ちいき

住民
じゅうみん

といった様々
さまざま

な

関係者
かんけいしゃ

が、障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

が同じ
おな  

地域
ちいき

社会
しゃかい

でともに暮らし
く   

、学び
まな  

、

働く
はたら  

共生
きょうせい

社会
しゃかい

（インクルーシブな社会
しゃかい

）という共通
きょうつう

の目標
もくひょう

の実現
じつげん

に向け
む  

、協 力
きょうりょく

して取組
とりくみ

を進めて
すす   

いくことが重要
じゅうよう

である。 

そのためには、バリアフリー法
ほう

に基づく
もと   

公共
こうきょう

施設
しせつ

等
とう

のバリアフリー化
     か

や障害者
しょうがいしゃ

に

よる円滑
えんかつ

な情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
りよう

・発信
はっしん

のための情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

、意思
い し

表示
ひょうじ

・コミュニケーションを支援
しえん

するためのサービス・介助者
かいじょしゃ

等
とう

の人的
じんてき

支援
しえん

等
とう

による

環境
かんきょう

整備
せいび

と、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

に基づく
もと   

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を両輪
りょうりん

として

障害者
しょうがいしゃ

のアクセシビリティ 7向上
こうじょう

を図る
はか  

ことが重要
じゅうよう

であり、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に向けた
む   

各種
かくしゅ

の取
とり

組
くみ

をより強 力
きょうりょく

に推進
すいしん

していくため、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

でアク

セシビリティ向上
こうじょう

の視点
してん

を取り入
と  い

れていく。 

また、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

又
また

は社会
しゃかい

参加
さんか

に深刻
しんこく

な悪
あく

影響
えいきょう

を

与える
あた   

ものであり、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

においてその解消
かいしょう

に向けた
む   

取組
とりくみ

が行われる
おこな     

 
                                                  
7 施設

し せ つ

・設備
せ つ び

、サービス、情報
じょうほう

、制度
せ い ど

等
とう

の利用
り よ う

しやすさのこと。 
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必要
ひつよう

がある。このため、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

及び
およ  

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

に基づき
もと   

、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

や障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

を始め
はじ  

とする様々
さまざま

な主体
しゅたい

の取組
とりくみ

との連携
れんけい

を図りつつ
はか     

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

・事業
じぎょう

主
ぬし

や国民
こくみん

一般
いっぱん

の幅広い
はばひろ  

理解
りかい

の下
もと

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

の解消
かいしょう

に向けた
む   

取組
とりくみ

を

積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

する。 

あわせて、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

におけるアクセシビリティの向上
こうじょう

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、積極的
せっきょくてき

な広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

に努める
つと    

とともに、企業
きぎょう

・市民
しみん

団体
だんたい

等
とう

の取組
とりくみ

を

積極的
せっきょくてき

に支援
しえん

する。 

さらに、審
しん

議会
ぎかい

等
とう

の開催
かいさい

時
じ

を含め
ふく  

、情報
じょうほう

を公開
こうかい

する際
さい

や、命令
めいれい

、計画
けいかく

等
とう

に関する
かん    

パブリックコメントを行う
おこな  

際
さい

には、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した適切
てきせつ

な情報
じょうほう

保障
ほしょう

を実施
じっし

するなど、障害者
しょうがいしゃ

がその必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

を十分
じゅうぶん

に取得
しゅとく

できるようアクセシビリテ

ィの向上
こうじょう

が求められる
もと      

ことに留意
りゅうい

する。 

 

②アクセシビリティ向上
こうじょう

に資する
し   

新技術
しんぎじゅつ

の利
り

活用
かつよう

の推進
すいしん

 

近年
きんねん

、画像
がぞう

認識
にんしき

、音声
おんせい

認識
にんしき

、文字
も じ

認識
にんしき

等
とう

のＡＩ技術
ぎじゅつ

が進展
しんてん

し、自分
じぶん

に合った
あ   

方法
ほうほう

（音声
おんせい

、ジェスチャー、視線
しせん

の動き
うご  

等
とう

）でデジタル機器
き き

・サービスが利用
りよう

可能
かのう

となっ

ている。こうした新た
あら  

な技術
ぎじゅつ

を用いた
もち   

機器
き き

やサービスは、アクセシビリティとの親和性
しんわせい

が高い
たか  

という特徴
とくちょう

があり、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

への移動
いどう

の支援
しえん

や情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、意思
い し

疎通
そつう

、意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

等
とう

様々
さまざま

な場面
ばめん

でアクセシビリティに配慮
はいりょ

したＩＣＴを始め
はじ  

とする新た
あら  

な技術
ぎじゅつ

の利
り

活用
かつよう

について検討
けんとう

を行い
おこな  

、積極的
せっきょくてき

な

導入
どうにゅう

を推進
すいしん

する。 

「デジタル社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む   

改革
かいかく

の基本
きほん

方針
ほうしん

」（令和
れいわ

２年
  ねん

12月
がつ

25日
にち

閣議
かくぎ

決定
けってい

）に

おいても、多様
たよう

な国民
こくみん

がニーズに合った
あ   

サービスを選択
せんたく

でき、国民
こくみん

一人一人
ひとりひとり

の幸福
こうふく

に

資する
し   

「誰
だれ

一人
ひとり

取り残さない
と  の こ    

、人
ひと

に優しい
やさ   

デジタル化
    か

」を進める
すす   

こととされており、

「デジタル社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む   

重点
じゅうてん

計画
けいかく

」（令和
れいわ

４年
  ねん

６月
  がつ

７日
 か

閣議
かくぎ

決定
けってい

）の定める
さだ   

ところにより、国
くに

、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

、企業
きぎょう

、国民
こくみん

等
とう

が皆
みな

で支え合う
ささ  あ   

デジタル共生
きょうせい

社会
しゃかい
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の実現
じつげん

を図る
はか  

ため、デジタル機器
き き

・サービスに不慣れ
ふ な  

な障害者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

も含め
ふく  

デジタ

ル機器
き き

・サービスに係る
かか  

アクセシビリティ環境
かんきょう

の整備
せいび

を促進
そくしん

するための各種
かくしゅ

取組
とりくみ

を

推進
すいしん

することとする。 

また、アクセシビリティに配慮
はいりょ

した機器
き き

・サービス等
とう

の政府
せいふ

調達
ちょうたつ

を一層
いっそう

推進
すいしん

する

ため、ＷＴＯ政府
せいふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

等
とう

の適用
てきよう

を受
う

ける調達
ちょうたつ

等
とう

8を行う
おこな  

に当たって
あ    

は、ＷＴ

Ｏ政府
せいふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

等
とう

9の定める
さだ   

ところにより、適当
てきとう

な場合
ばあい

には、アクセシビリティに

関する
かん    

国際
こくさい

規格
きかく

が存在
そんざい

するときは当該
とうがい

国際
こくさい

規格
きかく

10に基づいて
もと     

技術
ぎじゅつ

仕様
しよう

を定める
さだ   

。 

さらに、アクセシビリティの向上
こうじょう

に資する
し   

技術
ぎじゅつ

等
とう

を含め
ふく  

、中 小
ちゅうしょう

・ベンチャー企業
きぎょう

が行う
おこな  

先進的
せんしんてき

な技術
ぎじゅつ

等
とう

については、市場
しじょう

創出
そうしゅつ

が大きな
おお   

課題
かだい

となるため、市場
しじょう

創出
そうしゅつ

の呼び水
よ  みず

としての初期
しょき

需要
じゅよう

の確保
かくほ

等
とう

の観点
かんてん

から、国
くに

が需要側
じゅようがわ

の視点
してん

に立った
た   

施策
しさく

の

充実
じゅうじつ

を図る
はか  

必要
ひつよう

がある。このため、アクセシビリティの向上
こうじょう

に資する
し   

新技術
しんぎじゅつ

を

含め
ふく  

、公共
こうきょう

部門
ぶもん

における新技術
しんぎじゅつ

を用いた
もち   

製品
せいひん

の調達
ちょうたつ

に当たって
あ    

は、「科学
かがく

技術
ぎじゅつ

・イ

ノベーション基本
きほん

計画
けいかく

」（令和
れいわ

３年
  ねん

３月
  がつ

26日
にち

閣議
かくぎ

決定
けってい

）の定める
さだ   

ところにより、日本版
にほんばん

ＳＢＩＲ制度
せいど

11を活用
かつよう

して開発
かいはつ

された製品
せいひん

等
とう

を政府
せいふ

が調達
ちょうたつ

し、初期
しょき

需要
じゅよう

を創出
そうしゅつ

す

るなどの必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずる。 

なお、新た
あら  

な技術
ぎじゅつ

を用いた
もち   

機器
き き

やサービスの利
り

活用
かつよう

に当たって
あ    

は、当該
とうがい

機器
き き

・サー

ビスが新た
あら  

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

となる可能性
かのうせい

があることにも留意
りゅうい

することとする。 

あわせて、遺伝子
い で ん し

診断
しんだん

、再生
さいせい

医療
いりょう

等
とう

に見られる
み    

ように、科学
かがく

技術
ぎじゅつ

の社会
しゃかい

実装
じっそう

に関し
かん  

、

倫理的
りんりてき

・法
ほう

制度的
せいどてき

な課題
かだい

について社会
しゃかい

としての意思
い し

決定
けってい

が必要
ひつよう

となる事例
じれい

が増加
ぞうか

しつ

 
                                                  
8 ＷＴＯの政府

せ い ふ

調達
ちょうたつ

に関する
かん    

協定
きょうてい

（以下
い か

「ＷＴＯ政府
せ い ふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

」という。）その他
た

の国際
こくさい

約束
やくそく

の適用
てきよう

を

受ける
う   

調達
ちょうたつ

又
また

は「政府
せ い ふ

調達
ちょうたつ

手続
てつづき

に関する
かん    

運用
うんよう

指針
し し ん

等
とう

について」（平成
へいせい

26年
ねん

３月
  がつ

31日
にち

関係
かんけい

省 庁
しょうちょう

申合せ
もうしあわ  

。

以下
い か

「運用
うんよう

指針
し し ん

等
とう

」という。）の適用
てきよう

を受ける
う   

調達
ちょうたつ

をいう。 

9 ＷＴＯ政府
せ い ふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

その他
  た

の国際
こくさい

約束
やくそく

又
また

は運用
うんよう

指針
し し ん

等
とう

をいう。 
10 JISZ8071「規格

き か く

におけるアクセシビリティ配慮
はいりょ

のための指針
し し ん

」など、国際
こくさい

規格
き か く

に整合
せいごう

する国内
こくない

の指針
し し ん

等
とう

を

含
ふく

む。 
11 中

ちゅう

小企業
しょうきぎょう

等
とう

に対する
たい    

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

補助
ほ じ ょ

金
きん

等
とう

の支出
ししゅつ

機会
き か い

の増大
ぞうだい

を図り
はか  

、その成果
せ い か

の事業化
じぎょうか

を支援
し え ん

する

省 庁
しょうちょう

横断的
おうだんてき

な制度
せ い ど

（ＳＢＩＲ：Small Business Innovation Research）。 
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つあることにも留意
りゅうい

する。 

 

（３）当事者本
とうじしゃほん

位
い

の総合的
そうごうてき

かつ分野
ぶんや

横断的
おうだんてき

な支援
しえん

 

障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

、自律
じりつ

及び
およ  

自立
じりつ

の尊重
そんちょう

を目指す
め ざ  

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏まえ
ふ   

、障害者
しょうがいしゃ

が

多様
たよう

なライフステージに対応
たいおう

した適切
てきせつ

な支援
しえん

を受けられる
う     

よう、教育
きょういく

、文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

、ス

ポーツ、福祉
ふくし

、医療
いりょう

、雇用
こよう

等
とう

の各分野
かくぶんや

の有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

の下
もと

、施策
しさく

を総合的
そうごうてき

に展開
てんかい

し、

切れ目
き  め

のない支援
しえん

を行
おこな

う。 

支援
しえん

に当たって
あ    

は、基本法
きほんほう

第２条
だい  じょう

の障害者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

を踏まえ
ふ   

、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

が、

障害者
しょうがいしゃ

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

で直面
ちょくめん

する困難
こんなん

に着目
ちゃくもく

して講じられる
こう       

必要
ひつよう

があ

ること、障害者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

は障害者
しょうがいしゃ

が直面
ちょくめん

するその時々
ときどき

の困難
こんなん

の解消
かいしょう

だけに着目
ちゃくもく

す

るのではなく、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

という観点
かんてん

に立って
た   

行われる
おこな       

必要
ひつよう

があること、障害者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

やヤングケアラーを含む
ふく  

介助者
かいじょしゃ

など関係者
かんけいしゃ

への支援
しえん

も

重要
じゅうよう

であることに留意
りゅうい

する。 

また、複数
ふくすう

の分野
ぶんや

にまたがる課題
かだい

については、各分野
かくぶんや

の枠
わく

のみにとらわれることなく、

関係
かんけい

する機関
きかん

、制度
せいど

等
とう

の必要
ひつよう

な連携
れんけい

を図る
はか  

ことを通じて
つう   

総合的
そうごうてき

かつ横断的
おうだんてき

に対応
たいおう

して

いく必要
ひつよう

がある。 

 

（４）障害
しょうがい

特性
とくせい

等
とう

に配慮
はいりょ

したきめ細かい
   こま   

支援
しえん

 

障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひとりひとり

の固有
こゆう

の尊厳
そんげん

を重視
じゅうし

する条約
じょうやく

の理念
りねん

を踏まえ
ふ   

、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

は、

障害
しょうがい

特性
とくせい

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

、生活
せいかつ

実態
じったい

等
とう

に応じた
おう   

障害者
しょうがいしゃ

の個別的
こべつてき

な支援
しえん

の必要性
ひつようせい

を

踏まえて
ふ    

策定
さくてい

及び
およ  

実施
じっし

する。その際
さい

、外見
がいけん

からは分かりにくい
わ     

障害
しょうがい

が持つ
も  

特有
とくゆう

の事情
じじょう

を考慮
こうりょ

するとともに、状態
じょうたい

が変動
へんどう

する障害
しょうがい

は、症 状
しょうじょう

が多様化
た よ う か

しがちであり、一般
いっぱん

に、障害
しょうがい

の程度
ていど

を適切
てきせつ

に把握
はあく

することが難しい
むずか   

点
てん

に留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。 
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また、知的
ちてき

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、難病
なんびょう

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

12、盲
もう

ろう、重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

その他
  た

の重複
ちょうふく

障害
しょうがい

等
とう

について、障害
しょうがい

特性
とくせい

等
とう

の社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の更
さら

なる理解
りかい

の

促進
そくしん

に向けた
む   

広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行う
おこな  

とともに、施策
しさく

の充実
じゅうじつ

を図る
はか  

必要
ひつよう

がある。 

特
とく

に発達
はったつ

障害
しょうがい

、難病
なんびょう

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

については、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の理解
りかい

促進
そくしん

、家族
かぞく

支援
しえん

、福祉
ふくし

・労働
ろうどう

・教育
きょういく

・医療
いりょう

分野
ぶんや

の取組
とりくみ

等
とう

を総合的
そうごうてき

に進めて
すす   

いくことが重要
じゅうよう

であ

る。 

 

（５）障害
しょうがい

のある女性
じょせい

、こども及び
およ  

高齢者
こうれいしゃ

に配慮
はいりょ

した取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

条約
じょうやく

第６条
だい  じょう

、第７条
だい  じょう

等
とう

の趣旨
しゅし

を踏まえ
ふ   

、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

を始め
はじ  

、複合的
ふくごうてき

に困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

に置かれた
お    

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

きめ細かい
  こ ま   

配慮
はいりょ

が求め
もと  

られていることを

踏まえて
ふ    

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を策定
さくてい

し、及び
およ  

実施
じっし

する必要
ひつよう

がある。 

①障害
しょうがい

のある女性
じょせい

 

障害
しょうがい

のある女性
じょせい

は、それぞれの障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

ごとの特性
とくせい

、状態
じょうたい

により様々
さまざま

な支援
しえん

が

必要
ひつよう

であることに加えて
くわ   

、女性
じょせい

であることにより、いわゆる複合的
ふくごうてき

差別
さべつ

など更に
さら  

困難
こんなん

な

状 況
じょうきょう

に置かれて
お    

いる場合
ばあい

があることから、こうした点
てん

も念頭
ねんとう

に置いた
お   

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の

策定
さくてい

・実施
じっし

には政策
せいさく

決定
けってい

過程
かてい

への当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

が重要
じゅうよう

である。このため、「第５次
だ い  じ

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

基本
きほん

計画
けいかく

」（令和
れいわ

２年
  ねん

12月
がつ

25日
にち

閣議
かくぎ

決定
けってい

）の定める
さだ   

ところにより、女性
じょせい

の参画
さんかく

拡大
かくだい

に向けた
む   

取組
とりくみ

を行う
おこな  

とともに、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

の政策
せいさく

決定
けってい

過程
かてい

への参画
さんかく

拡大
かくだい

に

向け
む  

、前述
ぜんじゅつ

のとおり障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を審議
しんぎ

する国
くに

の審
しん

議会
ぎかい

等
とう

における障害者
しょうがいしゃ

の委員
いいん

の

選定
せんてい

に当たって
あ    

は、性別
せいべつ

のバランスに配慮
はいりょ

しつつ、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

委員
いいん

の人数
にんずう

・比率
ひりつ

について定期的
ていきてき

に調査
ちょうさ

・公表
こうひょう

を行う
おこな  

。あわせて、団体
だんたい

推薦
すいせん

による障害
しょうがい

のある審議会
しんぎかい

等
とう

委員
いいん

について、各団体
かくだんたい

等
とう

に対
たい

して、団体
だんたい

からの委員
いいん

の推薦
すいせん

に当たって
あ    

性別
せいべつ

に配慮
はいりょ

す

 
                                                  
12 交通

こうつう

事故
じ こ

や病気
びょうき

などによる脳
のう

への損傷
そんしょう

に基づく
もと   

後遺症
こういしょう

により、記憶
き お く

、注意
ちゅうい

、遂行
すいこう

機能
き の う

、社会的
しゃかいてき

行動
こうどう

な

どの認知
に ん ち

機能
き の う

（高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

）が障害
しょうがい

された状態
じょうたい

を指し
さ  

、器質性
きしつせい

精神
せいしん

障害
しょうがい

として位置付
い ち づ

けられる。 
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るよう格段
かくだん

の協 力
きょうりょく

を要請
ようせい

することとする。 

 

②障害
しょうがい

のあるこども 

「こども政策
せいさく

の新た
あら  

な推進
すいしん

体制
たいせい

に関する
かん    

基本
きほん

方針
ほうしん

」（令和
れいわ

３年
  ねん

12月
がつ

21日
にち

閣議
かくぎ

決定
けってい

）に

おいては、こども 13に関する
かん    

取組
とりくみ

・政策
せいさく

を我
わ

が国
くに

社会
しゃかい

の真
ま

ん中
なか

に据えて
す   

（「こどもまん

なか社会
しゃかい

」）、こどもの視点
してん

で、こどもを取り巻く
と  ま  

あらゆる環境
かんきょう

を視野
し や

に入れ
い  

、こどもの

権利
けんり

を保障
ほしょう

し、こどもを誰
だれ

一人
ひとり

取り残さず
と  の こ   

、健やか
すこ   

な成長
せいちょう

を後押し
あとお  

することとされてい

る。障害
しょうがい

のあるこどもに対して
たい   

も、地域
ちいき

社会
しゃかい

への参加
さんか

・包容
ほうよう

（インクルージョン）を

推進
すいしん

する観点
かんてん

等
とう

を踏まえた
ふ    

、こどもと家族
かぞく

に対する
たい    

妊娠期
にんしんき

からの切れ目
き  め

のない継続
けいぞく

支援
しえん

を早期
そうき

から行う
おこな  

ことが必要
ひつよう

であり、この場合
ばあい

、成人
せいじん

の障害者
しょうがいしゃ

とは異なる
こと   

支援
しえん

を

行う
おこな  

必要性
ひつようせい

があることに留意
りゅうい

することとする。 

 

③障害
しょうがい

のある高齢者
こうれいしゃ

 

障害
しょうがい

のある高齢者
こうれいしゃ

は、障害
しょうがい

に加えて
くわ   

高齢
こうれい

であることにより、更に
さら  

困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

に

置かれて
お    

いる場合
ばあい

があることから、こうした点
てん

も念頭
ねんとう

に置き
お  

、また、条約
じょうやく

との整合性
せいごうせい

に留意
りゅうい

して障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の策定
さくてい

・実施
じっし

が求
もと

められる。 

 

（６）ＰＤＣＡサイクル等
とう

を通じた
つう   

実効性
じっこうせい

のある取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

「確か
たし  

な根拠
こんきょ

に基づく
もと    

政策
せいさく

立案
りつあん

14」の実現
じつげん

に向け
む  

た必要
ひつよう

なデータ収 集
しゅうしゅう

及び
およ  

統計
とうけい

の

充実
じゅうじつ

を図る
はか  

とともに、ＰＤＣＡサイクルの構築
こうちく

、着実
ちゃくじつ

な実行
じっこう

及び
およ  

ＰＤＣＡサイクル

等
とう

を通じた
つう    

施策
しさく

の不断
ふだん

の見直し
み な お  

を図る
はか  

ことについては、条約
じょうやく

第 3 1 条
だい   じょう

（統計
とうけい

及び
およ  

資料
しりょう

の収 集
しゅうしゅう

）、第 33 条
だい  じょう

（国内
こくない

における実施
じっし

及び
およ  

監視
かんし

）等
とう

の趣旨
しゅし

を踏まえ
ふ   

、旧基本
きゅうきほん

計画
けいかく

に

 
                                                  
13 同基本

どうきほん

方針
ほうしん

における「こども」とは、大人
お と な

として円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送る
おく  

ことができるようになるまでの

成長
せいちょう

の過程
か て い

にある者
もの

をいうとされている。 

14 英語表記
えいごひょうき

では「Evidence-Based Policy Making」。 
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おいても各府省
かくふしょう

に対し
たい  

取組
とりくみ

を進める
すす    

よう求めて
もと    

きたが、当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

の観点
かんてん

等
とう

において

分野
ぶんや

ごとに進捗
しんちょく

の差
さ

がみられる。 

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の更
さら

なる推進
すいしん

のためには、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

が政府
せいふ

全体
ぜんたい

の見地
けんち

から

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

を監視
かんし

するのみならず、各府省
かくふしょう

において取り組む
と  く  

個々
こ こ

の施策
しさく

に

対して
たい    

も、国
くに

の審
しん

議会
ぎかい

等
とう

及び
およ  

懇談会
こんだんかい

等
とう

行政
ぎょうせい

運営上
うんえいじょう

の会合
かいごう

への障害者
しょうがいしゃ

委員
いいん

の参画
さんかく

や、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
かぞく

を始め
はじ  

とする関係者
かんけいしゃ

への意見
いけん

聴取
ちょうしゅ

等
とう

を通じた
つう   

当事者
とうじしゃ

参
さん

画
かく

の

推進
すいしん

に留意
りゅうい

しつつ、適切
てきせつ

な評価
ひょうか

・監視
かんし

がなされることが重要
じゅうよう

である。障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

及
およ

び各府省
かくふしょう

においては、次
つぎ

に掲げる
かか   

ところにより、各施策
かくしさく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

をより充実
じゅうじつ

させるとともに、更
さら

なる取組
とりくみ

の推進
すいしん

を図る
はか  

よう努める
つと    

こととする。 

 

①企画
きかく

(Plan) 

「確か
たし  

な根拠
こんきょ

に基づく
もと   

政策
せいさく

立案
りつあん

」を実現
じつげん

する観点
かんてん

から、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を取り巻く
と  ま  

社会
しゃかい

環境
かんきょう

の実態
じったい

把握
はあく

を適切
てきせつ

に行う
おこな  

ため、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

等
とう

の観点
かんてん

に留意
りゅうい

しつつ必要
ひつよう

なデータ収 集
しゅうしゅう

や統計
とうけい

の充実
じゅうじつ

を行う
おこな  

こと

が重要
じゅうよう

である。 

このため、各分野
かくぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の一義的
いちぎてき

な責任
せきにん

を負う
お  

こととなる各府省
かくふしょう

は、

「公的
こうてき

統計
とうけい

の整備
せいび

に関する
かん    

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

」（令和
れいわ

２年
ねん

６月
がつ

２日
 か

閣議
かくぎ

決定
けってい

）において

施策上
しさくじょう

のニーズ等
とう

を踏まえた
ふ    

障害者
しょうがいしゃ

統計
とうけい

の充実
じゅうじつ

が求められて
もと       

いることも踏
ふ

まえつ

つ、障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

や障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

・データの適切
てきせつ

な収 集
しゅうしゅう

・評価
ひょうか

の在り方
あ  かた

等
とう

を検討
けんとう

するとともに、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に掲げる
かか   

施策
しさく

について具体的
ぐたいてき

な成果
せいか

目標
もくひょう

を設定
せってい

し、より効果的
こうかてき

な施策
しさく

を企画
きかく

できるよう努
つと

める。 

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

を図る
はか  

ために策定
さくてい

する各分野
かくぶんや

における成果
せいか

目標
もくひょう

は、そ

れぞれの分野
ぶんや

における具体的
ぐたいてき

施策
しさく

を、他
た

の分野
ぶんや

の施策
しさく

との連携
れんけい

の下
もと

、総合的
そうごうてき

に実施
じっし

す

ることにより、政府
せいふ

全体
ぜんたい

で達成
たっせい

を目指す
め ざ  

水準
すいじゅん

であり、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

や民間
みんかん

団体
だんたい

等
とう

の政府
せいふ

以外
いがい

の機関
きかん

・団体
だんたい

等
とう

が成果
せいか

目標
もくひょう

に係る
かか  

項目
こうもく

に直接
ちょくせつ

取り組む
と  く  

場合
ばあい

においては、
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成果
せいか

目標
もくひょう

は、政府
せいふ

がこれらの機関
きかん

・団体
だんたい

等
とう

に働きかける
はたら         

際
さい

に、政府
せいふ

として達成
たっせい

を

目指す
め ざ  

水準
すいじゅん

として位置付けられる
い ち づ     

。本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に掲げる
かか   

施策
しさく

を計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

してい

く観点
かんてん

からは、施策
しさく

の特性
とくせい

等
とう

に応じ
おう  

、各府省
かくふしょう

において、施策
しさく

の実施
じっし

に当たり
あ   

成果
せいか

目標
もくひょう

の達成
たっせい

に向けた
む   

年度
ねんど

ごとの目標
もくひょう

設定
せってい

等
とう

に取り組む
と  く  

ことが望ましい
のぞ     

。 

 

②実施
じっし

(Do) 

各府省
かくふしょう

は、障害
しょうがい

の多様性
たようせい

にも留意
りゅうい

しつつ、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
かぞく

を始め
はじ  

とする

関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を聴き
き  

、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

に基づく
もと   

取組
とりくみ

の計画的
けいかくてき

な実施
じっし

に努める
つと    

。また、

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を適切
てきせつ

に講
こう

ずるため、障害者
しょうがいしゃ

の実態
じったい

調査
ちょうさ

等
とう

を通じて
つう   

、障害者
しょうがいしゃ

の

状 況
じょうきょう

や障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

・データの収 集
しゅうしゅう

・分析
ぶんせき

を行う
おこな  

とともに、

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

等
とう

の観点
かんてん

に留意
りゅうい

しつつ、その充実
じゅうじつ

を図る
はか  

。 

また、効果的
こうかてき

かつ効率的
こうりつてき

に施策
しさく

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、高齢者
こうれいしゃ

施策
しさく

、医療
いりょう

関係
かんけい

施策
しさく

、

こども・子育て
こ そ だ  

関係
かんけい

施策
しさく

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

施策
しさく

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に関係
かんけい

する他
た

の施策
しさく

・

計画
けいかく

等
とう

との整合性
せいごうせい

を確保
かくほ

し、総合的
そうごうてき

な施策
しさく

の展開
てんかい

を図る
はか  

。 

 

③評価
ひょうか

(Check) 

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の評価
ひょうか

に当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

が政策
せいさく

決定
けってい

過程
かてい

に参画
さんかく

することとし、

障害
しょうがい

の多様性
たようせい

にも留意
りゅうい

しながら、障害者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

を施策
しさく

に反映
はんえい

させることが

求められる
もと       

。また、当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

にも留意
りゅうい

しつつ、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の推進
すいしん

に係る
かか  

取組
とりくみ

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

の継続的
けいぞくてき

な評価
ひょうか

・監視
かんし

を行う
おこな  

ことが重要
じゅうよう

である。 

こうした考え方
かんが かた

の下
もと

、各府省
かくふしょう

は、数値
すうち

等
とう

に基づき
もと   

取組
とりくみ

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

及び
およ  

その効果
こうか

の把握
はあく

・評価
ひょうか

を行う
おこな  

。また、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の実
じっ

施
し

に当たり
あ   

課題
かだい

や支障
ししょう

が生じて
しょう    

いる

場合
ばあい

は、その円滑
えんかつ

な解消
かいしょう

に資する
し   

よう、具体的
ぐたいてき

な要因
よういん

について必要
ひつよう

な分析
ぶんせき

を行う
おこな  

。 

また、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、基本法
きほんほう

に基づき
もと    

、政府
せいふ

全体
ぜんたい

の見地
けんち

から本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の

実施
じっし

状 況
じょうきょう

の評価
ひょうか

・監視
かんし

を行う
おこな  

。 
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④見直し
み な お  

(Act)  

各府省
かくふしょう

は、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の推進
すいしん

に係る
かか  

取組
とりくみ

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

やその効果
こうか

に係る
かか  

評価
ひょうか

結果
けっか

を踏まえ
ふ   

、不断
ふだん

に取組
とりくみ

の見直し
み な お  

を行う
おこな  

。また、必要
ひつよう

があると認められる
みと       

場合
ばあい

に

は、所要
しょよう

の法制的
ほうせいてき

な整備
せいび

を含め
ふく  

検討
けんとう

を行う
おこな  

。 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

においては、基本法
きほんほう

に基づき
もと   

、政府
せいふ

全体
ぜんたい

の見地
けんち

から本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

を評価
ひょうか

・監視
かんし

し、必要
ひつよう

に応じて
おう    

内閣
ないかく

総理
そうり

大臣
だいじん

又
また

は内閣
ないかく

総理
そうり

大臣
だいじん

を

通じて
つう   

関係
かんけい

各大臣
かくだいじん

に本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の実施
じっし

に関して
かん   

勧告
かんこく

を行う
おこな  

。さらに、「条約
じょうやく

の実施
じっし

を監視
かんし

するための枠組み
わくぐ  

」としての立場
たちば

から、本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

の監視
かんし

を通
つう

じ

て条約
じょうやく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

の監視
かんし

を行う
おこな  

。また、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の円滑
えんかつ

かつ適切
てきせつ

な

運営
うんえい

のため、事務局
じむきょく

機能
きのう

の充実
じゅうじつ

を図る
はか  

。 

社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

等
とう

により本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の変更
へんこう

の必要性
ひつようせい

が生じた
しょう    

場合
ばあい

、あるいは

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の推進
すいしん

及び
およ  

評価
ひょうか

を通じて
つう   

本基本
ほんきほん

計画
けいかく

の変更
へんこう

の必要性
ひつようせい

が生 じ た
しょう     

場合
ばあい

に

は、計画
けいかく

期間
きかん

の途中
とちゅう

であっても、政府
せいふ

は本基本
ほんきほん

計画
けいかく

を柔軟
じゅうなん

に見直す
み な お  

こととする。 

また、成果目標
せいかもくひょう

のうち、計画期間
けいかくきかん

の途中
とちゅう

で目標
もくひょう

の期限
きげん

が到来
とうらい

するものについては、

本基本計画
ほんきほんけいかく

を通じ
つう  

て実現
じつげん

を目指す
め ざ  

べき社会
しゃかい

の 姿
すがた

に照らし
て   

つつ、当該
とうがい

目標
もくひょう

の

達成状況
たっせいじょうきょう

等
とう

も踏まえ
ふ   

て、連続性
れんぞくせい

の確保
かくほ

に留意
りゅうい

しながら新た
あら  

な成果目標
せいかもくひょう

の設定
せってい

を

行う
おこな  

など、必要
ひつよう

な対応
たいおう

を行う
おこな  

。 

障害者
しょうがいしゃ

の実態
じったい

調査
ちょうさ

等
とう

を通じ
つう  

て得られた
え    

知見
ちけん

については、本基本計画
ほんきほんけいかく

の推進
すいしん

状 況
じょうきょう

の評価
ひょうか

及び
およ  

評価
ひょうか

を踏まえ
ふ   

た取組
とりくみ

の見直し
み な お  

への活用
かつよう

に努める
つと    

。 

 

５．施策
しさく

の円滑
えんかつ

な推進
すいしん

  

 

（１）連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

の確保
かくほ

 

政府
せいふ

の障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を一体的
いったいてき

に推進
すいしん

し、総合的
そうごうてき

な企画
きかく

立案
りつあん

及び
およ  

横断的
おうだんてき

な調整
ちょうせい

を
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確保
かくほ

するため、各府省
かくふしょう

相互間
そうごかん

の緊密
きんみつ

な連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

を図る
はか  

。 

また、本基本計画
ほんきほんけいかく

は政府
せいふ

の障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

を定める
さだ   

ものであるが、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

を推進
すいしん

し、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

なときに必要
ひつよう

な場所
ばしょ

で、地域
ちいき

の実情
じつじょう

に即した
そく   

適切
てきせつ

な支援
しえん

を受けられる
う     

ようにするなど、実効性
じっこうせい

ある形
かたち

で取組
とりくみ

を実施
じっし

していくためには、

地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

との連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。このため、適切
てきせつ

な役割
やくわり

分担
ぶんたん

の

下
もと

、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

との連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

体制
たいせい

の一層
いっそう

の強化
きょうか

を図る
はか  

とともに、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

において優良
ゆうりょう

かつ先進的
せんしんてき

な取組
とりくみ

やモデルを実施
じっし

している場合
ばあい

は、その知見
ちけん

もいか

しつつ施策
しさく

を展開
てんかい

する。 

さらに、ＳＤＧｓ推進
すいしん

の取組
とりくみ

と軌
き

を一
いつ

にしつつ障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

に関する
かん    

取組
とりくみ

を社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で進める
すす    

ためには、「ＳＤＧｓ実施
じっし

指針
ししん

」に掲げられる
かか      

包摂性
ほうせつせい

・参画型
さんかくがた

の原則
げんそく

も踏まえ
ふ   

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

のみならず、専門
せんもん

職
しょく

による職能
しょくのう

団体
だんたい

、企業
きぎょう

、経済
けいざい

団体等
だんたいとう

の関係者
かんけいしゃ

も一体
いったい

となり全員
ぜんいん

参加型
さんかがた

で施策
しさく

の推進
すいしん

に取り組む
と  く  

ことが重要
じゅうよう

であり、

施策
しさく

の推進
すいしん

に当たって
あ    

は、これら関係
かんけい

団体等
だんたいとう

の 協 力
きょうりょく

を得る
え  

よう努める
つと    

。特
とく

に、

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及び
およ  

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

に当たり
あ   

、障害者
しょうがいしゃ

団体等
だんたいとう

の自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

は重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を果たして
は    

おり、本基本計画
ほんきほんけいかく

の推進
すいしん

に当たって
あ    

は、これらの団体等
だんたいとう

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

等
とう

の一層
いっそう

の促進
そくしん

を図る
はか  

必要
ひつよう

がある。 

また、国際
こくさい

機関
きかん

、諸外国
しょがいこく

政府
せいふ

等
とう

との連携
れんけい

に努める
つと    

とともに、関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
きかん

相互
そうご

の

緊密
きんみつ

な連携
れんけい

の下
もと

、条約
じょうやく

の国内
こくない

実施
じっし

に十分
じゅうぶん

留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

においても、政府
せいふ

の障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の一体的
いったいてき

な推進
すいしん

を図
はか

る観点
かんてん

から

必要
ひつよう

があると認
みと

められる場合
ばあい

は、他
ほか

の審
しん

議会
ぎかい

等
とう

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

等
とう

を図
はか

ることとする。 

 

（２）理解
りかい

促進
そくしん

・広報
こうほう

啓発
けいはつ

に係
かか

る取組
とりくみ

等
とう

の推進
すいしん

 

①重点的
じゅうてんてき

に理解
りかい

促進
そくしん

等
とう

を図
はか

る事項
じこう

 

障害者
しょうがいしゃ

への偏見
へんけん

や差別
さべつ

意識
いしき

を社会
しゃかい

から払拭
ふっしょく

し、一人一人
ひとりひとり

の命
いのち

の重
おも

さは障害
しょうがい

の

有無
う む

によって少
すこ

しも変
か

わることはない、という当
あ

たり前
まえ

の価値観
か ち か ん

を社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう
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し、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、等
ひと

しく基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

するかけが

えのない個人
こじん

として尊重
そんちょう

されるという理念
りねん

にのっとり、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する

社会
しゃかい

が実現
じつげん

するよう、国民
こくみん

の理解
りかい

促進
そくしん

に努
つと

める。また、本基本計画
ほんきほんけいかく

の実施
じっし

を通じ
つう  

て

実現
じつげん

を目指す
め ざ  

「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の理念
りねん

やいわゆる「社会
しゃかい

モデル」の考え方
かんが かた

について必要
ひつよう

な広報
こうほう

啓発
けいはつ

を推進
すいしん

するとともに、2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピック後
ご

も

「心
こころ

のバリアフリー」への理解
りかい

を深
ふか

めるための取組
とりくみ

を継続
けいぞく

して進
すす

める。 

知的
ちてき

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、難病
なんびょう

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

、盲
もう

ろう、重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

その他
た

の重複
ちょうふく

障害
しょうがい

など、より一層
   いっそう

の国民
こくみん

の理解
りかい

が必要
ひつよう

な障害
しょうがい

や、外見
がいけん

からは分
わ

かりにくい障害
しょうがい

について、その障害
しょうがい

特性
とくせい

や必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

等
とう

に関
かん

する理解
りかい

の

促進
そくしん

を図
はか

る。 

一般
いっぱん

国民
こくみん

における、点字
てんじ

、手話
しゅわ

、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほじょ

犬
けん

15、障害者
しょうがいしゃ

用
よう

駐車
ちゅうしゃ

スペース等
とう

に対
たい

する理解
りかい

を促進
そくしん

するとともに、その円滑
えんかつ

な利
り

活用
かつよう

に必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

等
とう

について周知
しゅうち

を図
はか

る。また、障害者
しょうがいしゃ

団体等
だんたいとう

が作成
さくせい

する啓発
けいはつ

・

周知
しゅうち

のためのマーク等
とう

について、関連
かんれん

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の協 力
きょうりょく

の下
もと

、国民
こくみん

に対
たい

する

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

い、その普及
ふきゅう

及
およ

び理解
りかい

の促進
そくしん

を図
はか

る。 

こどもや地域
ちいき

住民
じゅうみん

等
とう

のボランティア活動
かつどう

に対する
たい    

理解
りかい

を深め
ふか  

、その活動
かつどう

を支援
しえん

す

るよう努める
つと    

とともに、企業
きぎょう

等
とう

の社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

に対する
たい    

理解
りかい

と協 力
きょうりょく

を促進
そくしん

する。 

 

②理解
りかい

促進
そくしん

等
とう

に当たり
あ   

配慮
はいりょ

する事項
じこう

 

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

は幅広い
はばひろ  

国民
こくみん

の理解
りかい

を得ながら
え    

進めて
すす    

いくことが重要
じゅうよう

であり、

行政
ぎょうせい

はもとより、企業
きぎょう

、民間
みんかん

団体
だんたい

、マスメディア等
とう

の多様
たよう

な主体
しゅたい

との連携
れんけい

による

幅広い
はばひろ  

広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を計画的
けいかくてき

かつ効果的
こうかてき

に推進
すいしん

する。その際
さい

、効果的
こうかてき

な情報
じょうほう

 
                                                  
15 盲導犬

もうどうけん

、介助
かいじょ

犬
けん

及び
およ  

聴
ちょう

導
どう

犬
けん

をいう。 
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提供
ていきょう

や、国民
こくみん

の意見
いけん

の反映
はんえい

に努める
つと    

とともに、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

以外
いがい

に対する
たい    

訴
そ

求
きゅう

も

重要
じゅうよう

であることに留意
りゅうい

する。 

また、地域
ちいき

社会
しゃかい

における障害者
しょうがいしゃ

への理解
りかい

を促進
そくしん

するため、福祉
ふくし

施設
しせつ

、教育
きょういく

機関
きかん

等
とう

と地域
ちいき

住民
じゅうみん

等
とう

との日常的
にちじょうてき

交流
こうりゅう

の一層
いっそう

の拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、ＮＰＯ法人
ほうじん

（特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

）、ボランティア団体等
だんたいとう

、障害者
しょうがいしゃ

も含む
ふく  

多様
たよう

な主体
しゅたい

による障害者
しょうがいしゃ

のための取組
とりくみ

を促進
そくしん

するため、必要
ひつよう

な活動
かつどう

環境
かんきょう

の整備
せいび

を図
はか

る。 

国内外
こくないがい

の取組
とりくみ

等
とう

に関する
かん    

調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

や先進的
せんしんてき

な事例
じれい

の紹介
しょうかい

等
とう

に努める
つと    

。その際
さい

、

障害
しょうがい

に係る
かか  

訳語
やくご

の統一
とういつ

を図る
はか  

ことが分かりやすさ
わ      

や比較
ひかく

の便宜
べんぎ

に資
し

することに

留意
りゅうい

する。 

また、基本法
きほんほう

に定められた
さだ      

障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

16における各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

を中心
ちゅうしん

に、一般
いっぱん

市民
しみん

、

ボランティア団体
だんたい

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

など幅広い
はばひろ  

層
そう

の参加
さんか

による啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

する。 

障害
しょうがい

のあるこどもと障害
しょうがい

のないこどもとの相互
そうご

理解
りかい

を深める
ふか   

ための活動
かつどう

を一層
いっそう

促進
そくしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

理解
りかい

と認識
にんしき

を深める
ふか    

ための取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。  

 
                                                  
16 毎年

まいとし

12月
がつ

３日
 か

から９日
 か

までの１週間
  しゅうかん

を期間
き か ん

とする。 
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Ⅲ 各分野
かくぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

 

 

１．差別
さべつ

の解消
かいしょう

、権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

及び
およ  

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

 社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

において障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を進める
すす    

ため、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

、障害者
しょうがいしゃ

団体等
だんたいとう

の様々
さまざま

な主体
しゅたい

の取組
とりくみ

との連携
れんけい

を図
はか

りつつ、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の一層
いっそう

の浸透
しんとう

に向けた
む   

各種
かくしゅ

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を展開
てんかい

するとともに、事
じ

業者
ぎょうしゃ

や国民
こくみん

一般
いっぱん

の幅広い
はばひろ  

理解
りかい

の下
もと

、環境
かんきょう

の整備
せいび

に係る
かか  

取組
とりくみ

を含め
ふく  

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

の

解消
かいしょう

に向けた
む   

取組
とりくみ

を幅広く
はばひろ  

実施
じっし

することにより、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

等
とう

の実効性
じっこうせい

ある施行
しこう

を図
はか

る。 

また、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対する
たい    

支援
しえん

等
とう

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほうりつ

第79号
だい  ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」という。）等
とう

の適正
てきせい

な運用
うんよう

を通じ
つう  

て

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼうし

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

侵害
しんがい

の防止
ぼうし

や被害
ひがい

の救済
きゅうさい

を図
はか

る

ため、相談
そうだん

・紛争
ふんそう

解決
かいけつ

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

等
とう

に取り組む
と  く  

ことにより、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

の

ための取組
とりくみ

を着実
ちゃくじつ

に推進
すいしん

する。 

 

(１) 権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

等
とう

に関する
かん    

積極的
せっきょくてき

な広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行う
おこな  

とともに、

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

等
とう

の適切
てきせつ

な運用
うんよう

を通じ
つう  

、障害児者
しょうがいじしゃ

に対する
たい    

虐待
ぎゃくたい

の相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

等
とう

による未然
みぜん

防止
ぼうし

、一時
いちじ

保護
ほ ご

に必要
ひつよう

な居
きょ

室
しつ

の確保
かくほ

及び
およ  

養護者
ようごしゃ

を含めた
ふく    

家族
かぞく

に

対する
たい    

相談
そうだん

等
とう

の支援
しえん

に取り組む
と  く  

。また、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

における虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

委員会
いいんかい

の設置
せっち

や従事者
じゅうじしゃ

への虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

のための研修
けんしゅう

の実施
じっし

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

責任者
せきにんしゃ

の設置
せっち

を徹底
てってい

し、虐待
ぎゃくたい

の早期
そうき

発見
はっけん

や防止
ぼうし

に向
む

けて取
と

り組
く

む。［1-(1)-1］ 
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○ 強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

を有する
ゆう    

者
もの

の支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

が障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

に重要
じゅうよう

な

関わり
かか    

があるとの観点
かんてん

を踏まえ
ふ   

つつ、強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

を有する
ゆう    

者
もの

の支援
しえん

に関する
かん    

研修
けんしゅう

の実施
じっし

などの支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

に取り組む
と  く  

。［1-(1)-2］ 

 

〇 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの提供
ていきょう

に当たって
あ    

は、利用者
りようしゃ

の意向
いこう

を踏まえ
ふ   

、本人
ほんにん

の意思
い し

に

反した
はん   

異性
いせい

介助
かいじょ

が行われる
おこな       

ことがないよう取組
とりくみ

を進める
すす   

。［1-(1)-3］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

に対する
たい    

意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

（意思
い し

を形成
けいせい

及び
およ  

表明
ひょうめい

する段階
だんかい

の支援
しえん

を

含む
ふく  

。）を踏まえ
ふ   

た自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

やサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

及び
およ  

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

等
とう

に対
たい

する研修
けんしゅう

等
とう

を通じ
つう  

た意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の質
しつ

の向上
こうじょう

や意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

ガイドラインの普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の適切
てきせつ

な

利用
りよう

の促進
そくしん

に向けた
む   

取組
とりくみ

を進める
すす    

。［1-(1)-4］ 

 

○ 自ら
みずか  

意思
い し

を決定
けってい

すること（意思
い し

を形成
けいせい

及び
およ  

表明
ひょうめい

する段階
だんかい

を含む
ふく  

。）に支援
しえん

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を適
てき

切
せつ

に利用
りよう

することができるよう、本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

やサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

及び
およ  

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

等
とう

に対する
たい    

研修
けんしゅう

等
とう

を通じ
つう  

た意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の質
しつ

の向上
こうじょう

や意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

ガ

イドラインの普及
ふきゅう

を図
はか

ること等
とう

により、意思
い し

決定
けってい

の支援
しえん

に配慮
はいりょ

しつつ、必要
ひつよう

な支援
しえん

等
とう

が行
おこな

われることを推進
すいしん

する。［1-(1)-5］ 

 

○ 当事者
とうじしゃ

等
とう

により実施
じっし

される障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

のための取組
とりくみ

を支援
しえん

する。［1-(1)-6］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

差別
さべつ

及び
およ  

その他
  た

の権利
けんり

侵害
しんがい

を防止
ぼうし

し、その被害
ひがい

からの救済
きゅうさい

を図
はか

る

ため、相談
そうだん

・紛争
ふんそう

解決
かいけつ

等
とう

を実施
じっし

する体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

等
とう

に取り組む
と  く  

とともに、その利用
りよう

の
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促進
そくしん

を図
はか

る。［1-(1)-7］ 

 

○ 知的
ちてき

障害
しょうがい

又
また

は精神
せいしん

障害
しょうがい

17により判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な者
もの

による成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の

適切
てきせつ

な利用
りよう

を促進
そくしん

するため、必要
ひつよう

な経費
けいひ

について助成
じょせい

を行う
おこな  

とともに、成年
せいねん

後見
こうけん

、

保
ほ

佐
さ

及び
およ  

補助
ほじょ

の業務
ぎょうむ

を適正
てきせい

に行う
おこな  

ことができる人材
じんざい

の育成
いくせい

及び
およ  

活用
かつよう

を図
はか

るための

研修
けんしゅう

を行う
おこな  

。あわせて、尊厳
そんげん

のある本人
ほんにん

らしい生活
せいかつ

の継続
けいぞく

や本人
ほんにん

の地域
ちいき

社会
しゃかい

への

参加
さんか

等
とう

へのノーマライゼーションの理念
りねん

を十分
じゅうぶん

考慮
こうりょ

した上
うえ

で、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の見直
みなお

しに向
む

けた検討
けんとう

を行
おこな

う。［1-(1)-8］ 

 

○ 都道府県
とどうふけん

労働局
ろうどうきょく

において、使用者
しようしゃ

による障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

など労働者
ろうどうしゃ

である

障害者
しょうがいしゃ

の適切
てきせつ

な権利
けんり

保護
ほ ご

のため、個別
こべつ

の相談
そうだん

等
とう

への丁寧
ていねい

な対応
たいおう

を行う
おこな  

とともに、

関係
かんけい

法令
ほうれい

の遵守
じゅんしゅ

に向けた
む   

指導
しどう

等
とう

を行う
おこな  

。［1-(1)-9］ 

 

(２) 障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

並び
なら  

に同法
どうほう

に基づく
もと    

基本
きほん

方針
ほうしん

、対応
たいおう

要領
ようりょう

及び
およ  

対応
たいおう

指針
ししん

に

基づき
もと   

、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか  

の禁止
きんし

や、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

必要
ひつよう

か

つ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

）の提供
ていきょう

を徹底
てってい

するなど、障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の

解消
かいしょう

に向けて
む   

着実
ちゃくじつ

に取組
とりくみ

を進める
すす    

とともに、事
じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を

義務付ける
ぎ む づ   

こと等
とう

を内容
ないよう

とする障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

改正法
かいせいほう

の円滑
えんかつ

な施行
せこう

に向け
む  

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな  

。［1-(2)-1］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

及び
およ  

同法
どうほう

に基づく
もと   

基本
きほん

方針
ほうしん

に基づき
もと   

、社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の

実施
じっし

についての合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を的確
てきかく

に行う
おこな  

ため、技術
ぎじゅつ

進歩
しんぽ

の動向
どうこう

を踏まえ
ふ   

つつ、

 
                                                  
17 発達

はったつ

障害
しょうがい

を含む
ふく  

（7-(1)-2において同じ
おな  

）。 
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ハード面
      めん

でのバリアフリー化
     か

施策
しさく

、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
りよう

・発信
はっしん

におけるアクセシビリテ

ィ向上
こうじょう

のための施策
しさく

、職員
しょくいん

に対する
たい    

研修
けんしゅう

等
とう

の環境
かんきょう

の整備
せいび

の施策
しさく

を着実
ちゃくじつ

に進める
すす    

。

その際
さい

、各施策
かくしさく

分野
ぶんや

の特性
とくせい

を踏まえ
ふ   

つつ、当該
とうがい

施策
しさく

分野
ぶんや

における環境
かんきょう

の整備
せいび

に係る
かか  

具体的
ぐたいてき

な考え方
かんが かた

等
とう

を指針
ししん

等
とう

において具体化
ぐ た い か

するなど、施策
しさく

の円滑
えんかつ

な実施
じっし

に配意
はいい

する。

［1-(2)-2］ 

 

○ 地域
ちいき

における障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するため、都道府県
とどうふけん

とも連携
れんけい

し

つつ、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

における対応
たいおう

要領
ようりょう

の策定
さくてい

及び
およ  

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

の設置
せっち

等
とう

の促進
そくしん

に向けた
む   

取組
とりくみ

を行う
おこな  

とともに、対応
たいおう

要領
ようりょう

の策定
さくてい

状 況
じょうきょう

、

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

の 設置
せっち

状 況
じょうきょう

等
とう

に つ い て 把握
はあく

を 行い
おこな  

、

取りまとめて
と     

公表
こうひょう

する。［1-(2)-3］ 

 

○ 「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

基本
きほん

方針
ほうしん

」を踏まえ
ふ   

、障害者
しょうがいしゃ

や

事業者
じぎょうしゃ

、都道府県
とどうふけん

・市区
し く

町村
ちょうそん

等
とう

からの相談
そうだん

に対して
たい   

法令
ほうれい

の説明
せつめい

や適切
てきせつ

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

につなぐ役割
やくわり

を担う
にな  

国
くに

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

について検討
けんとう

を進め
すす  

、どの相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

においても

対応
たいおう

されないという事案
じあん

が生じる
しょう    

ことがないよう取り組む
と  く  

。［1-(2)-4］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

差別解消法
さべつかいしょうほう

等
とう

の意義
い ぎ

や趣旨
しゅし

、求められる
もと       

取組
とりくみ

等
とう

について幅広い
はばひろ  

国民
こくみん

の理解
りかい

を深める
ふか   

ため、内閣府
ないかくふ

を中心
ちゅうしん

に、関係
かんけい

省 庁
しょうちょう

、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

団体等
だんたいとう

の多様
たよう

な主体
しゅたい

との連携
れんけい

により、同法
どうほう

の一層
いっそう

の浸透
しんとう

に向けた
む   

各種
かくしゅ

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を展開
てんかい

するとともに、差別
さべつ

事例
じれい

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の事例
じれい

等
とう

を 収 集
しゅうしゅう

・整理
せいり

して

データベース化
     か

し、ホームページ等
とう

を通じ
つう  

て公表
こうひょう

するなどの取組
とりくみ

を行う
おこな  

。［1-(2)-5］ 

 

○ 都道府県
とどうふけん

労働局
ろうどうきょく

及び
およ  

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

（以下
い か

「ハローワーク」という。）におい

て、雇用
こよう

分野
ぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

差別
さべつ

の禁止
きんし

及び
およ  

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に係る
かか  
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相談
そうだん

・通報
つうほう

等
とう

があった場合
ばあい

は、必要
ひつよう

に応じて
おう   

助言
じょげん

、指導
しどう

、勧告
かんこく

を行う
おこな  

とともに、当事者
とうじしゃ

からの求め
もと  

に応じ
おう  

、労働
ろうどう

局 長
きょくちょう

による紛争
ふんそう

解決
かいけつ

援助
えんじょ

又
また

は第三者
だいさんしゃ

による調停
ちょうてい

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

援助
えんじょ

を行う
おこな  

。［1-(2)-6］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

差別
さべつ

及び
およ  

その他
  た

の権利
けんり

侵害
しんがい

を防止
ぼうし

し、その被害
ひがい

からの救済
きゅうさい

を図
はか

る

ため、相談
そうだん

・紛争
ふんそう

解決
かいけつ

等
とう

を実施
じっし

する体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

等
とう

に取り組む
と  く  

とともに、その利用
りよう

の

促進
そくしん

を図
はか

る。［1-(2)-7：再掲
さいけい

］ 

 

○ 心神
しんしん

喪失
そうしつ

等
とう

の状態
じょうたい

で重大
じゅうだい

な他害
たがい

行為
こうい

を 行
おこな

った者
もの

の医療
いりょう

及び
およ  

観察
かんさつ

等
とう

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

15年
ねん

法律
ほうりつ

第 110 号
だい    ごう

）の対象者
たいしょうしゃ

の社会
しゃかい

復帰
ふっき

の促進
そくしん

を図
はか

るため、同法
どうほう

対象者
たいしょうしゃ

に対する
たい    

差別
さべつ

の解消
かいしょう

を進める
す す め る

。［1-(2)-8］ 

 

○ 各種
かくしゅ

の国家
こっか

資格
しかく

の取得
しゅとく

等
とう

において障害者
しょうがいしゃ

に不利
ふ り

が生じない
しょう       

よう、高等
こうとう

教育
きょういく

機関
きかん

に対し
たい  

、入学
にゅうがく

試験
しけん

の実施
じっし

や国家
こっか

資格
しかく

試験
しけん

の受験
じゅけん

資格
しかく

取得
しゅとく

に必要
ひつよう

な単位
たんい

の修得
しゅうとく

に

係る
かか  

試験
しけん

の実施
じっし

等
とう

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

を促す
うなが  

とともに、国家
こっか

資格
しかく

試験
しけん

の

実施
じっし

等
とう

に当たり
あ   

障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう    

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

する。また、民間
みんかん

資格
しかく

の試験
しけん

を

実施
じっし

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対して
たい    

も同様
どうよう

に、試験
しけん

の実施
じっし

等
とう

に当たって
あ    

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を

促す
うなが  

。［1-(2)-9］ 

 

○ 法令上
ほうれいじょう

、自署
じしょ

によることを求められて
もと       

いる手続
てつづき

を除き
のぞ  

、本人
ほんにん

の意思
い し

確認
かくにん

を適切
てきせつ

に

実施
じっし

できる場合
ばあい

に代筆
だいひつ

による対応
たいおう

を認める
みと    

ことを促
うなが

すとともに、銀行
ぎんこう

や保険
ほけん

会社
がいしゃ

等
とう

の金融
きんゆう

機関
きかん

の職員
しょくいん

に対する
たい    

周知
しゅうち

の状 況
じょうきょう

等
とう

をフォローするなど、書類
しょるい

の記入
きにゅう

が必要
ひつよう

な手続
てつづき

におけるアクセシビリティの確保
かくほ

に向け
む  

た対応
たいおう

を検討
けんとう

する。［1-(2)-10］ 

 

※ 本基本計画
ほんきほんけいかく

においては、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

や環境
かんきょう

の整備
せ い び

等
とう

に関する
かん    

取組
とりくみ

について
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は、分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

なものを除き
のぞ  

、原則
げんそく

として各分野
かくぶんや

において掲載
けいさい

している（例えば
たと    

、行政
ぎょうせい

サービス等
とう

の分野
ぶ ん や

における配慮
はいりょ

等
とう

は５に、教育
きょういく

分野
ぶ ん や

における配慮
はいりょ

等
とう

は８に、雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

分野
ぶ ん や

における配慮
はいりょ

等
とう

は９に掲載
けいさい

。）。  
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２．安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

  障害者
しょうがいしゃ

がそれぞれの地域
ちいき

で安全
あんぜん

に安心
あんしん

して暮らして
く   

いくことができる生活
せいかつ

環境
かんきょう

の実現
じつげん

を図
はか

るため、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

等
とう

の意見
いけん

を踏まえ
ふ   

、障害者
しょうがいしゃ

が安全
あんぜん

に安心
あんしん

し

て生活
せいかつ

できる住
じゅう

環境
かんきょう

の整備
せいび

、障害者
しょうがいしゃ

が移動
いどう

しやすい環境
かんきょう

の整備
せいび

、アクセシビリ

ティに配慮
はいりょ

した施設
しせつ

等
とう

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

、障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

したまちづくりの総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

等
とう

を通じ
つう  

、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

における社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を進
すす

め、アクセシビリ

ティの向上
こうじょう

を推進
すいしん

する。 

 

(１) 住宅
じゅうたく

の確保
かくほ

 

○ 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

を新た
あら  

に整備
せいび

する際
さい

にはバリアフリー対応
たいおう

を原則
げんそく

とするとともに、既存
きぞん

の公営
こうえい

住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
      か

改修
かいしゅう

を促進
そくしん

し、障害者
しょうがいしゃ

向け
む  

の公共
こうきょう

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の

供 給
きょうきゅう

を推進
すいしん

する。また、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

の実施
じっし

や単身
たんしん

入居
にゅうきょ

を可能
かのう

とす

るための取組
とりくみ

、保証人
ほしょうにん

の免除
めんじょ

などの配慮
はいりょ

が地方
ちほう

において行
おこな

われるよう、福祉
ふくし

部局
ぶきょく

と

住宅
じゅうたく

部局
ぶきょく

が連携
れんけい

して障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

取組
とりくみ

を進めて
すす   

いくよう地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

に

対して
たい    

周知
しゅうち

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

っていく。［2-(1)-1］ 

 

○ 民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の空き室
 あ   しつ

や空き家
あ  や

を活用
かつよう

した、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の住宅
じゅうたく

確保
かくほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

の

入居
にゅうきょ

を拒まない
こば     

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の登録
とうろく

制度
せいど

等
とう

を内容
ないよう

とする住宅
じゅうたく

セーフティネット制度
せいど

の

活用
かつよう

を推進
すいしん

し、バリアフリー化
か

を含めた
ふく    

住宅
じゅうたく

の改修
かいしゅう

、入居者
にゅうきょしゃ

負担
ふたん

の軽減
けいげん

等
とう

や

居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

等
とう

の居住
きょじゅう

支援
しえん

活動
かつどう

等
とう

への支援
しえん

を実施
じっし

することにより、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

等
とう

への円滑
えんかつ

な入居
にゅうきょ

を促進
そくしん

する。［2-(1)-2］ 
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○ 障害者
しょうがいしゃ

や民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の賃貸人
ちんたいにん

が行う
おこな  

バリアフリー改修
かいしゅう

等
とう

を促進
そくしん

するとと

もに、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の便宜
べんぎ

を図
はか

るため、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の給付
きゅうふ

又
また

は貸与
たいよ

及び
およ  

用具
ようぐ

の設置
せっち

に必要
ひつよう

な住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

に対する
たい    

支援
しえん

を行う
おこな  

。［2-(1)-3］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

における居住
きょじゅう

の場
ば

の一つ
ひと  

として、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の介護
かいご

や相談
そうだん

援助
えんじょ

等
とう

を受けながら
う     

共同
きょうどう

生活
せいかつ

するグループホームの整備
せいび

を促進
そくしん

するとともに、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

にも対応
たいおう

した一層
いっそう

の体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。また、地域
ちいき

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

の

支援
しえん

の拠点
きょてん

となる地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せいび

を図
はか

る。こうした取組
とりくみ

と合わせて
あ    

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

とその家族
かぞく

が地域
ちいき

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じぶん

らしい暮らし
く   

をすることができ

るよう、当事者
とうじしゃ

・家族
かぞく

・保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

・教育
きょういく

等
とう

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

及び
およ  

住まい
す   

18の確保
かくほ

支援
しえん

も含めた
ふく   

地域
ちいき

の基盤
きばん

整備
せいび

を推進
すいしん

し、「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケ

アシステム」の構築
こうちく

を推進
すいしん

する。［2-(1)-4］ 

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を利用
りよう

しながら、障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、障害
しょうがい

福祉
ふくし

施設
しせつ

等
とう

について非常
ひじょう

災害
さいがい

時
じ

における消防団
しょうぼうだん

や近隣
きんりん

住民
じゅうみん

との連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

を

促進
そくしん

するとともに、建築
けんちく

基準法
きじゅんほう

（昭和
しょうわ

25年
ねん

法律
ほうりつ

第201号
だい   ごう

）及
およ

び消防法
しょうぼうほう

（昭和
しょうわ

23年
ねん

法律
ほうりつ

第186号
だい   ごう

）の基準
きじゅん

に適合
てきごう

させるための改修
かいしゅう

費用
ひよう

や消火
しょうか

設備
せつび

の設置
せっち

費用
ひよう

の一部
いちぶ

を助成
じょせい

すること等
とう

により、防火
ぼうか

安全
あんぜん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

る。［2-(1)-5］ 

 

(２) 移動
いどう

しやすい環境
かんきょう

の整備
せいび

等
とう

 

○ 駅
えき

等
とう

の旅客
りょかく

施設
しせつ

における段差
だんさ

解消
かいしょう

、ホームドア等
とう

の転落
てんらく

防止
ぼうし

設備
せつび

や様々
さまざま

な障害
しょうがい

特性
とくせい

を持つ
も  

方
かた

に対する
たい    

案内
あんない

設備
せつび

等
とう

、公共
こうきょう

交通
こうつう

移動
いどう

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

に適合
てきごう

した旅客
りょかく

施設
しせつ

や車両
しゃりょう

等
とう

の整備
せいび

を促進
そくしん

することにより、ハード面
      めん

における公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

のバリ

 
                                                  
18 医療

いりょう

を受けられる
う     

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を含む
ふく  

（6-(1)-7及
およ

び7-(3)-8において同じ
おな  

）。 
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アフリー化
か

を推進
すいしん

する。［2-(2)-1］ 

 

○ 交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

における障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

適切
てきせつ

な対応
たいおう

の確保
かくほ

に向け
む  

、旅客
りょかく

施設
しせつ

や

車両
しゃりょう

等
とう

を使用
しよう

した役務
えきむ

の提供
ていきょう

に関する
かん    

基準
きじゅん

の遵守
じゅんしゅ

等
とう

を目的
もくてき

として、接遇
せつぐう

ガイドラ

イン等
とう

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

やガイドラインを活用
かつよう

した教育
きょういく

訓練
くんれん

の促進
そくしん

を図
はか

るなど、「心
こころ

の

バリアフリー」を始
はじ

めソフト面
めん

における公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

のバリアフリー化
      か

を推進
すいしん

する。

［2-(2)-2］ 

 

○ 過疎
か そ

地域
ちいき

等
とう

地方
ちほう

における移動
いどう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

や、ドライバー不足
ぶそく

への対応
たいおう

等
とう

が喫緊
きっきん

の

課題
かだい

であることを踏まえ
ふ   

、高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の安全
あんぜん

快適
かいてき

な移動
いどう

に資する
し   

ＴＳＰＳ

（信号
しんごう

情報
じょうほう

活用
かつよう

運転
うんてん

支援
しえん

システム）、ＥＴＣ2.0等
とう

のＩＴＳ（高度
こうど

道路
どうろ

交通
こうつう

システム）

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

及び
およ  

サービス展開
てんかい

を実施
じっし

するとともに、高度
こうど

自動
じどう

運転
うんてん

システムの開発
かいはつ

や、

地方
ちほう

、高齢者
こうれいしゃ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

等向け
とうむ  

の無人
むじん

自動
じどう

運転
うんてん

移動
いどう

サービス実現
じつげん

に取り組
と  く

む。［2-

(2)-3］ 

 

(３) アクセシビリティに配慮
はいりょ

した施設
しせつ

、製品
せいひん

等
とう

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

 

○ バリアフリー法
           ほう

に基づき
もと    

、一定
いってい

の建築物
けんちくぶつ

の新築
しんちく

時
じ

等
とう

における建築物
けんちくぶつ

移動
いどう

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

への適合
てきごう

義務
ぎ む

に加え
くわ  

、同法
どうほう

に基づく
もと    

条例
じょうれい

による適合
てきごう

義務付け
ぎ む づ  

の対象
たいしょう

となる

建築物
けんちくぶつ

の追加
ついか

及び
およ  

規模
き ぼ

の引下げ
ひきさ  

等
とう

、地域
ちいき

の実情
じつじょう

を踏まえ
ふ   

た取組
とりくみ

や「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な移動
いどう

等
とう

に配慮
はいりょ

した建築
けんちく

設計
せっけい

標 準
ひょうじゅん

19」の設計者
せっけいしゃ

等
とう

への周知
しゅうち

を通じ
つう  

、店舗
てんぽ

や

ホテル、共同
きょうどう

住宅
じゅうたく

等
とう

多数
たすう

の者
もの

が利用
りよう

する建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー化
     か

を促進
そくしん

する。［2-

(3)-1］ 

 

 
                                                  
19 令和

れ い わ

３(2021)年
ねん

３月
がつ

に改正
かいせい

。 
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○ 小規模
しょうきぼ

店舗
てんぽ

については、バリアフリー法
            ほう

に基づく
もと    

条例
じょうれい

により小規模
しょうきぼ

建築物
けんちくぶつ

に対応
たいおう

した基準
きじゅん

を柔軟
じゅうなん

に設定
せってい

可能
かのう

とした 20ことを踏まえ
ふ   

、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
たい    

条例
じょうれい

の

制定
せいてい

を働きかける
はたら        

。さらに、「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な移動
いどう

等
とう

に配慮
はいりょ

した建築
けんちく

設計
せっけい

標 準
ひょうじゅん

」に盛り込んだ
も  こ   

小規模
しょうきぼ

店舗
てんぽ

のバリアフリー設計
せっけい

等
とう

に関する
かん    

考え方
かんが かた

・留意
りゅうい

点
てん

を店舗事
て ん ぽ じ

業者
ぎょうしゃ

や設計者
せっけいしゃ

に周知
しゅうち

し、バリアフリー整備
せいび

を促進
そくしん

する。また、既存
きそん

の小規模
しょうきぼ

店舗
てんぽ

等
とう

のバリアフリー改修
かいしゅう

に対して
たい    

支援
しえん

を行う
おこな  

。［2-(3)-2］ 

 

○ 窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

を行う
おこな  

官署
かんしょ

が入居
にゅうきょ

する官庁
かんちょう

施設
しせつ

については、バリアフリー法
           ほう

に

基づく
もと     

建築物
けんちくぶつ

移動
いどう

等
とう

円滑化
えんかつか

誘導
ゆうどう

基準
きじゅん

に規定
きてい

された整備
せいび

水準
すいじゅん

の確保
かくほ

などによる整備
せいび

を推進
すいしん

する。［2-(3)-3］ 

 

○ 都市
と し

公園
こうえん

の整備
せいび

に当たって
あ    

は、安全
あんぜん

で安心
あんしん

した利用
りよう

のためバリアフリー法
             ほう

に

基づく
もと    

基準
きじゅん

や支援
しえん

制度
せいど

により、出入口
でいりぐち

や園
えん

路
ろ

の段差
だんさ

解消
かいしょう

、高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が利用
りよう

可能
かのう

なトイレの設置
せっち

等
とう

を進める
すす    

。［2-(3)-4］ 

 

○ 身近
みぢか

な自然
しぜん

空間
くうかん

である河川
かせん

の魅力
みりょく

を誰
だれ

もが享受
きょうじゅ

できるような水辺
みずべ

整備
せいび

をまちづく

りと一体
いったい

となって進める
すす    

。［2-(3)-5］ 

 

○ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

製品
せいひん

等
とう

のユニバーサルデザイン化
か

21に関し
かん  

、障害者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

に配慮
はいりょ

した

製品
せいひん

、設備
せつび

等
とう

の普及
ふきゅう

のニーズがある場合
ばあい

、高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

配慮
はいりょ

設計
せっけい

等
とう

に関する
かん    

標準化
ひょうじゅんか

を推進
すいしん

する。［2-(3)-6］ 

 

 
                                                  
20 バリアフリー法

ほう

施行令
しこうれい

改正
かいせい

（令和
れ い わ

２(2020)年
ねん

12月
がつ

９日
 か

公
こう

布
ふ

、令和
れ い わ

３(2021)年
ねん

10月
がつ

１日
  たち

施行
し こ う

）による。 

21 施設
し せ つ

や製品
せいひん

等
とう

について、誰
だれ

にとっても利用
り よ う

しやすいデザインにするという考え方
かんが かた

。 
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○ 多様
たよう

な消費者
しょうひしゃ

のアクセシビリティにも配慮
はいりょ

しつつ、分かりやすく
わ     

活用
かつよう

される食品
しょくひん

表示
ひょうじ

の検討
けんとう

を行う
おこな  

。［2-(3)-7］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して商品
しょうひん

の購入
こうにゅう

やサービスを利用
りよう

できるよう、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が電話
でんわ

や

電子
でんし

メール等
とう

多様
たよう

な障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

したサポートを適切
てきせつ

に提
てい

供 す る
きょう     

よう周知
しゅうち

・

啓発
けいはつ

を行う
おこな  

。［2-(3)-8］ 

 

(４) 障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

したまちづくりの総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

 

○  バリアフリー法
          ほう

及び
およ  

バリアフリー整備
せいび

目標
もくひょう

に 基づき
もと    

、地方部
ち ほ う ぶ

を 含めた
ふく    

バリアフリー化
     か

の一層
いっそう

の促進
そくしん

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

及び
およ  

知的
ちてき

障害
しょうがい

・精神
せいしん

障害
しょうがい

・発達
はったつ

障害
しょうがい

に

係る
かか  

バリアフリーの進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の見える
み   

化
か

、「心
こころ

のバリアフリー」の推進
すいしん

等
とう

、ハー

ド・ソフト両面
りょうめん

でのバリアフリー化
      か

をより一層
   いっそう

推進
すいしん

する。［2-(4)-1］ 

 

○ 福祉
ふくし

・医療
いりょう

施設
しせつ

の市街地
し が い ち

における適正
てきせい

かつ計画的
けいかくてき

な立地
りっち

の推進
すいしん

、公園
こうえん

等
とう

との一体的
いったいてき

整備
せいび

の促進
そくしん

、生活
せいかつ

拠点
きょてん

の集約化
しゅうやくか

等
とう

により、バリアフリーに配慮
はいりょ

し、障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

・

快適
かいてき

に暮らせる
く    

まちづくりを推進
すいしん

する。［2-(4)-2］ 

 

○ バリアフリー法
ほう

に基づき
もと   

市町村
しちょうそん

が定める
さだ   

重点
じゅうてん

整備地
せ い び ち

区内
くない

の旅客
りょかく

施設
しせつ

周辺
しゅうへん

等
とう

の

主要
しゅよう

な生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
けいろ

22において、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

等
とう

のバリアフリー化
      か

と連携
れんけい

しつつ、幅
はば

の広い
ひろ  

歩道
ほどう

の整備
せいび

や歩道
ほどう

の段差
だんさ

・傾斜
けいしゃ

・勾配
こうばい

の改善
かいぜん

、無電柱化
むでんちゅうか

、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックの整備
せいび

等
とう

を推進
すいしん

する。［2-(4)-3］ 

 

○ 歩道
ほどう

等
とう

が設置
せっち

されていない道路
どうろ

における視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックや踏切
ふみきり

道
どう

にお

 
                                                  
22 駅

えき

、官公庁
かんこうちょう

施設
し せ つ

、病院
びょういん

等
とう

を相互
そ う ご

に連絡
れんらく

する道路
ど う ろ

をいう（2-(4)-7及び
およ  

2-(4)-8において同じ
おな  

）。 
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ける「表面
ひょうめん

に凹凸
おうとつ

のついた誘導
ゆうどう

表示
ひょうじ

等
とう

」の設置
せっち

の在り方
あ  かた

等
とう

について検討
けんとう

する。［2-(4)-

4］ 

 

○ 特定
とくてい

道路
どうろ

や障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の利用
りよう

がある踏切
ふみきり

道
どう

において、路面
ろめん

の平滑化
へいかつか

、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロックの整備
せいび

等
とう

により安全
あんぜん

な歩行
ほこう

空間
くうかん

の確保
かくほ

を図
はか

る。また、全方位型
ぜんほういがた

警報
けいほう

装置
そうち

、非常押
ひじょうおし

ボタンの整備
せいび

、障害物
しょうがいぶつ

検知
けんち

装置
そうち

の高規格化
こうきかくか

を推進
すいしん

する。［2-(4)-5］ 

 

○ 国立
こくりつ

公園
こうえん

等
とう

においては、優れた
すぐ    

自然
しぜん

景観
けいかん

の魅力
みりょく

を利用者
りようしゃ

の誰
だれ

もが楽しめる
たの      

ように

する観点
かんてん

から、魅力
みりょく

の本質
ほんしつ

である自然
しぜん

資源
しげん

を損なわない
そこ      

よう留意
りゅうい

しつつ、主要
しゅよう

な利用
りよう

施設
しせつ

であるビジターセンター、園
えん

路
ろ

、公衆
こうしゅう

トイレ等
とう

のバリアフリー化
か

を実施
じっし

するとと

もに、情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

のソフト面
     めん

を含めた
ふく    

取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。［2-(4)-6］ 

 

○ バリアフリー法
ほう

に基づき
もと    

市町村
しちょうそん

が定める
さだ    

重点
じゅうてん

整備地
せ い び ち

区内
くない

の主要
しゅよう

な生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
けいろ

を構成
こうせい

する道路
どうろ

において、音響
おんきょう

により信号
しんごう

表示
ひょうじ

の状 況
じょうきょう

を知らせる
し   

音響式
おんきょうしき

信号機
しんごうき

、

歩
ほ

行者
こうしゃ

等
とう

と車両
しゃりょう

が通行
つうこう

する時間
じかん

を分離
ぶんり

する歩車
ほしゃ

分離式
ぶんりしき

信号
しんごう

、歩
ほ

行者
こうしゃ

青
あお

時間
じかん

の延長
えんちょう

を行う
おこな  

ＰＩＣＳ（歩
ほ

行者
こうしゃ

等
とう

支援
しえん

情報
じょうほう

通信
つうしん

システム）等
とう

のバリアフリー対応
たいおう

型
がた

信号機
しんごうき

、

見やすく
み   

分かりやすい
わ     

道路
どうろ

標識
ひょうしき

等
とう

の整備
せいび

を推進
すいしん

する。［2-(4)-7］ 

 

○ バリアフリー法
ほう

に基づき
もと   

市町村
しちょうそん

が定める
さだ   

重点
じゅうてん

整備地
せ い び ち

区内
くない

の主要
しゅよう

な生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
けいろ

を

構成
こうせい

する道路
どうろ

のうち、道路
どうろ

又
また

は交通
こうつう

の状 況
じょうきょう

に応じ
おう  

、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

の移動上
いどうじょう

の安全性
あんぜんせい

を確保
かくほ

することが特
とく

に必要
ひつよう

であると認められる
みと       

部分
ぶぶん

における音響
おんきょう

信号機
しんごうき

及び
およ  

エスコ

ートゾーンの整備
せいび

を推進
すいしん

する。［2-(4)-8］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が安全
あんぜん

に安心
あんしん

して自動車
じどうしゃ

を運転
うんてん

できるよう、信号
しんごう

灯器
とうき

のＬＥＤ（発光
はっこう

ダイ

オード）化
か

、道路
どうろ

標識
ひょうしき

・道路
どうろ

標示
ひょうじ

の高輝度化
こ う き ど か

等
とう

を推進
すいしん

する。［2-(4)-9］ 
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○ 障害
しょうがい

のある人
ひと

を含む
ふく  

全て
すべ  

の人
ひと

が安全
あんぜん

に安心
あんしん

して道路
どうろ

を通行
つうこう

できるよう、生活
せいかつ

道路
どうろ

等
とう

において、警察
けいさつ

と道路
どうろ

管理者
かんりしゃ

が緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し、最高
さいこう

速度
そくど

30㎞/hの区域
くいき

規制
きせい

と物理的
ぶつりてき

デバイスとの適切
てきせつ

な組合せ
くみあわ  

により交通
こうつう

安全
あんぜん

の向上
こうじょう

を図
はか

ろうとする区域
くいき

を「ゾーン30

プラス」として設定
せってい

し、人優先
ひとゆうせん

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

な通行
つうこう

空間
くうかん

の整備
せいび

の更
さら

なる推進
すいしん

を図
はか

ると

ともに、外周幹線道路
がいしゅうかんせんどうろ

の交通
こうつう

を円滑化
えんかつか

するための交差点
こうさてん

改良
かいりょう

やエリア進入部
しんにゅうぶ

におけ

るハンプや狭
きょう

さくの設置
せっち

等
とう

によるエリア内
     ない

への通過
つうか

車両
しゃりょう

の抑制
よくせい

対策
たいさく

を推進
すいしん

する。

［2-(4)-10］ 

 

○ 車椅子
くるまいす

使用者用
しようしゃよう

駐車
ちゅうしゃ

施設
しせつ

やバリアフリートイレ等
とう

を始
はじ

めとした高齢者
こうれいしゃ

障害者
しょうがいしゃ

等用
とうよう

施設
しせつ

等
とう

の在り方
あ  かた

等
とう

についての検討
けんとう

を踏まえ
ふ   

、トイレの機能
きのう

分散
ぶんさん

等
とう

も含めた
ふく    

施設
しせつ

整備
せいび

の優良
ゆうりょう

事例
じれい

等
とう

の周知
しゅうち

や適正
てきせい

利用
りよう

推進
すいしん

キャンペーン等
とう

を行い
おこな  

、高齢者
こうれいしゃ

障害者
しょうがいしゃ

等用
とうよう

施設
しせつ

等
とう

の適正
てきせい

利用
りよう

を推進
すいしん

する。［2-(4)-11］ 

 

○ 高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

等
とう

も含め
ふく  

、誰
だれ

もが屋内外
おくないがい

でストレスなく自由
じゆう

に活動
かつどう

できるユニバ

ーサル社会
しゃかい

の構築
こうちく

に向
む

け、ＩＣＴを活用
かつよう

した歩行者
ほこうしゃ

移動
いどう

支援
しえん

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

を図
はか

るため、

歩行
ほこう

空間
くうかん

情報
じょうほう

等
とう

のデータを収 集
しゅうしゅう

・活用
かつよう

しやすいオープンデータ環境
かんきょう

の整備
せいび

を加速
かそく

させるとともに、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

が多様
たよう

な歩行者
ほこうしゃ

移動
いどう

支援
しえん

サービスを提供
ていきょう

できる環境
かんきょう

づくりを推進
すいしん

する。［2-(4)-12］ 
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３．情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

及び
およ  

意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

 障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
しさく

推進
すいしん

法
ほう

に基づき
もと    

、

障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及び
およ  

利用
りよう

並び
なら  

に意思
い し

疎通
そつう

に係る
かか  

施策
しさく

を充実
じゅうじつ

させ、

障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

に円滑
えんかつ

にアクセスすることができるよう、障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

し

た情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

・サービス等
とう

の企画
きかく

、開発
かいはつ

及び
およ  

提供
ていきょう

の促進
そくしん

や、障害者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

し

やすい放送
ほうそう

・出版
しゅっぱん

の普及
ふきゅう

等
とう

の様々
さまざま

な取組
とりくみ

を通じ
つう  

て情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

を一層
いっそう

推進
すいしん

する。あわせて、障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に意思
い し

表示
ひょうじ

やコミュニケーションを

行う
おこな  

ことができるよう、意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

を担う
にな  

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ

やサービスの円滑
えんかつ

な

利用
りよう

の促進
そくしん

、支援
しえん

機器
き き

の開発
かいはつ

・提供
ていきょう

等
とう

の取組
とりくみ

を通じ
つう  

て意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

 

(１) 情報
じょうほう

通信
つうしん

における情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及び
およ  

サービス等
とう

の利用
りよう

における情報
じょうほう

アクセシビリティの

確保
かくほ

及び
およ  

向上
こうじょう

・普及
ふきゅう

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及び
およ  

サービス等
とう

の企画
きかく

、開発
かいはつ

及び
およ  

提供
ていきょう

を促進
そくしん

する。［3-(1)-1］ 

 

○ 研究
けんきゅう

開発
かいはつ

やニーズ、ＩＣＴの発展
はってん

等
とう

を踏まえ
ふ   

つつ、情報
じょうほう

アクセシビリティの確保
かくほ

及び
およ  

向上
こうじょう

を促す
うなが  

よう、適切
てきせつ

な標準化
ひょうじゅんか

23を進める
すす   

とともに、必要
ひつよう

に応じ
おう  

て国際
こくさい

規格
きかく

提案
ていあん

を行う
おこな  

。また、各府省
かくふしょう

における情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

等
とう

24の調達
ちょうたつ

は、情報
じょうほう

アクセシビ

リティの観点
かんてん

に配慮
はいりょ

し、国際
こくさい

規格
きかく

、日本
にほん

産業
さんぎょう

規格
きかく

への準拠
じゅんきょ

・配慮
はいりょ

に関する
かん    

関係
かんけい

法令
ほうれい

に基づいて
もと     

実施
じっし

する。特
とく

に、ＷＴＯ政府
せいふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

等
とう

の適用
てきよう

を受ける
う   

調達
ちょうたつ

等
とう

を行う
おこな  

 
                                                  
23 日本

に ほ ん

産業
さんぎょう

規格
き か く

等
とう

を想定
そうてい

。 

24 ウェブコンテンツ（掲載
けいさい

情報
じょうほう

）に関する
かん    

サービスやシステムを含
ふく

む。 
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に当たって
あ    

は、ＷＴＯ政府
せいふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

等
とう

の定
さだ

めるところにより、適当
てきとう

な場合
ばあい

には、ア

クセシビリティに関する
かん    

国際
こくさい

規格
きかく

が存在
そんざい

するときは当該
とうがい

国際
こくさい

規格
きかく

に基づいて
もと     

技術
ぎじゅつ

仕様
しよう

を定め
さだ  

る。［3-(1)-2］ 

 

○ 官民
かんみん

挙げて
あ   

の利用者
りようしゃ

視点
してん

からのアクセシビリティやユーザビリティ確保
かくほ

のためのサ

ービスデザインの取組
とりくみ

について、政府
せいふ

機関
きかん

・地方
ちほう

公共
こうきょう

団体等
だんたいとう

に横
よこ

展開
てんかい

を図
はか

る。［3-

(1)-3］ 

 

○ 企業
きぎょう

等
とう

が自社
じしゃ

で開発
かいはつ

するデジタル機器
き き

・サービスが情報
じょうほう

アクセシビリティ基準
きじゅん

（JIS X 8341シリーズ等
とう

）に適合
てきごう

しているかどうかを自己
じ こ

評価
ひょうか

するチェックシートで

ある「情報
じょうほう

アクセシビリティ自己
じ こ

評価
ひょうか

様式
ようしき

」等
とう

の普及
ふきゅう

展開
てんかい

を促進
そくしん

する。また、引き続き
ひ   つづ  

、

デジタル・ガバメント推進
すいしん

標
ひょう

準ガイドライン
じゅん          

にのっとり、政府
せいふ

情報
じょうほう

システムに係る
かか  

調達
ちょうたつ

において当該
とうがい

様式
ようしき

などを用いて
もち    

、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

・程度
ていど

を考慮
こうりょ

した確認
かくにん

を求める
もと   

。

［3-(1)-4］ 

 

○ 国立
こくりつ

研究
けんきゅう

機関
きかん

等
とう

において障害者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

・システムの

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を推進
すいしん

する。［3-(1)-5］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

ＩＣＴ機器
き き

の紹介
しょうかい

や貸出
かしだし

、利用
りよう

に係る
かか  

相談
そうだん

等
とう

を行う
おこな  

ＩＣＴサポ

ートセンターの設置
せっち

や、障害者
しょうがいしゃ

に対し
たい  

ＩＣＴ機器
き き

の操作
そうさ

についての支援
しえん

を行う
おこな  

パソ

コンボランティアの養成
ようせい

・派遣
はけん

等
とう

により、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

や障害
しょうがい

特性
とくせい

を考慮
こうりょ

しつつ、

障害者
しょうがいしゃ

のＩＣＴ機器
き き

の利用
りよう

機会
きかい

の拡大
かくだい

や活用
かつよう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

る。また、このよう

な取組
とりくみ

も含め
ふく  

、関係
かんけい

省 庁
しょうちょう

、地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

、ボランティア団体等
だんたいとう

と連携
れんけい

し、デジタ

ル機器
き き

・サービスに不慣れ
ふ な  

な方
かた

に対する
たい    

サポートを行う
おこな  

「デジタル推進
すいしん

委員
いいん

」の取組
とりくみ

について、全国津々浦々
ぜんこくつつうらうら

に展開
てんかい

できるよう国民
こくみん

運動
うんどう

として更
さら

なる拡大
かくだい

を図
はか

りつつ、
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地域
ちいき

における相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

る。［3-(1)-6］ 

 

○ 公共
こうきょう

インフラとしての電話
でんわ

リレーサービスが、国民
こくみん

に広く
ひろ  

認知
にんち

及び
およ  

理解
りかい

され、その

利
り

活用
かつよう

が推進
すいしん

されるよう関係
かんけい

機関
きかん

と連携
れんけい

して取組
とりくみ

を推進
すいしん

するとともに、利用者
りようしゃ

ニーズ

や今後
こんご

の技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

等
とう

を踏まえ
ふ   

たサービス提供
ていきょう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。また、銀行
ぎんこう

や

保険
ほけん

会社
がいしゃ

等
とう

の金融
きんゆう

機関
きかん

に対し
たい  

、顧客
こきゃく

に対して
たい    

電話
でんわ

にて提供
ていきょう

されているサービスにつ

いては、電話
でんわ

リレーサービスを利用
りよう

した場合
ばあい

であっても同様
どうよう

に提供
ていきょう

されるよう促す
うなが  

とともに、その対応
たいおう

状 況
じょうきょう

をフォローする。［3-(1)-7］ 

 

(２) 情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

等
とう

 

○ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の利便
りべん

の増進
ぞうしん

に資する
し   

通信
つうしん

・放送
ほうそう

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

利用
りよう

円滑化
えんかつか

事業
じぎょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

５年
   ねん

法律
ほうりつ

第54号
だい  ごう

）に基づく
もと   

放送事
ほうそうじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

への番組
ばんぐみ

制作費
せいさくひ

や

設備
せつび

整備費
せ い び ひ

への助成
じょせい

、「放送
ほうそう

分野
ぶんや

における情報
じょうほう

アクセシビリティに関する
かん    

指針
ししん

」に

基づく
もと   

放送事
ほうそうじ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

等
とう

の促進
そくしん

により、ローカル局
        きょく

も含め
ふく  

、字幕
じまく

放送
ほうそう

25、解説
かいせつ

放送
ほうそう

、手話
しゅわ

放送
ほうそう

等
とう

の普及
ふきゅう

を通じ
つう  

た障害者
しょうがいしゃ

の円滑
えんかつ

な放送
ほうそう

の利用
りよう

を図
はか

る。［3-(2)-1］ 

 

○ 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対して
たい   

、字幕
じまく

（手話
しゅわ

）付き
つ  

映像
えいぞう

ライブラリー等
とう

の制作
せいさく

及び
およ  

貸出
かしだ

し、

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

の養成
ようせい

・派遣
はけん

、相談
そうだん

等
とう

を行う
おこな  

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
しせつ

について、ＩＣＴの発展
はってん

に伴う
ともな 

ニーズの変化
へんか

も踏まえ
ふ   

つつ、その支援
しえん

を促進
そくしん

する。［3-

(2)-2］ 

 

○ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の利便
りべん

の増進
ぞうしん

に資する
し   

通信
つうしん

・放送
ほうそう

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

利用
りよう

円滑
えんかつ

化
か

事業
じぎょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

に基
もと

づく助
じょ

成
せい

等
とう

により、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

が行う
おこな  

サービスの提供
ていきょう

や技術
ぎじゅつ

の

 
                                                  
25 ＣＭ番組

ばんぐみ

を含
ふく

む。 
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研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を促進
そくしん

し、障害
しょうがい

によって利用
りよう

が困難
こんなん

なテレビや電話
でんわ

等
とう

の通信
つうしん

・放送
ほうそう

サービ

スへのアクセスの改善
かいぜん

を図
はか

る。［3-(2)-3］ 

 

○ 電子
でんし

出版
しゅっぱん

は、視覚
しかく

障害
しょうがい

、上肢
じょうし

障害
しょうがい

、学習
がくしゅう

障害
しょうがい

等
とう

により紙
かみ

の出版物
しゅっぱんぶつ

の読書
どくしょ

に

困難
こんなん

を抱える
かか   

障害者
しょうがいしゃ

の出版物
しゅっぱんぶつ

の利用
りよう

の拡
かく

大
だい

に資する
し   

と期待
きたい

されることから、新た
あら  

な

技術
ぎじゅつ

開発
かいはつ

の促進
そくしん

や、電子
でんし

書店
しょてん

、電子
でんし

図
と

書館
しょかん

、出版社
しゅっぱんしゃ

その他
  た

の関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

等
とう

を通じ
つう  

て、アクセシビリティに配慮
はいりょ

された電子
でんし

出版
しゅっぱん

の普及
ふきゅう

に向けた
む   

取組
とりくみ

を進
すす

めるとともに、今後
こんご

、これらの取組
とりくみ

の一層
いっそう

の促進
そくしん

を図
はか

る。また、電子
でんし

出版物
しゅっぱんぶつ

の教育
きょういく

における活用
かつよう

を図
はか

る。［3-(2)-4］ 

 

○ 心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

用
よう

低料
ていりょう

第三種
だいさんしゅ

郵便
ゆうびん

については、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さんか

に資する
し   

観点
かんてん

か

ら、利用
りよう

の実態
じったい

等
とう

を踏まえ
ふ   

ながら、引き続き
ひ   つづ  

検討
けんとう

する。［3-(2)-5］ 

 

○ 「デジタル社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む   

重点
じゅうてん

計画
けいかく

」を踏まえ
ふ   

、デジタル社会
しゃかい

推進
すいしん

標
ひょう

準ガイドライン群
じゅん              ぐん

において多様
たよう

な障害
しょうがい

特性
とくせい

に考慮
こうりょ

した内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を始め
はじ  

とする誰
だれ

もがＩＣＴ機器
き き

・サービスにアクセスできるよう環境
かんきょう

整備
せいび

の推進
すいしん

に努
つと

める。［3-(2)-6］ 

 

(３) 意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

○ 聴覚
ちょうかく

、言語
げんご

機能
きのう

、音声
おんせい

機能
きのう

、視覚
しかく

、盲
もう

ろう、失語
しつご

、知的
ちてき

、発達
はったつ

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

、重度
じゅうど

の身体
しんたい

などの障害
しょうがい

や難病
なんびょう

のため意思
い し

疎通
そつう

を図
はか

ることに支障
ししょう

がある障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

、盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通
つう

訳
やく

・介助員
かいじょいん

、失語症者向
しつごしょうしゃむ

け意思
い し

疎通
そつう

支援者
しえんしゃ

等
とう

の派遣
はけん

、設置
せっち

等
とう

による支援
しえん

や点訳
てんやく

、代筆
だいひつ

、代読
だいどく

、音声
おんせい

訳
やく

等
とう

による支援
しえん

を行う
おこな  

とと

もに、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

、盲
もう

ろう者向け
し ゃ む け

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

、失語症者
しつごしょうしゃ

向
む

け意思
い し

疎通
そつう

支援者
しえんしゃ

、点訳
てんやく

・音声
おんせい

訳
やく

を行う
おこな  

者
もの

等
とう

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

等
とう

の実施
じっし

や若年層
じゃくねんそう

を中心
ちゅうしん

とする
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人材
じんざい

の確保
かくほ

が促進
そくしん

されるよう、高等
こうとう

教育
きょういく

機関
きかん

等
とう

と連携
れんけい

した人材
じんざい

養成
ようせい

等
とう

の取組
とりくみ

を進
すす

め

ることにより、意思
い し

疎通
そつう

支援者
しえんしゃ

の育成
いくせい

・確保
かくほ

を図
はか

り、コミュニケーション支援
しえん

を充実
じゅうじつ

させる。［3-(3)-1］ 

 

○ 情報
じょうほう

やコミュニケーションに関する
かん    

支援
しえん

機器
き き

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

に対し
たい  

て

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の給付
きゅうふ

又
また

は貸与
たいよ

を行う
おこな  

とともに、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

と連携
れんけい

してニーズを

踏まえ
ふ   

た支援
しえん

機器
き き

の開発
かいはつ

の促進
そくしん

を図
はか

る。［3-(3)-2］ 

 

○ 意思
い し

疎通
そつう

に困難
こんなん

を抱える
か か   

人
ひと

が自分
じぶん

の意思
い し

や要求
ようきゅう

を的確
てきかく

に伝え
つた  

、正しく
た だ   

理解
りかい

しても

らうことを支援
しえん

するための絵
え

記号
きごう

等
とう

の普及
ふきゅう

及び
およ  

理解
りかい

の促進
そくしん

を図
はか

る。［3-(3)-3］ 

 

(４) 行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のアクセシビリティの向上
こうじょう

 

○ 各府省
かくふしょう

において、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

、特
とく

に障害者
しょうがいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

及び
およ  

緊急
きんきゅう

時
じ

における情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を行う
おこな  

際
さい

には、字幕
じまく

・音声
おんせい

等
とう

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

や、

知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

にも分
わ

かりやすい情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を徹底
てってい

し、多様
たよう

な障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう   

配慮
はいりょ

を行う
おこな  

。［3-(4)-1］ 

 

○ 各府省
かくふしょう

において、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふく  

全て
すべ  

の人
ひと

の利用
りよう

しやすさに配慮
はいりょ

した行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の

電子的
でんしてき

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

むとともに、ウェブサイト等
とう

で情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

に

当たって
あ    

は、キーボードのみで操作
そうさ

可能
かのう

な仕様
しよう

の採用
さいよう

、動画
どうが

への字幕
じまく

や音声
おんせい

解説
かいせつ

の付与
ふ よ

など、最新
さいしん

のウェブアクセシビリティ規格
きかく

を踏まえ
ふ   

、必要
ひつよう

な対応
たいおう

を行う
おこな  

。また、「み

んなの公共
こうきょう

サイト運用
うんよう

ガイドライン 26」について必要
ひつよう

な見直し
み な お  

を行う
おこな  

こと等
とう

により、

 
                                                  
26 ウェブアクセシビリティ（誰

だれ

もがウェブサイト等
とう

で提供
ていきょう

される情報
じょうほう

や機能
き の う

を支障
ししょう

なく利用
り よ う

できるこ

と）の維持
い じ

・向上
こうじょう

に向け
む  

た公的
こうてき

機関
き か ん

の取組
とりくみ

を支援
し え ん

することを目的
もくてき

とした手順書
てじゅんしょ

。 
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公的
こうてき

機関
きかん

等
とう

のウェブアクセシビリティの向上
こうじょう

等
とう

に向
む

けた取組
とりくみ

を促進
そくしん

する。［3-(4)-2］ 

 

○ 各府省
かくふしょう

における行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

に当たって
あ    

は、ＩＣＴの利
り

活用
かつよう

も踏まえ
ふ   

、ア

クセシビリティに配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

。［3-(4)-3］ 

 

○ 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

若しく
も   

は災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ばあい

、又
また

は事故
じ こ

発生
はっせい

時
じ

に障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適切
てきせつ

に情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

できるよう、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

、消防
しょうぼう

機関
きかん

、都道府県
とどうふけん

警察
けいさつ

等
とう

の協 力
きょうりょく

を得つつ
え   

、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した多様
たよう

な伝達
でんたつ

手段
しゅだん

や方法
ほうほう

による情報
じょうほう

伝達
でんたつ

の

体制
たいせい

や環境
かんきょう

の整備
せいび

を促進
そくしん

する。［3-(4)-4］ 

 

○ 政見
せいけん

放送
ほうそう

への手話
しゅわ

通訳
つうやく

・字幕
じまく

の付与
ふ よ

、点字
てんじ

版
ばん

、ＣＤや音声
おんせい

コード等
とう

による音声
おんせい

版
ばん

、

拡大
かくだい

文字
も じ

版
ばん

又
また

はインターネットを通じ
つう  

た候補者
こうほしゃ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

、ＩＣＴの進展
しんてん

等
とう

も

踏まえ
ふ   

ながら、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう   

選挙
せんきょ

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［3-

(4)-5］ 
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４．防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

等
とう

の推進
すいしん

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

  障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

社会
しゃかい

において安全
あんぜん

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよう、第３回
だい かい

国連
こくれん

防災
ぼうさい

世界
せかい

会議
かいぎ

27で採択
さいたく

された「仙台
せんだい

防災
ぼうさい

枠組
わくぐみ

2015-2030」を踏まえ
ふ   

つつ、災害
さいがい

に

強い
つよ  

地域
ちいき

づくりを推進
すいしん

するとともに、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した

適切
てきせつ

な情報
じょうほう

保障
ほしょう

や避難
ひなん

支援
しえん

、福祉
ふくし

避難所
ひなんじょ

28（福祉
ふくし

避難
ひなん

スペース）を含む
ふく  

避難所
ひなんじょ

や

応急
おうきゅう

仮設
かせつ

住宅
じゅうたく

の確保
かくほ

、福祉
ふくし

・医療
いりょう

サービスの継続
けいぞく

等
とう

を行う
おこな  

ことができるよう、

防災
ぼうさい

や復興
ふっこう

に向けた
む   

取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。また、障害者
しょうがいしゃ

を犯罪
はんざい

被害
ひがい

や消費者
しょうひしゃ

被害
ひがい

から

守る
まも  

ため、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

や消費者
しょうひしゃ

トラブルの防止
ぼうし

に向
む

けた取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。 

 

(１) 防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

や福祉
ふくし

関係者
かんけいしゃ

等
とう

の参加
さんか

及び
およ  

防災
ぼうさい

関係
かんけい

部局
ぶきょく

と福祉
ふくし

関係
かんけい

部局
ぶきょく

の連携
れんけい

の下
もと

での、

地域
ちいき

防災
ぼうさい

計画
けいかく

等
とう

の作成
さくせい

、防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の実施
じっし

等
とう

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

し、災害
さいがい

に強い
つよ  

地域
ちいき

づくり

を推進
すいしん

する。［4-(1)-1］ 

 

○ 自力
じりき

避難
ひなん

の困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が利用
りよう

する要配慮者
ようはいりょしゃ

利用
りよう

施設
しせつ

が立地
りっち

する土砂
どしゃ

災害
さいがい

のお

それのある箇所
かしょ

において、砂防
さぼう

えん堤
てい

29等
とう

の施設
しせつ

整備
せいび

及び
およ  

土砂
どしゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区域
くいき

等
とう

におけ

 
                                                  
27 我

わ

が国
くに

で開催
かいさい

された国連
こくれん

関係
かんけい

の国際
こくさい

会議
か い ぎ

としては史上
しじょう

最大級
さいだいきゅう

として、平成
へいせい

27(2015)年
ねん

３月
  がつ

に仙台市
せんだいし

で

開催
かいさい

された。「アクセシブル・カンファレンス」（障害者
しょうがいしゃ

も苦労
く ろ う

することなく会議
か い ぎ

に参加
さ ん か

できる会議
か い ぎ

）とす

ることを目指して
め ざ    

バリアフリー化
    か

や情報
じょうほう

保障
ほしょう

等
とう

の様々
さまざま

な取組
とりくみ

が行われ
おこな  

、200名
めい

以上
いじょう

の障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

が得られた
え   

。また、全体
ぜんたい

会合
かいごう

でも初めて
はじ   

障害者
しょうがいしゃ

グループの代表
だいひょう

の発言
はつげん

機会
き か い

が確保
か く ほ

され、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の

登壇者
とうだんしゃ

より、各国
かっこく

が取り組む
と  く  

防災
ぼうさい

の行動
こうどう

枠組み
わ く ぐ  

が障害者
しょうがいしゃ

を含め
ふく  

インクルーシブなものであることを求
もと

め

る主張
しゅちょう

等
とう

がなされた。 

28 一般
いっぱん

の避難所
ひなんじょ

では生活
せいかつ

することが困難
こんなん

な要配慮者
ようはいりょしゃ

のために特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

がなされた避難所
ひなんじょ

。福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の

指定
し て い

に当たって
あ    

は、要配慮者
ようはいりょしゃ

や同居
どうきょ

家族
か ぞ く

の生活圏
せいかつけん

やコミュニティとのつながりに配慮
はいりょ

することが望
のぞ

まし

い。 

29 土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

防止
ぼ う し

のために渓流
けいりゅう

等
とう

に設置
せ っ ち

される砂防
さ ぼ う

設備
せ つ び

。 
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る土砂
どしゃ

災害
さいがい

防止
ぼうし

対策
たいさく

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

12年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

57号
ごう

）に基づく
もと    

基礎
き そ

調査
ちょうさ

や区域
くいき

指定
してい

等
とう

、ハード・ソフト一体
いったい

となった土砂
どしゃ

災害
さいがい

対策
たいさく

を重点的
じゅうてんてき

に推進
すいしん

する。［4-

(1)-2］ 

 

○ 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

若しく
も   

は災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ばあい

、又
また

は事故
じ こ

発生
はっせい

時
じ

に障害者
しょうがいしゃ

に対して
たい   

適切
てきせつ

に情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

できるよう、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

、消防
しょうぼう

機関
きかん

、都道府県
とどうふけん

警察
けいさつ

等
とう

の協 力
きょうりょく

を得
え

つつ、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した多様
たよう

な伝達
でんたつ

手段
しゅだん

や方法
ほうほう

による情報
じょうほう

伝達
でんたつ

の

体制
たいせい

や環境
かんきょう

の整備
せいび

を促進
そくしん

する。［4-(1)-3：再掲
さいけい

］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

避難
ひなん

支援
しえん

などの充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、福祉
ふくし

や防災
ぼうさい

などの関係者
かんけいしゃ

が

連携
れんけい

し、避難
ひなん

確保
かくほ

計画
けいかく

、非常
ひじょう

災害
さいがい

対策
たいさく

計画
けいかく

、業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

、個別
こべつ

避難
ひなん

計画
けいかく

等
とう

の各種
かくしゅ

計画
けいかく

の策定
さくてい

や実効性
じっこうせい

の確保
かくほ

等
とう

を促進
そくしん

することにより、当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

の下
もと

、地域
ちいき

の関係者
かんけいしゃ

が協 力
きょうりょく

し、安全
あんぜん

な避難先
ひなんさき

を定める
さだ   

など計画
けいかく

策定
さくてい

を通じ
つう  

た災害
さいがい

に強い
つよ  

地域
ちいき

社会
しゃかい

づく

りにつなげる。［4-(1)-4］ 

 

○ 避難所
ひなんじょ

、応急
おうきゅう

仮設
かせつ

住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
     か

を推進
すいしん

するとともに、「福祉
ふくし

避難所
ひなんじょ

の確保
かくほ

・

運営
うんえい

ガイドライン
           

」等
とう

を踏まえ
ふ   

、必要
ひつよう

な福祉
ふくし

避難所
ひなんじょ

の確保
かくほ

、避難所
ひなんじょ

における障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う   

支援
しえん

30と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

、福祉
ふくし

避難所
ひなんじょ

への直接
ちょくせつ

避難
ひなん

等
とう

が促進
そくしん

されるよう市町村
しちょうそん

の

取組
とりくみ

を促して
うなが   

いく。さらに、被災者
ひさいしゃ

のニーズに応じて
おう   

、車椅子
くるまいす

利用者
りようしゃ

も使用
しよう

できる応急
おうきゅう

仮設
かせつ

住宅
じゅうたく

の確保
かくほ

が適
てき

切
せつ

に図
はか

られるよう、地域
ちいき

の実情
じつじょう

を踏まえ
ふ   

つつ、災害
さいがい

救助法
きゅうじょほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

118号
ごう

）に基づく
も と   

応急
おうきゅう

救助
きゅうじょ

の実施
じっし

主体
しゅたい

である都道府県
とどうふけん

の取組
とりくみ

を

促
うなが

していく。［4-(1)-5］ 

 

 
                                                  
30 必要

ひつよう

な物資
ぶ っ し

を含
ふく

む。 
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○ 災害
さいがい

発生後
はっせいご

にも継続
けいぞく

して福祉
ふくし

・医療
いりょう

サービスを提供
ていきょう

することができるよう、

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

・医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

における災害
さいがい

対策
たいさく

を推進
すいしん

するとともに、福祉
ふくし

避難所
ひなんじょ

の

協定
きょうてい

など、地域
ちいき

内外
ないがい

の他
た

の社会
しゃかい

福祉
ふくし

施設
しせつ

・医療
いりょう

機関
きかん

・教育
きょういく

機関
きかん

等
とう

との広域的
こういきてき

なネッ

トワークの形成
けいせい

に取り組む
と  く  

。［4-(1)-6］ 

 

○ 火災
かさい

や救 急
きゅうきゅう

事案
じあん

の発生
はっせい

時
じ

に聴覚
ちょうかく

・言語
げんご

機能
きのう

障害者
しょうがいしゃ

がいつでもどこからでも円滑
えんかつ

な緊急
きんきゅう

通報
つうほう

を行える
おこな  

よう、全国
ぜんこく

の消防
しょうぼう

本部
ほんぶ

におけるスマートフォン等
とう

を活用
かつよう

した

音声
おんせい

によらない緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システムの導入
どうにゅう

を推進
すいしん

する。［4-(1)-7］ 

 

○ 水害
すいがい

・土砂
どしゃ

災害
さいがい

時
じ

に要配慮者
ようはいりょしゃ

の円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひなん

の確保
かくほ

を図
はか

るため、浸水
しんすい

想定
そうてい

区域
くいき

や土砂
どしゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区
く

域内
いきない

の要配慮者
ようはいりょしゃ

利用
りよう

施設
しせつ

における避難
ひなん

確保
かくほ

計画
けいかく

の作成
さくせい

及び
およ  

訓練
くんれん

の実施
じっし

を促進
そくしん

する。［4-(1)-8］ 

 

○ 障害
しょうがい

等
とう

に対応
たいおう

する一人一人
ひとりひとり

の環境
かんきょう

やニーズに合った
あ   

水害
すいがい

ハザードマップの作成
さくせい

を促進
そくしん

する。［4-(1)-9］ 

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を利用
りよう

しながら、障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、障害
しょうがい

福祉
ふくし

施設
しせつ

等
とう

について非常
ひじょう

災害
さいがい

時
じ

における消防団
しょうぼうだん

や近
きん

隣
りん

住民
じゅうみん

との連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

を

促進
そくしん

するとともに、建築
けんちく

基準法
きじゅんほう

、消防法
しょうぼうほう

の基準
きじゅん

に適合
てきごう

させるための改修
かいしゅう

費用
ひよう

や消火
しょうか

設備
せつび

の設置
せっち

費用
ひよう

の一部
いちぶ

を助成
じょせい

すること等
とう

により、防火
ぼうか

安全
あんぜん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

る。［4-(1)-

10：再掲
さいけい

］ 

 

○ 各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

における平常
へいじょう

時
じ

の防災
ぼうさい

体制
たいせい

や、災害
さいがい

発生後
はっせいご

の避難所
ひなんじょ

、応急
おうきゅう

仮設
かせつ

住宅
じゅうたく

等
とう

において、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

を含め
ふく  

、防災
ぼうさい

・復興
ふっこう

の取組
とりくみ

での女性
じょせい

への配慮
はいりょ

を

促す
うなが  

ため、「災害
さいがい

対応
たいおう

力
りょく

を強化
きょうか

する女性
じょせい

の視点
してん

～男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

の視点
してん

からの
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防災
ぼうさい

・復興
ふっこう

ガイドライン～」等
とう

の内容
ないよう

を踏まえ
ふ   

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

。［4-(1)-11］ 

 

○ 災害
さいがい

発生後
はっせいご

も精神
せいしん

障害
しょうがい

や発達
はったつ

障害
しょうがい

など障害
しょうがい

の特性
とくせい

により障害者
しょうがいしゃ

が在宅
ざいたく

に

留まる
とど    

場合
ばあい

に、必要
ひつよう

となる情報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

や適切
てきせつ

な対応
たいおう

が 行
おこな

えるよう、在宅
ざいたく

に

留まる
とど    

障害者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

方法
ほうほう

を紹介
しょうかい

しているリーフレットの周知
しゅうち

に取り組
と  く

む。［4-

(1)-12］ 

 

○ 訪問
ほうもん

診療
しんりょう

が必要
ひつよう

な人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

使用
しよう

患者
かんじゃ

が使用
しよう

する人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

が長期
ちょうき

停電
ていでん

時
じ

にお

いても稼働
かどう

できるよう、停電
ていでん

時
じ

に備えて
そ な   

患者
かんじゃ

に貸し出
か  だ

せる簡易
かんい

自家
じ か

発電
はつでん

装置
そうち

等
とう

を整備
せいび

し、災害
さいがい

時
じ

においても患者
かんじゃ

の生命
せいめい

を維持
い じ

できる体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

る。［4-(1)-13］ 

 

(２) 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

を始め
はじ  

とする災害
さいがい

からの復興
ふっこう

の推進
すいしん

 

○ それぞれの地域
ちいき

の復興
ふっこう

施策
しさく

の企画
きかく

・立案
りつあん

及び
およ  

実施
じっし

における、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
かぞく

等
とう

の

参画
さんかく

を促進
そくしん

し、地域
ちいき

全体
ぜんたい

のまちづくりを推進
すいしん

するため、事例集
じれいしゅう

の作成
さくせい

・公表
こうひょう

などの

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

。［4-(2)-1］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の被災地
ひ さ い ち

での生活
せいかつ

の継続
けいぞく

、被災地
ひ さ い ち

への帰還
きかん

を支援
しえん

するため、被災地
ひ さ い ち

の障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
   じ

業者
ぎょうしゃ

に対する
たい    

支援
しえん

を実施
じっし

し、被災地
ひ さ い ち

における安定的
あんていてき

な障害
しょうがい

福祉
ふくし

サー

ビスの提供
ていきょう

を図
はか

る。［4-(2)-2］ 

 

○ 住み慣
す  な

れた生活
せいかつ

環境
かんきょう

から離れて
は な   

避難
ひなん

生活
せいかつ

を行って
おこな  

いる障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

心
こころ

のケア、

見守り
み ま も  

活動
かつどう

、相談
そうだん

活動
かつどう

等
とう

の取組
とりくみ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［4-(2)-3］ 

 

○ 被災地
ひ さ い ち

における雇用
こよう

情勢
じょうせい

を踏まえ
ふ   

、産業
さんぎょう

政策
せいさく

と一体
いったい

となった雇用
こよう

の創出
そうしゅつ

、求人
きゅうじん

と求 職
きゅうしょく

のミスマッチの解消
かいしょう

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

の就 職
しゅうしょく

支援
しえん

を推進
すいしん

する。［4-(2)-4］ 
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(３) 防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

○ 聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある方
かた

等
とう

、音声
おんせい

による１１０番
    ばん

通報
つうほう

が困難
こんなん

な方
かた

が、スマートフォン

等
とう

を利用
りよう

して、文字
も じ

等
とう

で警察
けいさつ

に通報
つうほう

できる「１１０番
   ば ん

アプリシステム」を運用
うんよう

してい

るほか、電話
でんわ

リレーサービスを利用
りよう

した手話
しゅわ

による１１０番
ばん

通報
つうほう

を受け付
う  つ

けるなど、

障害者
しょうがいしゃ

からの緊急
きんきゅう

通報
つうほう

に対して
たい    

迅速
じんそく

・的確
てきかく

な対応
たいおう

を行う
おこな  

。［4-(3)-1］ 

 

○ 警察
けいさつ

職員
しょくいん

に対し
たい  

障害
しょうがい

及び
およ  

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

理解
りかい

を深める
ふか    

ための研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

に取り組む
と  く  

とともに、障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションを支援
しえん

するため、手話
しゅわ

で会話
かいわ

がで

きる警察
けいさつ

官等
かんとう

の交番
こうばん

等
とう

への配置
はいち

、コミュニケーション支援
しえん

ボードの活用
かつよう

等
とう

を図
はか

る。［4-

(3)-2］ 

 

○ 警察
けいさつ

と地域
ちいき

の障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、福祉
ふくし

施設
しせつ

、行政
ぎょうせい

等
とう

との連携
れんけい

の促進
そくしん

等
とう

により、犯罪
はんざい

被害
ひがい

の防止
ぼうし

と犯罪
はんざい

被害
ひがい

の早期
そうき

発見
はっけん

に努める
つと    

。［4-(3)-3］ 

 

○ 平成
へいせい

28(2016)年
ねん

７月
  がつ

に発生
はっせい

した障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

における殺傷
さっしょう

事件
じけん

を踏まえ
ふ   

、

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

を利用
りよう

する障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるように、防犯
ぼうはん

に係る
かか  

安全
あんぜん

確保
かくほ

のための施設
しせつ

整備
せいび

や防犯
ぼうはん

に係る
かか  

職員
しょくいん

の対応
たいおう

に関する
かん    

点検
てんけん

等
とう

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

するとともに、関係
かんけい

機関
きかん

や地域
ちいき

住民
じゅうみん

等
とう

と連携
れんけい

し安全
あんぜん

確保
かくほ

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

る。［4-(3)-

4］ 

 

○ 「女性
じょせい

に対する
たい    

暴力
ぼうりょく

をなくす運動
うんどう

31」等
とう

を通じ
つう  

て、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふく  

女性
じょせい

に対する
たい    

暴力
ぼうりょく

の予防
よぼう

と根絶
こんぜつ

に向けた
む   

国民
こくみん

運動
うんどう

を一層
いっそう

推進
すいしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふく  

性
せい

 
                                                  
31 毎年

まいとし

11月
がつ

12日
にち

から11月
がつ

25日
にち

（女性
じょせい

に対する
たい    

暴力
ぼうりょく

撤廃
てっぱい

国際
こくさい

日
び

）までの２週間
  しゅうかん

に行われる
おこな      

。 
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犯罪
はんざい

・性
せい

暴力
ぼうりょく

の被害者
ひがいしゃ

や配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

からの暴力
ぼうりょく

の被害者
ひがいしゃ

に対する
たい    

支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

るため、行政
ぎょうせい

の関与
かんよ

する性
せい

犯罪
はんざい

・性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひがいしゃ

のためのワンストップ支援
しえん

センタ

ーの運営
うんえい

の安定化
あんていか

及び
およ  

相談員
そうだんいん

等
とう

に対する
たい    

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

や配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
しえん

セン

ター等
とう

における相談
そうだん

機能
きのう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［4-(3)-5］ 

 

(４) 消費者
しょうひしゃ

トラブルの防止
ぼうし

及び
およ  

被害
ひがい

からの救済
きゅうさい

 

○ 消費者
しょうひしゃ

トラブルの防止
ぼうし

及び
およ  

障害者
しょうがいしゃ

の消費者
しょうひしゃ

としての利益
りえき

の擁護
ようご

・増進
ぞうしん

に資する
し   

よ

う、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

、障害者
しょうがいしゃ

及び
およ  

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

支援
しえん

を行う
おこな  

者
もの

の各種
かくしゅ

消費者
しょうひしゃ

関係
かんけい

行事
ぎょうじ

への参加
さんか

の促進
そくしん

、研修
けんしゅう

の実施
じっし

等
とう

を行いつつ
おこな     

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対する
たい    

消費者
しょうひしゃ

教育
きょういく

を推進
すいしん

する。［4-(4)-1］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、消費者
しょうひしゃ

団体
だんたい

、福祉
ふくし

関係
かんけい

団体
だんたい

、行政
ぎょうせい

等
とう

、地域
ちいき

の多様
たよう

な主体
しゅたい

の連携
れんけい

に

より、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の消費者
しょうひしゃ

被害
ひがい

防止
ぼうし

のための見
み

守
まも

りネットワーク（消費者
しょうひしゃ

安全
あんぜん

確保
かくほ

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

）の設置
せっち

を促進
そくしん

する。［4-(4)-2］ 

 

○ 地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター等
とう

におけるメール等
とう

での消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談
そうだん

の受付
うけつけ

や、消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

の障害者
しょうがいしゃ

理解
りかい

のための研修
けんしゅう

の実施
じっし

等
とう

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

することに

より、障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

る。［4-(4)-3］ 

 

○ 被害
ひがい

を受けた
う   

障害者
しょうがいしゃ

の被害
ひがい

回復
かいふく

に係る
かか  

法
ほう

制度
せいど

の利用
りよう

の促進
そくしん

のため、日本
にほん

司法
しほう

支援
しえん

センター（以下
い か

「法
ほう

テラス」という。）の各種
かくしゅ

業務
ぎょうむ

及び
およ  

これを遂行
すいこう

する体制
たいせい

の一層
いっそう

の

充実
じゅうじつ

に努める
つと    

。［4-(4)-4］ 

 

○ 常勤
じょうきん

弁護士
べ ん ご し

を始め
はじ  

とする法
ほう

テラスの契約
けいやく

弁護士
べ ん ご し

が、福祉
ふくし

機関
きかん

等
とう

との連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

体制
たいせい

を密
みつ

にすることにより、配慮
はいりょ

を要する
よう    

障害者
しょうがいしゃ

などの振り込め
ふ  こ  

詐欺
さ ぎ

の被害
ひがい

や悪質
あくしつ
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商法
しょうほう

による消費者
しょうひしゃ

被害
ひがい

の早期
そうき

発見
はっけん

・被害
ひがい

回復
かいふく

に努
つと

める。［4-(4)-5］ 
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５．行政
ぎょうせい

等
とう

における配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

  障害者
しょうがいしゃ

がその権利
けんり

を円滑
えんかつ

に行使
こうし

できるよう、司法
しほう

手続
てつづき

や選挙
せんきょ

等
とう

において必要
ひつよう

な

環境
かんきょう

の整備
せいび

や障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう   

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を行う
おこな  

。また、障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
しさく

推進
すいしん

法
ほう

も踏まえ
ふ   

、行政
ぎょうせい

機関
きかん

の窓口
まどぐち

等
とう

に

おける障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

を徹底
てってい

するとともに、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

に当
あ

たっては、

ＩＣＴ等
とう

の利
り

活用
かつよう

も踏まえ
ふ   

、アクセシビリティに配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

。さら

に、心身
しんしん

の障害
しょうがい

等
とう

により制限
せいげん

を付して
ふ   

いる法令
ほうれい

の規定
きてい

（いわゆる相対的
そうたいてき

欠格
けっかく

条項
じょうこう

）については各制度
かくせいど

の趣旨
しゅし

や技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

、障害者
しょうがいしゃ

やその他
   た

関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

等
とう

を踏まえ
ふ   

、真
しん

に必要
ひつよう

な規
き

定か
てい  

検証
けんしょう

し、必要
ひつよう

に応じて
おう   

見直し
み な お  

を行う
おこな  

。 

 

(１) 司法
しほう

手続
てつづき

等
とう

における配慮
はいりょ

等
とう

 

〇 被疑者
ひ ぎ し ゃ

・被告人
ひこくにん

あるいは被害者
ひがいしゃ

・参考人
さんこうにん

となった障害者
しょうがいしゃ

が、意思
い し

疎通
そつう

等
とう

を円滑
えんかつ

に

行う
おこな  

ことができるよう、手話
しゅわ

通訳
つうやく

の利用
りよう

を含め
ふく  

、刑事
けいじ

事件
じけん

における運用
うんよう

において

手続上
てつづきじょう

の配慮
はいりょ

を適切
てきせつ

に行う
おこな  

。あわせて、これらの手続
てつづき

に携わる
たずさ    

職員
しょくいん

に対して
たい    

、

障害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

理解
りかい

を深める
ふか   

ため必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を実施
じっし

する。［5-(1)-1］ 

 

○ 知的
ちてき

障害
しょうがい

等
とう

によりコミュニケーションに困難
こんなん

を抱える
かか    

被疑者
ひ ぎ し ゃ

等
とう

に対する
たい    

取調べ
とりしら  

の録音
ろくおん

・録画
ろくが

や心理
しんり

・福祉
ふくし

関係者
かんけいしゃ

の助言
じょげん

等
とう

の取組
とりくみ

を継続
けいぞく

するとともに、更
さら

なる検討
けんとう

を

行う
おこな  

。［5-(1)-2］ 

 

○ 矯正
きょうせい

施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

する障害者
しょうがいしゃ

に対して
たい   

、社会
しゃかい

復帰
ふっき

支援
しえん

のためのプログラムの提供
ていきょう

を促進
そくしん

するとともに、これらの施設
しせつ

の職員
しょくいん

に対して
たい   

必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を実施
じっし

する。［5-(1)-
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3］ 

 

○ 矯正
きょうせい

施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

する障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

を促進
そくしん

するため、地域
ちいき

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
しえん

センター、保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

の連携
れんけい

の下
もと

、矯正
きょうせい

施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

する

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が出所
しゅっしょ

等後
とうご

に必要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービスを受
う

けるための支援
しえん

を行う
おこな  

。［5-(1)-4］ 

 

○ 弁護士
べ ん ご し

、弁護士会
べんごしかい

、日
に

本
ほん

弁護士
べ ん ご し

連合会
れんごうかい

、法
ほう

テラス等
とう

の連携
れんけい

の下
もと

、罪
つみ

を犯した
おか   

知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の社会
しゃかい

復帰
ふっき

の障害
しょうがい

となり得る
  う  

法的
ほうてき

紛争
ふんそう

の解決
かいけつ

等
とう

に必要
ひつよう

な支援
しえん

を行う
おこな  

な

ど、再犯
さいはん

防止
ぼうし

の観点
かんてん

からの社会
しゃかい

復帰
ふっき

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［5-(1)-5］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が民事
みんじ

事件
じけん

、家事
か じ

事件
じけん

等
とう

の法的
ほうてき

紛争
ふんそう

の当事者
とうじしゃ

その他
  た

の関係人
かんけいにん

となった場合
ばあい

において、その障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう    

意思
い し

疎通
そつう

等
とう

の手段
しゅだん

を確保
かくほ

するべく、日
に

本
ほん

弁護士
べ ん ご し

連合会
れんごうかい

や法
ほう

テラス等
とう

と連携
れんけい

の下
もと

、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

配慮
はいりょ

・支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るととも

に、これらの手続
てつづき

に携わる
たずさ    

職員
しょくいん

等
とう

に対して
たい    

、障害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

理解
りかい

を

深める
ふか   

ため必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を実施
じっし

する。［5-(1)-6］ 

 

(２) 選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

等
とう

 

○ 政見
せいけん

放送
ほうそう

への手話
しゅわ

通訳
つうやく

・字幕
じまく

の付与
ふ よ

、点字
てんじ

版
ばん

、ＣＤや音声
おんせい

コード等
とう

による音声
おんせい

版
ばん

、

拡大
かくだい

文字
も じ

版
ばん

又
また

はインターネットを通じ
つう  

た候補者
こうほしゃ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

、ＩＣＴの進展
しんてん

等
とう

も

踏まえ
ふ   

ながら、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう   

選挙
せんきょ

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［5-

(2)-1：再掲
さいけい

］ 

 

○ 移動
いどう

に困難
こんなん

を抱える
かか   

障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した投票所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
     か

、障害者
しょうがいしゃ

の利用
りよう

に配慮
はいりょ

した投票
とうひょう

設備
せつび

の設置
せっち

、投票所
とうひょうじょ

における投票
とうひょう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

に努める
つと    

とともに、

障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じて
おう   

、自ら
みずか  

の意思
い し

に基づき
もと    

円滑
えんかつ

に投票
とうひょう

できるよう、取組
とりくみ
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事例
じれい

の周知
しゅうち

等
とう

を通じ
つう  

て投票
とうひょう

の秘密
ひみつ

に配慮
はいりょ

した代理
だいり

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

等
とう

の取組
とりくみ

を

促進
そくしん

する。また、選挙人
せんきょにん

を介護
かいご

する者
もの

やその他
た

の選挙人
せんきょにん

とともに投票所
とうひょうじょ

に入る
はい  

こと

についてやむを得ない
   え   

事情
じじょう

がある者
もの

として、投票
とうひょう

管理者
かんりしゃ

が認めた
みと   

者
もの

は投票所
とうひょうじょ

に入る
はい  

ことができることの周知
しゅうち

を図
はか

る。［5-(2)-2］ 

 

○ 指定
してい

病院
びょういん

等
とう

における不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

、郵便
ゆうびん

等
とう

による不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

の促進
そくしん

により、選挙
せんきょ

の公正
こうせい

を確保
かくほ

しつつ、投票所
とうひょうじょ

での投票
とうひょう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の投票
とうひょう

機会
きかい

の確保
かくほ

を図
はか

る。［5-(2)-3］ 

 

○ 全国
ぜんこく

の選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

による主権者
しゅけんしゃ

教育
きょういく

の取組
とりくみ

の調査
ちょうさ

を行う
おこな  

とともに、障害
しょうがい

の

ある個々
こ こ

のこどもに応じた
おう   

取組
とりくみ

の実施
じっし

に向け
む  

、各自治体
かくじちたい

の実施
じっし

事例
じれい

について周知
しゅうち

を

行う
おこな  

など、主権者
しゅけんしゃ

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［5-(2)-4］ 

 

(３) 行政
ぎょうせい

機関
きかん

等
とう

における配慮
はいりょ

及び
およ  

障害者
しょうがいしゃ

理解
りかい

の促進
そくしん

等
とう

 

○ 各行政
かくぎょうせい

機関
きかん

等
とう

における事務
じ む

・事業
じぎょう

の実施
じっし

に当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

差別解消法
さべつかいしょうほう

に

基づき
もと    

、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

とする社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な

配慮
はいりょ

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

）を行う
おこな  

とともに、ソフト・ハードの両面
りょうめん

にわたり、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を的確
てきかく

に行う
おこな  

ために必要
ひつよう

な環境
かんきょう

の整備
せいび

を着実
ちゃくじつ

に進める
すす    

。［5-(3)-1］ 

 

○ 行政
ぎょうせい

機関
きかん

の職員
しょくいん

等
とう

に対する
たい    

障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん    

理解
りかい

を促進
そくしん

するため、より一層
    いっそう

の

理解
りかい

の促進
そくしん

が必要
ひつよう

な障害
しょうがい

や、外見
がいけん

からは分かりにくい
わ     

障害
しょうがい

の特性
とくせい

、コミュニケーシ

ョンに困難
こんなん

を抱える
かか   

障害
しょうがい

や、複合的
ふくごうてき

に困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

に置
お

かれた障害者
しょうがいしゃ

に

求められる
もと       

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を含めた
ふく    

必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

等
とう

を含めて
ふく    

必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を実施
じっし

し、窓口
まどぐち

等
とう

における障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

の徹底
てってい

を図
はか

る。［5-(3)-2］ 
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○ 各府省
かくふしょう

において、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

、特
とく

に障害者
しょうがいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

及び
およ  

緊急
きんきゅう

時
じ

における情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を行う
おこな  

際
さい

には、字幕
じまく

・音声
おんせい

等
とう

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

や、

知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

にも分かりやすい
わ     

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を徹底
てってい

し、多様
たよう

な障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう   

配慮
はいりょ

を行う
おこな  

。［5-(3)-3：再掲
さいけい

］ 

 

○ 各府省
かくふしょう

において、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふく  

全て
すべ  

の人
ひと

の利用
りよう

しやすさに配慮
はいりょ

した行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の

電子的
でんしてき

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に取り組む
と  く  

とともに、ウェブサイト等
とう

で情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

に

当たって
あ    

は、キーボードのみで操作
そうさ

可能
かのう

な仕様
しよう

の採用
さいよう

、動画
どうが

への字幕
じまく

や音声
おんせい

解説
かいせつ

の付与
ふ よ

など、最新
さいしん

のウェブアクセシビリティ規格
きかく

を踏まえ
ふ   

、必要
ひつよう

な対応
たいおう

を行う
おこな  

。また、「み

んなの公共
こうきょう

サイト運用
うんよう

ガイドライン」について必要
ひつよう

な見直し
み な お  

を行う
おこな  

こと等
とう

により、

公的
こうてき

機関
きかん

等
とう

のウェブアクセシビリティの向上
こうじょう

等
とう

に向けた
む   

取組
とりくみ

を促進
そくしん

する。［5-(3)-4：

再掲
さいけい

］ 

 

○ 各府省
かくふしょう

における行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

に当たって
あ    

は、ＩＣＴの利
り

活用
かつよう

も踏まえ
ふ   

、ア

クセシビリティに配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこな  

。［5-(3)-5：再掲
さいけい

］ 

 

 (４) 国家
こ っ か

資格
し か く

に関する
かん     

配慮
はいりょ

等
とう

 

○ 各種
かくしゅ

の国家
こっか

資格
しかく

の取得
しゅとく

等
とう

において障害者
しょうがいしゃ

に不利
ふ り

が生じない
しょう       

よう、高等
こうとう

教育
きょういく

機関
きかん

に対し
たい  

、入学
にゅうがく

試験
しけん

の実施
じっし

や国家
こっか

資格
しかく

試験
しけん

の受験
じゅけん

資格
しかく

取得
しゅとく

に必要
ひつよう

な単位
たんい

の修得
しゅうとく

に

係る
かか  

試験
しけん

の実施
じっし

等
とう

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

を促す
うなが  

とともに、国家
こっか

資格
しかく

試験
しけん

の

実施
じっし

等
とう

に当たり
あ   

障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう    

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

する。また、いわゆる相対的
そうたいてき

欠格
けっかく

条項
じょうこう

について各制度
かくせいど

の趣旨
しゅし

や技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

、障害者
しょうがいしゃ

やその他
  た

関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

等
とう

を踏まえ
ふ   

、真
しん

に必要
ひつよう

な規
き

定か
てい  

検証
けんしょう

し、必要
ひつよう

に応じて
おう    

見直し
み な お  

を行う
おこな  

。

［5-(4)-1］ 
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６．保健
ほけん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じぶん

らしい暮らし
く   

をすることができるよ

う、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

への医療
いりょう

の提供
ていきょう

・支援
しえん

を可能
かのう

な限り
かぎ  

地域
ちいき

において行う
おこな  

。また、

入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の早期
そうき

退院
たいいん

及び
およ  

地域
ちいき

移行
いこう

を推進
すいしん

し、いわゆる社会
しゃかい

的
てき

入院
にゅういん

の

解消
かいしょう

を進める
すす    

。また、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

への円滑
えんかつ

な移行
いこう

・定着
ていちゃく

が進む
すす  

よう、切れ目
き  め

のない退院後
たいいんご

の支援
しえん

に関する
かん    

取組
とりくみ

を行う
おこな  

。 

障害者
しょうがいしゃ

が身近
みぢか

な地域
ちいき

で必要
ひつよう

な医療
いりょう

やリハビリテーションを受けられる
う     

よう、地域
ちいき

医療
いりょう

体制
たいせい

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

また、優れた
すぐ    

基礎
き そ

研究
けんきゅう

の成果
せいか

による革新的
かくしんてき

な医薬
いやく

品等
ひんとう

の開発
かいはつ

を促進
そくしん

するととも

に、最新
さいしん

の知見
ちけん

や技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

し、疾病
しっぺい

等
とう

の病因
びょういん

・病態
びょうたい

の解明
かいめい

、予防
よぼう

、治療
ちりょう

等
とう

に関する
かん    

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を推進
すいしん

する。さらに、質
しつ

の高い
たか  

医療
いりょう

サービスに対する
たい    

ニーズに応える
こた    

ため、

ＡＩやＩＣＴ、ロボット技術
ぎじゅつ

の活用
かつよう

等
とう

による革新的
かくしんてき

な医療
いりょう

機器
き き

の開発
かいはつ

を推進
すいしん

する。 

あわせて、保健
ほけん

・医療
いりょう

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ

や、難病
なんびょう

に関する
かん    

保健
ほけん

・医療
いりょう

施策
しさく

、障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

・治療
ちりょう

に関する
かん    

施策
しさく

を着実
ちゃくじつ

に進める
すす    

。 

 

(１) 精神
せいしん

保健
ほけん

・医療
いりょう

の適切
てきせつ

な提供
ていきょう

等
とう

 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

への医療
いりょう

の提供
ていきょう

・支援
しえん

を可能
かのう

な限り
かぎ  

地域
ちいき

において行う
おこな  

とともに、

入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の早期
そうき

退院
たいいん

（入院
にゅういん

期間
きかん

の短縮
たんしゅく

）及び
およ  

地域
ちいき

移行
いこう

を推進
すいしん

し、い

わゆる社会
しゃかい

的
てき

入院
にゅういん

を解消
かいしょう

するため、次
つぎ

に掲げる
かか    

取組
とりくみ

を通じ
つう  

て、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で生活
せいかつ

できるよう正しい
ただ   

理解
りかい

を促進
そくしん

し、支援
しえん

体制
たいせい

や社会
しゃかい

資源
しげん

を整備
せいび

する。［6-(1)-1］ 

 

ア 専門
せんもん

診療科
しんりょうか

以外
いがい

の診療科
しんりょうか

、保健所
ほけんじょ

等
とう

、健
けん

診
しん

の実施
じっし

機関
きかん

等
とう

と専門
せんもん

診療科
しんりょうか

との連携
れんけい
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を促進
そくしん

するとともに、様々
さまざま

な救
きゅう

急ニーズ
きゅう      

に対応
たいおう

できる精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

システムを

確立
かくりつ

するなど地域
ちいき

における適切
てきせつ

な精神
せいしん

医療
いりょう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の確立
かくりつ

や相談
そうだん

機能
きのう

の向上
こうじょう

を

推進
すいしん

する。［6-(1)-1-ア］ 

 

イ 精神科
せいしんか

デイケアのサービス提供
ていきょう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、外来
がいらい

医療
いりょう

、ひきこ

もり等
とう

の精神
せいしん

障害
しょうがい

に対する
たい    

多職種
たしょくしゅ

によるアウトリーチ（訪
ほう

問
もん

支援
しえん

・在宅
ざいたく

医療
いりょう

）を

充実
じゅうじつ

させる。［6-(1)-1-イ］ 

 

ウ 居宅
きょたく

介護
かいご

など訪問
ほうもん

系
けい

サービスの充実
じゅうじつ

や地域
ちいき

相談
そうだん

支援
しえん

（地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

・地域
ちいき

定着
ていちゃく

支援
しえん

）、自立
じりつ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

る。［6-(1)-1-ウ］ 

 

エ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

の取組
とりくみ

を担う
にな  

精神科医
せいしんかい

、看護
かんご

職員
しょくいん

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉士
ふ く し し

、

公認
こうにん

心理師
し ん り し

等
とう

について、人材
じんざい

育成
いくせい

や連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

等
とう

を図
はか

る。［6-(1)-1-エ］ 

 

○ 学校
がっこう

、職域
しょくいき

及び
およ  

地域
ちいき

における心
こころ

の健康
けんこう

に関する
かん    

相談
そうだん

、カウンセリング等
とう

の機会
きかい

の

充実
じゅうじつ

により、一般
いっぱん

国民
こくみん

の心
こころ

の健康づくり
けんこう      

対策
たいさく

を推進
すいしん

する。加えて
くわ   

、学校
がっこう

において

はこどもの心
こころ

の変化
へんか

に気付く
き づ  

ための取組
とりくみ

の促進
そくしん

、職域
しょくいき

においては事
じ

業者
ぎょうしゃ

によるメ

ンタルヘルス不調者
ふちょうしゃ

への適切
てきせつ

な対応
たいおう

、地域
ちいき

においては保健所
ほけんじょ

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センター

で心
こころ

の健康
けんこう

相談
そうだん

を行う
おこな  

。また、精神
せいしん

疾患
しっかん

の予防
よぼう

と早期
そうき

発見
はっけん

方法
ほうほう

の確立
かくりつ

及び
およ  

発見
はっけん

の

機会
きかい

の確保
かくほ

・充実
じゅうじつ

を図
はか

り、適切
てきせつ

な支援
しえん

につなげる。［6-(1)-2］ 

 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

及び
およ  

家族
かぞく

のニーズに対応
たいおう

した多様
たよう

な相談
そうだん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

る。精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

とその家族
かぞく

に対する
たい    

当事者
とうじしゃ

及び
およ  

家族
かぞく

による相談
そうだん

活動
かつどう

に取り組む
と  く  

地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対し
たい  

支援
しえん

を行う
おこな  

。また、身近
みぢか

な地域
ちいき

で、必要
ひつよう

なサービスを切れ目
き  め

なく受けられる
う     

よう、市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

を整備
せいび

するための支援
しえん

を行う
おこな  

。［6-(1)-3］ 
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○ 精神
せいしん

医療
いりょう

における人権
じんけん

の確保
かくほ

を図
はか

るため、精神
せいしん

医療
いりょう

審査会
しんさかい

運営
うんえい

マニュアルの見直し
み な お  

や地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

における好事例
こうじれい

の周知
しゅうち

などにより、都道府県
とどうふけん

及び
およ  

指定
してい

都市
と し

に対し
たい  

、そ

の機能
きのう

の充実
じゅうじつ

・適正化
てきせいか

を促す
うなが  

。［6-(1)-4］ 

 

○ 精神
せいしん

疾患
しっかん

について、患者
かんじゃ

の状態像
じょうたいぞう

や特性
とくせい

に応じた
おう   

精神
せいしん

病 床
びょうしょう

の機能
きのう

分化
ぶんか

を進める
すす    

とともに、適切
てきせつ

な医療
いりょう

の提供
ていきょう

を確保
かくほ

し、患者
かんじゃ

・家族
かぞく

による医療
いりょう

機関
きかん

の選択
せんたく

に資する
し   

よう、精神
せいしん

医療
いりょう

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

及び
およ  

安全
あんぜん

対策
たいさく

の推進
すいしん

を図
はか

る。［6-(1)-5］ 

 

○ 令和
れいわ

４(2022)年
ねん

６月
  がつ

に取りまとめられた
と       

「地域
ちいき

で安心
あんしん

して暮らせる
く    

精神
せいしん

保健
ほけん

医療
いりょう

福祉
ふくし

体制
たいせい

の実現
じつげん

に向けた
む   

検討会
けんとうかい

」の報告書
ほうこくしょ

の内容
ないよう

を踏まえ
ふ   

、精神科
せ い し ん

病院
びょういん

に入 院 中
にゅういんちゅう

の患者
かんじゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

等
とう

の観点
かんてん

から、研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

した第三者
だいさんしゃ

により病院
びょういん

を訪問
ほうもん

して

行う
おこな  

相談
そうだん

支援
しえん

の仕組み
し く  

を都道府県
とどうふけん

等
とう

の事業
じぎょう

として構築
こうちく

する。［6-(1)-6］ 

 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

とその家族
かぞく

が地域
ちいき

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じぶん

らしい暮らし
く   

をすること

ができるよう、当事者
とうじしゃ

・家族
かぞく

・保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

・教育
きょういく

等
とう

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

及び
およ  

住まい
す   

の確保
かくほ

支援
しえん

も含めた
ふく    

地域
ちいき

の基盤
きばん

整備
せいび

を推進
すいしん

し、「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム」の構築
こうちく

を推進
すいしん

する。［6-(1)-7：再掲
さいけい

］ 

 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

への円滑
えんかつ

な移行
いこう

・定着
ていちゃく

を進め
すす  

られるよう、社会
しゃかい

的
てき

活動
かつどう

の拠点
きょてん

、

在宅
ざいたく

医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

や地域
ちいき

住民
じゅうみん

の理解
りかい

の促進
そくしん

を図
はか

るとともに、働く
はたら  

ことを含め
ふく  

た、

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の退院後
たいいんご

及び
およ  

外来
がいらい

通院
つういん

時
じ

の切れ目
き  め

のない支援
しえん

に係る
かか  

取組
とりくみ

を行う
おこな  

。［6-

(1)-8］ 

 

○ 心神喪失
しんしんそうしつ

等
とう

の状態
じょうたい

で重大
じゅうだい

な他害
たがい

行為
こうい

を行った
おこな    

者
もの

の医療
いりょう

及び
およ  

観察
かんさつ

等
とう

に関する
かん    
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法律
ほうりつ

に基づ
もと  

き、同法
どうほう

対象者
たいしょうしゃ

に対
たい

する精神
せいしん

保健
ほけん

医療
いりょう

の提供
ていきょう

や医療
いりょう

と福祉
ふくし

が連携
れんけい

した

支援
しえん

を充実
じゅうじつ

させる。［6-(1)-9］ 

 

○ 精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

において、誰
だれ

もが安心
あんしん

して信頼
しんらい

できる入院
にゅういん

医療
いりょう

が実現
じつげん

されるよう、

今後
こんご

、非自発的
ひじはつてき

入院
にゅういん

のあり方
かた

及び
およ  

身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

に関し
かん  

、精神
せいしん

障害
しょうがい

を有
ゆう

する当事者
とうじしゃ

等
とう

の意見
いけん

を聞き
き  

ながら、課題
かだい

の整理
せいり

を進め
すす  

、必要
ひつよう

な見直し
み な お  

について検討
けんとう

を行う
おこな  

。［6-

(1)-10］ 

 

(２) 保健
ほけん

・医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

等
とう

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が身近
みぢか

な地域
ちいき

で必要
ひつよう

な医療
いりょう

やリハビリテーションを受け
う  

られるよう、地域
ちいき

医療
いりょう

体制
たいせい

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。その際
さい

、特
とく

に、高齢化
こうれいか

等
とう

による障害
しょうがい

の重度
じゅうど

化
か

・重複化
ちょうふくか

の予防
よぼう

及び
およ  

その対応
たいおう

に留意
りゅうい

する。［6-(2)-1］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

総
そう

合
ごう

支援
しえん

法
ほう

に基づ
もと  

き、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の心身
しんしん

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

の軽減
けいげん

を図
はか

り、

自立
じりつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな  

ために必要
ひつよう

な医療
いりょう

について、医療
いりょう

費
ひ

（自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

費
ひ

）の助成
じょせい

を行う
おこな  

。［6-(2)-2］ 

 

○ 国立
こくりつ

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーションセンターにおいて、乳幼児
にゅうようじ

期
き

から高齢期
こうれいき

までの

重度
じゅうど

・重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対し
たい  

て医療
いりょう

から職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

・社会
しゃかい

生活
せいかつ

にかけて一貫
いっかん

した

支援
しえん

を提供
ていきょう

するとともに、二次
に じ

障害
しょうがい

の予防
よぼう

や健康
けんこう

増進
ぞうしん

活動
かつどう

等
とう

の支援
しえん

サービスを

提供
ていきょう

する。また、発達
はったつ

支援
しえん

及び
およ  

リハビリテーション手法
しゅほう

の開発
かいはつ

や、試行的
しこうてき

サービスを

提供
ていきょう

し、その情報
じょうほう

発信
はっしん

を行う
おこな  

。［6-(2)-3］ 

 

○ 骨
ほね

、関節
かんせつ

等
とう

の機能
きのう

や感覚器
かんかくき

機能
きのう

の障害
しょうがい

、高次脳
こうじのう

機能
きのう

障害
しょうがい

等
とう

のリハビリテーション

による機能
きのう

の維持
い じ

、回復
かいふく

が期待
きたい

される障害
しょうがい

について、適切
てきせつ

な評価
ひょうか

、病院
びょういん

から地域
ちいき

等
とう
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への一貫
いっかん

したリハビリテーションの確保
かくほ

を図
はか

る。［6-(2)-4］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

を図
はか

るため、福祉
ふくし

サービスと連携
れんけい

した保健
ほけん

サービスの

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。また、障害
しょうがい

に起因
きいん

して合併
がっぺい

しやすい疾患
しっかん

、外傷
がいしょう

、感染症
かんせんしょう

等
とう

の予防
よぼう

と、これらを合併
がっぺい

した際
さい

の障害
しょうがい

及び
およ  

合併
がっぺい

症
しょう

に対し
たい  

て適切
てきせつ

な医療
いりょう

の確保
かくほ

を

図
はか

る。［6-(2)-5］ 

 

○ 定期的
ていきてき

に歯科
し か

検診
けんしん

を受け
う  

ること等
とう

又
また

は歯科
し か

医療
いりょう

を受け
う  

ることが困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に

対する
たい    

歯科
し か

疾患
しっかん

の予防
よぼう

等
とう

による口腔
こうくう

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

を図
はか

る取組
とりくみ

を進め
すす  

るととも

に、障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

に応じ
おう  

た知識
ちしき

や技術
ぎじゅつ

を有する
ゆう    

歯科
し か

専門
せんもん

職
しょく

を育成
いくせい

するための取組
とりくみ

を促進
そくしん

する。［6-(2)-6］ 

 

(３) 保健
ほけん

・医療
いりょう

の向上
こうじょう

に資する
し   

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

等
とう

の推進
すいしん

 

○ 優れた
すぐ    

基礎
き そ

研究
けんきゅう

の成果
せいか

による革新的
かくしんてき

な医薬品
いやくひん

・医療
いりょう

機器
き き

の開発
かいはつ

を促進
そくしん

するため、

研究
けんきゅう

の支援
しえん

、臨床
りんしょう

研究
けんきゅう

・治験
ちけん

環境
かんきょう

の整備
せいび

、独立行政法人
どくりつぎょうせいほうじん

医薬品
いやくひん

医療
いりょう

機器
き き

総合
そうごう

機構
きこう

のＲＳ戦略
せんりゃく

32相談
そうだん

の活用
かつよう

等
とう

を推進
すいしん

する。［6-(3)-1］ 

 

○ 最新
さいしん

の知見
ちけん

や技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

し、倫理的
りんりてき

側面
そくめん

に配慮
はいりょ

しつつ、疾病
しっぺい

等
とう

の病因
びょういん

・病態
びょうたい

の

解明
かいめい

、予防
よぼう

、治療
ちりょう

等
とう

に関する
かん    

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を推進
すいしん

する。また、再生
さいせい

医療
いりょう

について、多く
おお  

の障害者
しょうがいしゃ

、患者
かんじゃ

が活用
かつよう

できるよう、研究
けんきゅう

開発
かいはつ

の推進
すいしん

及び
およ  

実用化
じつようか

の加速
かそく

に取り組
と  く

む。

［6-(3)-2］ 

 

 
                                                  
32 レギュラトリーサイエンス戦略

せんりゃく

相談
そうだん

（大学
だいがく

・研究
けんきゅう

機関
き か ん

、ベ
べ

ンチャー企業
きぎょう

を主
おも

な対象
たいしょう

とし、医薬品
いやくひん

、

医療
いりょう

機器
き き

又
また

は再生
さいせい

医療
いりょう

等
とう

製品
せいひん

の候補
こ う ほ

選定
せんてい

の最終
さいしゅう

段階
だんかい

から臨床
りんしょう

開発
かいはつ

初期
し ょ き

に至る
いた  

までに必要
ひつよう

な試験
し け ん

・治験
ち け ん

計画
けいかく

策定
さくてい

等
とう

に関する
かん    

相談
そうだん

）。 
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○ 脳
のう

機能
きのう

研究
けんきゅう

の推進
すいしん

により、高次脳
こうじのう

機能
きのう

障害
しょうがい

、感覚
かんかく

認知
にんち

機能
きのう

障害
しょうがい

等
とう

に関する
かん    

新た
あら  

な診断
しんだん

法の開発
かいはつ

、リハビリテーションの効率化
こうりつか

及び
およ  

訓練
くんれん

プログラムの改善
かいぜん

を進め
すす  

る。

［6-(3)-3］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

機能
きのう

全体
ぜんたい

の維持
い じ

・回復
かいふく

のため、リハビリテーション技術
ぎじゅつ

の開発
かいはつ

を

推進
すいしん

する。［6-(3)-4］ 

 

○ 質
しつ

の高い
たか  

サービスに対する
たい    

ニーズに応える
こた    

ため、ＡＩ（人工
じんこう

知能
ちのう

）やＩＣＴ、ロボ

ット技術
ぎじゅつ

の活用
かつよう

等
とう

による革新的
かくしんてき

な医療
いりょう

機器
き き

の開発
かいはつ

を推進
すいしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の

生活
せいかつ

や自立
じりつ

を支援
しえん

する機器
き き

の開発
かいはつ

を支援
しえん

する。［6-(3)-5］ 

 

(４) 保健
ほけん

・医療
いりょう

を支える
ささ    

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ

 

○ 医師
い し

・歯科
し か

医師
い し

の養成
ようせい

課程
かてい

及び
およ  

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

において、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

医療
いりょう

や総
そう

合
ごう

的
てき

なリハビリテーションに関する
かん    

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、「社会
しゃかい

モデル」の考え方
かんが かた

を

踏まえ
ふ   

障害
しょうがい

に関する
かん    

理解
りかい

を深め
ふか  

るなど、資質
ししつ

の向上
こうじょう

に努める
つと    

とともに、様々
さまざま

な場面
ばめん

や対象者
たいしょうしゃ

に対応
たいおう

できる質の高い
しつ  たか  

看護
かんご

職員
しょくいん

等
とう

の養成
ようせい

に努める
つと    

。［6-(4)-1］ 

 

○ 理学
りがく

療法士
りょうほうし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

、言語
げんご

聴覚士
ちょうかくし

等
とう

のリハビリテーションに従事
じゅうじ

する者
もの

につい

て、専門
せんもん

的
てき

な技術
ぎじゅつ

及び
およ  

知識
ちしき

を有する
ゆう    

人材
じんざい

の確保
かくほ

と資質
ししつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る。［6-(4)-2］ 

 

○ 地域
ちいき

において健康
けんこう

相談
そうだん

等
とう

を行う
おこな  

保健
ほけん

所
じょ

、保健
ほけん

センター等
とう

の職員
しょくいん

の資質
ししつ

の向上
こうじょう

を

図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

にとって必要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

が速やか
すみ   

に

行わ
おこな  

れるよう地域
ちいき

の保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

事業
じぎょう

従事
じゅうじ

者
しゃ

及び
およ  

教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

間
かん

の連携
れんけい

を図
はか

る。

［6-(4)-3］ 
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○ 発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そうき

発見
はっけん

、早期
そうき

支援
しえん

の重要性
じゅうようせい

に鑑み
かんが  

、発達
はったつ

障害
しょうがい

の診療
しんりょう

・支援
しえん

がで

きる医師
い し

の養成
ようせい

を図
はか

るとともに、巡回
じゅんかい

支援
しえん

専門
せんもん

員
いん

等
とう

の支援
しえん

者
しゃ

の配置
はいち

の促進
そくしん

を図
はか

る。

［6-(4)-4］ 

 

(５) 難病
なんびょう

に関する
かん    

保健
ほけん

・医療
いりょう

施策
しさく

の推進
すいしん

 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の実態
じったい

把握
はあく

、病因
びょういん

・病態
びょうたい

の解明
かいめい

、画期的
かっきてき

な診断
しんだん

・治療法
ちりょうほう

の開発
かいはつ

を推進
すいしん

するとともに、診断
しんだん

基準
きじゅん

・治療
ちりょう

指針
ししん

の確立
かくりつ

及び
およ  

普及
ふきゅう

を通じ
つう  

て、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

が受け
う  

る医療
いりょう

水準
すいじゅん

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、幅広い
はばひろ  

難病
なんびょう

の研究
けんきゅう

を推進
すいしん

する。［6-(5)-1］ 

 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対し
たい  

、総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

・支援
しえん

や地域
ちいき

における受入
うけいれ

病院
びょういん

の確保
かくほ

を図
はか

るとと

もに、在宅
ざいたく

療養
りょうよう

上
じょう

の適切
てきせつ

な支援
しえん

を行う
おこな  

ことにより、安定
あんてい

した療養
りょうよう

生活
せいかつ

の確保
かくほ

と

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

及び
およ  

その家族
かぞく

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る。［6-(5)-2］ 

 

○ 難病
なんびょう

に関する
かん    

医療
いりょう

の確立
かくりつ

、普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の医療
いりょう

費
ひ

の負担
ふたん

軽減
けいげん

を図
はか

るため、医療
いりょう

費
ひ

助成
じょせい

を行う
おこな  

。［6-(5)-3］ 

 

○ 長期
ちょうき

にわたり療養
りょうよう

を必要
ひつよう

とし、及び
およ  

その生命
せいめい

に危険
きけん

が及ぶ
およ  

おそれがある疾病
しっぺい

であ

って、療養
りょうよう

のために多額
たがく

の費用
ひよう

を要する
よう    

ものに対し
たい  

、健全
けんぜん

育成
いくせい

の観点
かんてん

から、その疾病
しっぺい

にかかっている患児
かんじ

家庭
かてい

の医療
いりょう

費
ひ

の負担
ふたん

軽減
けいげん

を図
はか

るため、医療
いりょう

費
ひ

助成
じょせい

を行う
おこな  

。［6-

(5)-4］ 

 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の療養
りょうよう

上
じょう

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

上
じょう

での悩み
なや  

や不安
ふあん

等
とう

の解消
かいしょう

を図
はか

るとともに、

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

したきめ細やか
こま    

な相談
そうだん

や支援
しえん

を通じ
つう  

て地域
ちいき

における

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

支援
しえん

対策
たいさく

を実施
じっし

するため、各種
かくしゅ

相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

やピアサポート等
とう

を行う
おこな  

難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
しえん

センターを中心
ちゅうしん

とし、難病
なんびょう

診療
しんりょう

連携
れんけい

拠点
きょてん

病院
びょういん

、地方公共
ちほうこうきょう

団体等
だんたいとう
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の様々
さまざま

な関係者
かんけいしゃ

間
かん

での連携
れんけい

を推進
すいしん

し、地域
ちいき

で生活
せいかつ

する難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

におけ

る相談
そうだん

・支援
しえん

や地域
ちいき

交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

などを行う
おこな  

。［6-(5)-5］ 

 

○ 小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

児童
じどう

等
とう

においては、幼少期
ようしょうき

から慢性的
まんせいてき

な疾病
しっぺい

にかかっており、

長期
ちょうき

にわたり療養
りょうよう

が必要
ひつよう

なことから、社会
しゃかい

との接点
せってん

が希薄
きはく

になり、社会
しゃかい

生活
せいかつ

を行う
おこな  

上
うえ

での自立
じりつ

が阻
そ

害され
がい   

ているため、地域
ちいき

の実情
じつじょう

に応じ
おう  

た相談
そうだん

支援
しえん

等
とう

の充実
じゅうじつ

により

社会
しゃかい

生活
せいかつ

への自立
じりつ

の促進
そくしん

を図
はか

る取組
とりくみ

を行う
おこな  

。［6-(5)-6］ 

 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

に対する
たい    

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

の提供
ていきょう

に当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

総
そう

合
ごう

支援
しえん

法
ほう

の対象
たいしょう

疾病
しっぺい

の拡大
かくだい

を図
はか

っていくとともに、各
かく

地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

において、難病
なんびょう

等
とう

の特性
とくせい

（病 状
びょうじょう

の変化
へんか

や進行
しんこう

、福祉
ふくし

ニーズ等
とう

）に配慮
はいりょ

した円滑
えんかつ

な事務
じ む

が実施
じっし

される

よう、理解
りかい

と協 力
きょうりょく

の促進
そくしん

を図
はか

る。［6-(5)-7］ 

 

(６) 障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

・治療
ちりょう

 

○ 妊産婦
にんさんぷ

・乳幼児
にゅうようじ

・児童
じどう

に対する
たい    

健診
けんしん

及び
およ  

保健
ほけん

指導
しどう

、新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

スクリーニング等
とう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

、周産期
しゅうさんき

医療
いりょう

・小児
しょうに

医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

等
とう

を図
はか

るとともに、これらの機会
きかい

の活用
かつよう

により、疾病
しっぺい

等
とう

の早期
そうき

発見
はっけん

及び
およ  

治療
ちりょう

、早期
そうき

療養
りょうよう

を図
はか

る。また、障害
しょうがい

の早期
そうき

発見
はっけん

と早期
そうき

の発達
はったつ

支援
しえん

を図
はか

るため、診断
しんだん

、治療
ちりょう

及
およ

び発達
はったつ

支援
しえん

の知見
ちけん

と経験
けいけん

を有する
ゆう    

医療
いりょう

・福祉
ふくし

の専門
せんもん

職
しょく

の確保
かくほ

を図
はか

る。［6-(6)-1］ 

 

○ 生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

を予防
よぼう

するとともに合併
がっぺい

症
しょう

の発症
はっしょう

や症 状
しょうじょう

の進展
しんてん

等
とう

を予防
よぼう

するた

め、栄養
えいよう

・食
しょく

生活
せいかつ

、身体
しんたい

活動
かつどう

・運動
うんどう

、休養
きゅうよう

、飲酒
いんしゅ

、喫煙
きつえん

及び
およ  

歯
は

・口腔
こうくう

の健康
けんこう

に関する
かん    

生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の改善
かいぜん

による健康
けんこう

の増進
ぞうしん

、医療
いりょう

連携
れんけい

体制
たいせい

の推進
すいしん

、健康
けんこう

診査
しんさ

・保健
ほけん

指導
しどう

の

実施
じっし

等
とう

に取り組
と  く

む。［6-(6)-2］ 
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○ 疾患
しっかん

、外傷
がいしょう

等
とう

に対し
たい  

て適切
てきせつ

な治療
ちりょう

を行う
おこな  

ため、専門
せんもん

医療
いりょう

機関
きかん

、身近
みぢか

な地域
ちいき

にお

ける医療
いりょう

機関
きかん

及び
およ  

在宅
ざいたく

における医療
いりょう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

並
なら

びに保健
ほけん

所
じょ

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センター、児童
じどう

相談
そうだん

所
じょ

、市町村
しちょうそん

等
とう

による保健
ほけん

サービス等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

並
なら

び

にこれらの連携
れんけい

を促進
そくしん

する。［6-(6)-3］ 
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７．自立
じりつ

した生活
せいかつ

の支援
しえん

・意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の推進
すいしん

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

障害者
しょうがいしゃ

の望む
のぞ  

暮
く

らしを実現
じつげん

できるよう自ら
みずか  

意思
い し

を決定
けってい

すること及び
およ  

表明
ひょうめい

する

ことが困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に対し
たい  

、本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から必要
ひつよう

な意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

を行う
おこな  

とともに、障害者
しょうがいしゃ

が自ら
みずか  

の決定
けってい

に基づ
もと  

き、身近
みぢか

な地域
ちいき

で相談
そうだん

支援
しえん

を

受け
う  

ることのできる体制
たいせい

を構築
こうちく

する。 

また、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

を一層
いっそう

推進
すいしん

し、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

なときに必要
ひつよう

な場所
ばしょ

で、

地域
ちいき

の実情
じつじょう

に即し
そく  

た適切
てきせつ

な支援
しえん

を受け
う  

られるよう取組
とりくみ

を進め
すす  

ることを通じ
つう  

、障害
しょうがい

の

有無
う む

にかかわらず、国民
こくみん

が相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊重
そんちょう

し、安全
あんぜん

に安心
あんしん

して暮らす
く   

ことの

できる地域
ちいき

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

る。 

さらに、障害者
しょうがいしゃ

及び
およ  

障害
しょうがい

のあるこどもが、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こじん

としての

尊厳
そんげん

にふさわしい日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな  

ことができるよう、在宅
ざいたく

サービス

の量的
りょうてき

・質
しつ

的
てき

な充実
じゅうじつ

、障害
しょうがい

のあるこどもへの支援
しえん

の充実
じゅうじつ

、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの

質
しつ

の向上
こうじょう

、アクセシビリティ向上
こうじょう

に資する
し   

機器
き き

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

、障害
しょうがい

福祉
ふくし

人材
じんざい

の

育成
いくせい

・確保
かくほ

等
とう

に着実
ちゃくじつ

に取り組
と  く

む。 

 

(１) 意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の推進
すいしん

 

○ 自ら
みずか  

意思
い し

を決定
けってい

すること（意思
い し

を形成
けいせい

及び
およ  

表明
ひょうめい

する段階
だんかい

を含む
ふく  

。）に支援
しえん

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を適切
てきせつ

に利用
りよう

することができるよう、本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、相談
そうだん

支援
しえん

専門
せんもん

員
いん

やサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

及び
およ  

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

管理責任者
かんりせきにんしゃ

等
とう

に対する
たい    

研修
けんしゅう

等
とう

を通じ
つう  

た意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の質
しつ

の向上
こうじょう

や意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

ガ

イドラインの普及
ふきゅう

を図
はか

ること等
とう

により、意思
い し

決定
けってい

の支援
しえん

に配慮
はいりょ

しつつ、必要
ひつよう

な支援
しえん

等
とう

が行
おこな

われることを推進
すいしん

する。［7-(1)-1：再掲
さいけい

］ 
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○ 知的
ちてき

障害
しょうがい

又
また

は精神
せいしん

障害
しょうがい

により判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な者
もの

による成年後見
せいねんこうけん

制度
せいど

の

適切
てきせつ

な利用
りよう

を促進
そくしん

するため、必要
ひつよう

な経
けい

費
ひ

について助成
じょせい

を行う
おこな  

とともに、成年後見
せいねんこうけん

、

保
ほ

佐
さ

及び
およ  

補助
ほじょ

の業務
ぎょうむ

を適正
てきせい

に行う
おこな  

ことができる人材
じんざい

の育成
いくせい

及び
およ  

活用
かつよう

を図
はか

るための

研修
けんしゅう

を行う
おこな  

。あわせて、尊厳
そんげん

のある本人
ほんにん

らしい生活
せいかつ

の継続
けいぞく

や本人
ほんにん

の地域
ちいき

社会
しゃかい

への

参加
さんか

等
とう

へのノーマライゼーションの理念
りねん

を十分
じゅうぶん

考慮
こうりょ

した上
うえ

で、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の見直
みなお

しに向
む

けた検討
けんとう

を行
おこな

う。［7-(1)-2：再掲
さいけい

］ 

 

(２) 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が自ら
みずか  

の決定
けってい

に基づ
もと  

き、身近
みぢか

な地域
ちいき

で相談
そうだん

支援
しえん

を受け
う  

ることのできる体制
たいせい

を構築
こうちく

するため、様々
さまざま

な障害
しょうがい

種別
しゅべつ

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、状態
じょうたい

等
とう

に対応
たいおう

し、総
そう

合
ごう

的
てき

な相談
そうだん

支援
しえん

を提供
ていきょう

する体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

る。［7-(2)-1］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

個々
こ こ

の心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

、サービス利用
りよう

の意向
いこう

や家族
かぞく

の意向
いこう

等
とう

を踏まえ
ふ   

たサー

ビス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

案
あん

の作成
さくせい

等
とう

、当事者
とうじしゃ

の支援
しえん

の必要
ひつよう

性
せい

に応じ
おう  

た適切
てきせつ

な支給
しきゅう

決定
けってい

の実施
じっし

に向け
む  

た取組
とりくみ

を進め
すす  

る。［7-(2)-2］ 

 

○ 相談
そうだん

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

への専門
せんもん

的
てき

指導
しどう

や人材
じんざい

育成
いくせい

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の相談
そうだん

等
とう

を総
そう

合
ごう

的
てき

に行い
おこな  

、

地域
ちいき

における相談
そうだん

支援
しえん

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担う
にな  

基幹
きかん

相談
そうだん

支援
しえん

センターの必要
ひつよう

性
せい

を

周知
しゅうち

し、その設置
せっち

を促進
そくしん

する。また、関係
かんけい

機関
きかん

の連携
れんけい

の緊密化
きんみつか

や地域
ちいき

の実情
じつじょう

に応じ
おう  

た体制
たいせい

整備
せいび

についての協議会
きょうぎかい

の運営
うんえい

の活性化
かっせいか

を図
はか

ることにより、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

への支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

を進め
すす  

る。［7-(2)-3］ 

 

○ 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センター等
とう

において、発達
はったつ

障害
しょうがい

児者
じしゃ

やその家族
かぞく

に対する
たい    

相談
そうだん
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支援
しえん

やペアレントメンター33の養成
ようせい

等
とう

を行う
おこな  

とともに、地域
ちいき

の医療
いりょう

、保健
ほけん

、福祉
ふくし

、教育
きょういく

、

雇用
こよう

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

による発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

地域
ちいき

協議会
きょうぎかい

で地域
ちいき

の課題
かだい

等
とう

を協議
きょうぎ

し、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センターを中心
ちゅうしん

とした地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［7-(2)-4］ 

 

○ 高次脳
こうじのう

機能
きのう

障害
しょうがい

児者
じしゃ

34への支援
しえん

について、地域
ちいき

の支援
しえん

拠点
きょてん

に相談
そうだん

支援
しえん

コーディネー

ターを配置
はいち

し、ライフステージに応じ
おう  

た専門
せんもん

的
てき

な相談
そうだん

支援
しえん

や都道府県
とどうふけん

及び
およ  

市町村
しちょうそん

が

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

への支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

るために設置
せっち

する協議会
きょうぎかい

を始め
はじ  

とした関係
かんけい

機関
きかん

と

の連携
れんけい

・調整
ちょうせい

等
とう

を行う
おこな  

とともに、高次脳
こうじのう

機能
きのう

障害
しょうがい

に関する
かん    

情報
じょうほう

発信
はっしん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［7-(2)-5］ 

 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の療養
りょうよう

上
じょう

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

上
じょう

での悩み
なや  

や不安
ふあん

等
とう

の解消
かいしょう

を図
はか

るとともに、

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

したきめ細やか
こま    

な相談
そうだん

や支援
しえん

を通じ
つう  

て地域
ちいき

における

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

支援
しえん

対策
たいさく

を推進
すいしん

するため、難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
しえん

センター等
とう

により、地域
ちいき

で生活
せいかつ

す

る難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

における相談
そうだん

・支援
しえん

を行う
おこな  

。［7-(2)-6］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

法
ほう

等
とう

に関する
かん    

積極的
せっきょくてき

な広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行う
おこな  

とともに、

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

法
ほう

等
とう

の適切
てきせつ

な運用
うんよう

を通じ
つう  

、障害
しょうがい

児者
じしゃ

に対する
たい    

虐待
ぎゃくたい

の相談
そうだん

支援
しえん

専門
せんもん

員
いん

等
とう

による未然
みぜん

防止
ぼうし

、一時保護
い ち じ ほ ご

に必要
ひつよう

な居室
きょしつ

の確保
かくほ

及び
およ  

養護者
ようごしゃ

を含め
ふく  

た家族
かぞく

に

対する
たい    

相談
そうだん

等
とう

の支援
しえん

に取り組
と  く

む。また、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

における虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

委員会
いいんかい

の設置
せっち

や従事
じゅうじ

者への虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

のための研修
けんしゅう

の実施
じっし

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

責任者
せきにんしゃ

の設置
せっち

を徹底
てってい

し、虐待
ぎゃくたい

の早期
そうき

発見
はっけん

や防止
ぼうし

に向け
む  

て取り組
と  く

む。［7-(2)-7：再掲
さいけい

］ 

 

 
                                                  
33 発達

はったつ

障害
しょうがい

児
じ

の子育
こ そ だ

て経験
けいけん

のある親
おや

であって、その経験
けいけん

をいかし、こどもが発達
はったつ

障害
しょうがい

の診断
しんだん

を受け
う  

て

間
ま

もない親
おや

などに対し
たい  

て相談
そうだん

や助言
じょげん

を行う
おこな  

人
ひと

のこと。 

34 失語症
しつごしょう

等
とう

の関連
かんれん

症 状
しょうじょう

を併発
へいはつ

した場合
ば あ い

を含む
ふく  

。 
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○ 各種
かくしゅ

ガイドラインの策定
さくてい

及び
およ  

普及
ふきゅう

、障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

員
いん

や相談
そうだん

支援
しえん

に従事
じゅうじ

する職員
しょくいん

に

対する
たい    

研修
けんしゅう

の実施
じっし

等
とう

により、相談
そうだん

業務
ぎょうむ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、児童
じどう

相談
そうだん

所
じょ

、

更生
こうせい

相談
そうだん

所
じょ

、保健
ほけん

所
じょ

等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

間
かん

のネットワークの形成
けいせい

及び
およ  

その活用
かつよう

を推進
すいしん

し、

障害者
しょうがいしゃ

が身近
みぢか

な地域
ちいき

で専門
せんもん

的
てき

相談
そうだん

を行う
おこな  

ことができる体制
たいせい

を構築
こうちく

する。［7-(2)-8］ 

 

○ 家族
かぞく

と暮
く

らす障害者
しょうがいしゃ

について情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

支援
しえん

等
とう

によりその家庭
かてい

や家族
かぞく

を

支援
しえん

する。また、ピアサポーターの育成
いくせい

を行う
おこな  

とともに、ピアカウンセリング、ピア

サポート体制
たいせい

の強化
きょうか

等
とう

35の障害者
しょうがいしゃ

同士
どうし

・家族
かぞく

同士
どうし

が行う
おこな  

援助
えんじょ

として有効
ゆうこう

かつ重要
じゅうよう

な手段
しゅだん

である当事者
とうじしゃ

等
とう

による相談
そうだん

活動
かつどう

の更
さら

なる拡充
かくじゅう

を図
はか

る。［7-(2)-9］ 

 

○ 発達
はったつ

障害
しょうがい

児者
じしゃ

やその家族
かぞく

に対する
たい    

支援
しえん

を強化
きょうか

するため、地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の活用
かつよう

によって、ピアサポートを行う
おこな  

人材
じんざい

を育成
いくせい

するとともに、ピアサポートを推進
すいしん

する。

［7-(2)-10］ 

 

○ 「女性
じょせい

に対する
たい    

暴力
ぼうりょく

をなくす運動
うんどう

」等
とう

を通じ
つう  

て、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふく  

女性
じょせい

に対する
たい    

暴力
ぼうりょく

の予防
よぼう

と根絶
こんぜつ

に向け
む  

た国民
こくみん

運動
うんどう

を一層
いっそう

推進
すいしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふく  

性
せい

犯罪
はんざい

・性
せい

暴力
ぼうりょく

の被害者
ひがいしゃ

や配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

からの暴力
ぼうりょく

の被害者
ひがいしゃ

に対する
たい    

支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、行政
ぎょうせい

の関与
かんよ

する性
せい

犯罪
はんざい

・性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひがいしゃ

のためのワンストップ支援
しえん

セ

ンターの運営
うんえい

の安定
あんてい

化
か

及び
およ  

相談
そうだん

員
いん

等
とう

に対する
たい    

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

や配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
しえん

センター等
とう

における相談
そうだん

機能
きのう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［7-(2)-11：再掲
さいけい

］ 

 

(３) 地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

、在宅
ざいたく

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

 

 
                                                  
35 ピア(peer)は「仲間

な か ま

、同輩
どうはい

、対
たい

等
とう

者
しゃ

」の意
い

。同じ
おな  

課題
か だ い

や環境
かんきょう

を体験
たいけん

する者
もの

がその体験
たいけん

から来る
く  

感情
かんじょう

を共
きょう

有する
ゆう    

ことにより、専門
せんもん

職
しょく

による支援
し え ん

では得がたい
え    

安心感
あんしんかん

や自己
じ こ

肯定感
こうていかん

を得る
え  

ことなどを目的
もくてき

とす

る。 
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○ 障害者
しょうがいしゃ

が基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こじん

としての尊厳
そんげん

にふさわしい日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな  

ことができるよう、個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

のニーズ及び
およ  

実態
じったい

に応じ
おう  

て、在宅
ざいたく

の障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな  

上
うえ

での、居宅
きょたく

介護
かいご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

、同行
どうこう

援護
えんご

、行動
こうどう

援護
えんご

等
とう

の支援
しえん

を行う
おこな  

とともに、短期
たんき

入所
にゅうしょ

及び
およ  

日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
かくほ

等
とう

により、在宅
ざいたく

サービスの量的
りょうてき

・質
しつ

的
てき

充実
じゅうじつ

を図
はか

るほか、必要
ひつよう

な時
とき

に救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

が受け
う  

られる体制
たいせい

整備
せいび

を推進
すいしん

する。［7-(3)-1］ 

 

○ 常時
じょうじ

介護
かいご

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

が、自ら
みずか  

が選択
せんたく

する地域
ちいき

で生活
せいかつ

できるよう、日中
にっちゅう

及び
およ  

夜間
やかん

における医療
いりょう

的
てき

ケアを含む
ふく  

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、体調
たいちょう

の変化
へんか

・支援
しえん

者
しゃ

の状 況
じょうきょう

等
とう

に応じ
おう  

て一時的
いちじてき

に利用
りよう

することができる社会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

を促進
そくしん

する。

［7-(3)-2］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の身体
しんたい

機能
きのう

又
また

は生活能力
せいかつのうりょく

の向上
こうじょう

を目的
もくてき

とした自立
じりつ

訓練
くんれん

（機能
きのう

訓練
くんれん

、生活
せいかつ

訓練
くんれん

）の整備
せいび

を推進
すいしん

するとともに、利用者
りようしゃ

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じ
おう  

た専門
せんもん

職員
しょくいん

による訓練
くんれん

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

し、利用者
りようしゃ

が身近
みぢか

な事業所
じぎょうしょ

において必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を受け
う  

られるようにする。

［7-(3)-3］ 

 

○ 外出
がいしゅつ

のための移動
いどう

支援
しえん

、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
きかい

を提供
ていきょう

するとともに、

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な便宜
べんぎ

を供与
きょうよ

する地域
ちいき

活動
かつどう

支援
しえん

センターの機能
きのう

の充実
じゅうじつ

等
とう

、地域
ちいき

生活
せいかつ

を支援
しえん

するために地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

が地域
ちいき

の特性
とくせい

や利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

に応じ
おう  

て実施
じっし

す

る取組
とりくみ

に対する
たい    

支援
しえん

を推進
すいしん

する。［7-(3)-4］ 

 

○ 地域
ちいき

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

を進め
すす  

るために、地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せいび

を図
はか

り、

障害
しょうがい

の重度
じゅうど

化
か

・高齢化
こうれいか

にも対応
たいおう

できるよう、居住
きょじゅう

支援
しえん

、サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
かくほ

及び
およ  

専門
せんもん

的
てき

ケアの支援
しえん

を行う
おこな  

機能
きのう

を強化
きょうか

する。また、地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

拠点
きょてん

等
とう

について
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は、緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
うけい

れ対応
たいおう

とともに、体験
たいけん

の機会
きかい

・場
ば

の提供
ていきょう

や入所
にゅうしょ

施設
しせつ

・病院
びょういん

、親元
おやもと

からグループホームや一人
ひとり

暮
ぐ

らしなどへの生活
せいかつ

の場
ば

の移行
いこう

支援
しえん

などの役割
やくわり

を担
にな

う。［7-

(3)-5］ 

 

○ 地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

を進め
すす  

る観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

においては、入所者
にゅうしょしゃ

の意思
い し

決定
けってい

の支援
しえん

を行い
おこな  

ながら、地域
ちいき

生活
せいかつ

移行
いこう

支援
しえん

や地域
ちいき

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

を推進
すいしん

し、また、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

における居住
きょじゅう

の場
ば

の一つ
ひと  

として、多様
たよう

な形態
けいたい

のグループホ

ームの整備
せいび

を促進
そくしん

するとともに、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

にも対応
たいおう

した体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［7-

(3)-6］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の一人暮
ひ と り ぐ

らし等
とう

を支える
ささ   

自立
じりつ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

を使
つか

いやすい制度
せいど

にすることにより、

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

を推進
すいしん

する。［7-(3)-7］ 

 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

とその家族
かぞく

が地域
ちいき

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じぶん

らしい暮
く

らしをすること

ができるよう、当事者
とうじしゃ

・家族
かぞく

・保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

・教育
きょういく

等
とう

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

及び
およ  

住まい
す   

の確保
かくほ

支援
しえん

も含め
ふく  

た地域
ちいき

の基盤
きばん

整備
せいび

を推進
すいしん

し、「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム」の構築
こうちく

を推進
すいしん

する。［7-(3)-8：再掲
さいけい

］ 

 

○ ヤングケアラーを始
はじ

めとする障害者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

支援
しえん

について、相談
そうだん

や障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を実施
じっし

して必要
ひつよう

な支援
しえん

につなぐとともに、こども等
とう

の負担
ふたん

軽減
けいげん

を図
はか

る観点
かんてん

も含め
ふく  

、障害者
しょうがいしゃ

の家事
か じ

援助
えんじょ

、短期
たんき

入所
にゅうしょ

等
とう

の必要
ひつよう

なサービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
かくほ

に取り組
と  く

む。［7-(3)-9］ 

 

(４) 障害
しょうがい

のあるこどもに対する
たい    

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

○ 障害
しょうがい

児
じ

やその家族
かぞく

を含め
ふく  

、全て
すべ  

のこどもや子育
こそだ

て家庭
かてい

を対象
たいしょう

として、身近
みぢか

な地域
ちいき
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において、子ども
こ   

・子育て
こ そ だ  

支援
しえん

法
ほう

（平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

65号
ごう

）に基づ
もと  

く給付
きゅうふ

その他
た

の支援
しえん

を可能
かのう

な限
かぎ

り講
こう

ずるとともに、障害
しょうがい

児
じ

を受け
う  

入れる
い   

保育所
ほいくじょ

のバリアフリー化
     か

の促進
そくしん

、

障害
しょうがい

児
じ

保育
ほいく

を担当
たんとう

する職員
しょくいん

の確保
かくほ

や専門
せんもん

性
せい

向上
こうじょう

を図
はか

るための研修
けんしゅう

の実施
じっし

、

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえん

事業
じぎょう

の活用
かつよう

等
とう

により、障害
しょうがい

児
じ

の保育所
ほいくじょ

での受入
うけいれ

れを促進
そくしん

する。［7-

(4)-1］ 

 

○ 障害
しょうがい

児
じ

の発達
はったつ

を支援
しえん

する観点
かんてん

から、幼児
ようじ

の成長
せいちょう

記録
きろく

や支援
しえん

上
じょう

の配慮
はいりょ

に関する
かん    

情報
じょうほう

を、情報
じょうほう

の取扱い
とりあつか  

に留意
りゅうい

しながら、必要
ひつよう

に応じ
おう  

て関係
かんけい

機関
きかん

間
かん

で共有
きょうゆう

するな

ど、障害
しょうがい

児
じ

及び
およ  

その家族
かぞく

に対し
たい  

て、乳幼児
にゅうようじ

期
き

から学校
がっこう

卒業
そつぎょう

以降
いこう

も一貫
いっかん

した効果的
こうかてき

な

支援
しえん

を地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

で提供
ていきょう

する体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

り、発達
はったつ

支援
しえん

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

やカウンセリング等
とう

の支援
しえん

を行う
おこな  

。［7-(4)-2］ 

 

○ 発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そうき

発見
はっけん

、早期
そうき

支援
しえん

の重要性
じゅうようせい

に鑑み
かんが  

、発達
はったつ

障害
しょうがい

の診療
しんりょう

・支援
しえん

がで

きる医師
い し

の養成
ようせい

を図
はか

るとともに、巡回
じゅんかい

支援
しえん

専門
せんもん

員
いん

等
とう

の支援
しえん

者
しゃ

の配置
はいち

の促進
そくしん

を図
はか

る。

［7-(4)-3：再掲
さいけい

］ 

 

○ 児童
じどう

福祉
ふくし

法
ほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第164号
だい   ごう

）に基づ
もと  

き、障害
しょうがい

児
じ

に対し
たい  

て発達
はったつ

支援
しえん

等
とう

を

行う
おこな  

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

等
とう

を提供
ていきょう

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
しえん

法
ほう

に基づ
もと  

き、居宅介護
きょたくかいご

、

短期入所
たんきにゅうしょ

、障害
しょうがい

児
じ

を一時的
いちじてき

に預
あずか

かって見守る
み ま も  

日中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

等
とう

を提供
ていきょう

し、障害
しょうがい

児
じ

が身近
みぢか

な地域
ちいき

で必要
ひつよう

な支援
しえん

を受け
う  

られる体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。また、障害児
しょうがいじ

の発達
はったつ

段階
だんかい

に応じ
おう  

て、保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえん

及び
およ  

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス等
とう

の適切
てきせつ

な支援
しえん

を提供
ていきょう

する。

［7-(4)-4］ 

 

○ 医療
いりょう

的
てき

ケア児
  じ

及び
およ  

その家族
かぞく

に対する
たい    

支援
しえん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（令和
れいわ

３年
  ねん

法律
ほうりつ

第81号
だい  ごう

）に

基づ
もと  

き、医療
いりょう

的
てき

ケアが必要
ひつよう

な障害
しょうがい

児
じ

等
とう

に対し
たい  

て、医療
いりょう

的
てき

ケア児
  じ

支援
しえん

センターが、相談
そうだん



75 

に応じ
おう  

、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や助言
じょげん

その他
  た

の支援
しえん

、関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

及び
およ  

研修
けんしゅう

の

実施
じっし

等
とう

を推進
すいしん

する。また、地域
ちいき

において包括的
ほうかつてき

な支援
しえん

が受け
う  

られるように、保健
ほけん

・医療
いりょう

・

福祉
ふくし

・教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

の連携
れんけい

促進
そくしん

に努める
つと    

。［7-(4)-5］ 

 

○ 障害
しょうがい

児
じ

について情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

支援
しえん

等
とう

によりその家庭
かてい

や家族
かぞく

を支援
しえん

するととも

に、在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

児
じ

者
しゃ

について、専門
せんもん

的
てき

な支援
しえん

の体制
たいせい

を備
そな

えた

短期入所
たんきにゅうしょ

や居宅介護
きょたくかいご

、児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

等
とう

、在宅
ざいたく

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［7-(4)-6］ 

 

○ 児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

センターについて、障害
しょうがい

の重度
じゅうど

化
か

・重複
ちょうふく

化
か

や多様化
た よ う か

を踏まえ
ふ   

、その

専門
せんもん

的
てき

機能
きのう

の強化
きょうか

を図
はか

るとともに、地域
ちいき

における中核的
ちゅうかくてき

支援
しえん

施設
しせつ

と位置付
い ち づ

け、地域
ちいき

の

事業所
じぎょうしょ

等
とう

との連携
れんけい

や、障害
しょうがい

児
じ

の医療
いりょう

的
てき

ケアを含め
ふく  

た多様
たよう

なニーズに対応
たいおう

する機関
きかん

と

しての役割
やくわり

を担う
にな  

ため、必要
ひつよう

な体制
たいせい

整備
せいび

を図
はか

る。また、障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

についても、

地域
ちいき

において、虐待
ぎゃくたい

を受け
う  

た障害
しょうがい

児
じ

等
とう

への対応
たいおう

を含め
ふく  

、様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

するた

め、専門
せんもん

的
てき

機能
きのう

の強化
きょうか

を図
はか

った上
うえ

で、より家庭
かてい

的
てき

な環境
かんきょう

の整備
せいび

等
とう

、必要
ひつよう

な体制
たいせい

整備
せいび

を図
はか

る。なお、これらの機関
きかん

が、相互
そうご

に連携
れんけい

しながら支援
しえん

体制
たいせい

を構築
こうちく

することを推進
すいしん

する。［7-(4)-7］ 

 

○ こどもの意見
いけん

を聴く
き  

機会
きかい

の確保
かくほ

等
とう

が重要
じゅうよう

とされていることから、障害
しょうがい

児
じ

において

も、こどもの意思
い し

形成
けいせい

支援
しえん

を含む
ふく  

意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

等
とう

に配慮
はいりょ

しつつ必要
ひつよう

な支援
しえん

等
とう

が行わ
おこな  

れることを推進
すいしん

する。［7-(4)-8］ 

 

(５) 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

等
とう

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス及び
およ  

相談
そうだん

支援
しえん

が円滑
えんかつ

に実施
じっし

されるよう、これらのサービス等
とう

を

提供
ていきょう

する者
もの

、又
また

はこれらの者
もの

に対し
たい  

必要
ひつよう

な指導
しどう

を行う
おこな  

者
もの

を養成
ようせい

し配置
はいち

を促進
そくしん

する。

［7-(5)-1］ 
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○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

の職員
しょくいん

が、条約
じょうやく

などを踏まえ
ふ   

、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の理念
りねん

を

理解
りかい

し、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
かぞく

の意思
い し

を尊重
そんちょう

しながら必要
ひつよう

な支援
しえん

を行う
おこな  

ことができる

よう、研修
けんしゅう

の実施
じっし

等
とう

を推進
すいしん

する。［7-(5)-2］ 

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

に対する
たい    

適切
てきせつ

な苦情
くじょう

解決
かいけつ

の推進
すいしん

、事業者
じぎょうしゃ

による自己
じ こ

評価
ひょうか

や外部
がいぶ

評価
ひょうか

など、サービスごとの特性
とくせい

を踏まえ
ふ   

た質
しつ

の評価
ひょうか

の取組
とりくみ

の

推進
すいしん

等
とう

に努める
つと    

。また、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

情報
じょうほう

公表
こうひょう

制度
せいど

の活用
かつよう

により、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を利用
りよう

する障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が個々
こ こ

のニーズに応じ
おう  

て 良
りょう

質
しつ

なサービスを

選択
せんたく

できるようにするとともに、事業者
じぎょうしゃ

によるサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る。［7-(5)-

3］ 

 

○ 自ら
みずか  

意思
い し

を決定
けってい

すること（意思
い し

を形成
けいせい

及び
およ  

表明
ひょうめい

する段階
だんかい

を含む
ふく  

。）に支援
しえん

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

を適切
てきせつ

に利用
りよう

することができるよう、本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、相談
そうだん

支援
しえん

専門
せんもん

員
いん

やサービス管理責任者
かんりせきにんしゃ

及び
およ  

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

管理責任者
かんりせきにんしゃ

等
とう

に対する
たい    

研修
けんしゅう

等
とう

を通じ
つう  

た意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の質
しつ

の向上
こうじょう

や意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

ガ

イドラインの普及
ふきゅう

を図
はか

ること等
とう

により、意思
い し

決定
けってい

の支援
しえん

に配慮
はいりょ

しつつ、必要
ひつよう

な支援
しえん

等
とう

が行わ
おこな  

れることを推進
すいしん

する。［7-(5)-4：再掲
さいけい

］ 

 

○ 地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

における障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

の策定
さくてい

に当たり
あ   

、国
くに

において、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

を支援
しえん

するためのサービス基盤
きばん

整備
せいび

等
とう

に係る
かか  

数値
すうち

目標
もくひょう

等
とう

を定めた
さだ    

基本
きほん

指針
ししん

を

策定
さくてい

し、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス及び
およ  

相談
そうだん

支援
しえん

並
なら

びに市町村
しちょうそん

及び
およ  

都道府県
とどうふけん

の地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

を提供
ていきょう

するための体制
たいせい

の確保
かくほ

が計画
けいかく

的
てき

に図
はか

られるように取り組
と  く

む。［7-(5)-5］ 

 

○ 長時間
ちょうじかん

サービスを必要
ひつよう

とする重度
じゅうど

訪問介護
ほうもんかいご

利用者
りようしゃ

等
とう

に対し
たい  

て、適切
てきせつ

な支給
しきゅう

決定
けってい

が
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なされるよう実施
じっし

主体
しゅたい

である市町村
しちょうそん

への周知
しゅうち

に取り組
と  く

むとともに、都道府県
とどうふけん

との連携
れんけい

の下
もと

、市町村
しちょうそん

に対する
たい    

支援
しえん

を行う
おこな  

。［7-(5)-6］ 

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの提供
ていきょう

に当たって
あ    

は、都道府県
とどうふけん

による管内
かんない

市町村
しちょうそん

への適切
てきせつ

な

支援
しえん

等
とう

を通じ
つう  

、地域
ちいき

間
かん

におけるサービスの格差
かくさ

について引き続き
ひ   つづ  

均
きん

てんを図
はか

る。また、

65歳
さい

を超えた
こ   

障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

な支援
しえん

を受け
う  

るための、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの支給
しきゅう

決定
けってい

に

ついて市町村
しちょうそん

ごとの運用
うんよう

状 況
じょうきょう

の差異
さ い

をできる限り
かぎ  

なくし、より適切
てきせつ

な運用
うんよう

がなされ

るよう、地方自治体
ち ほ う じ ち た い

への周知
しゅうち

に取り組
と  く

む。［7-(5)-7］ 

 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

に対する
たい    

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

の提供
ていきょう

に当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
しえん

法
ほう

の対象
たいしょう

疾病
しっぺい

の拡大
かくだい

を図
はか

っていくとともに、各
かく

地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

において、難病
なんびょう

等
とう

の特性
とくせい

（病 状
びょうじょう

の変化
へんか

や進行
しんこう

、福祉
ふくし

ニーズ等
とう

）に配慮
はいりょ

した円滑
えんかつ

な事務
じ む

が実施
じっし

される

よう、理解
りかい

と協 力
きょうりょく

の促進
そくしん

を図
はか

る。［7-(5)-8：再掲
さいけい

］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
およ  

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
しえん

するための法律
ほうりつ

及び
およ  

児童
じどう

福祉
ふくし

法
ほう

の一部
いちぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

28年
ねん

法律
ほうりつ

第65号
だい  ごう

）による改正後
かいせいご

の障害者
しょうがいしゃ

総
そう

合
ごう

支援
しえん

法
ほう

及び
およ  

児童
じどう

福祉
ふくし

法
ほう

の施行
しこう

後
ご

３年
  ねん

を目処
め ど

とした見直し
み な お  

や、都道府県
とどうふけん

及び
およ  

市町村
しちょうそん

が策定
さくてい

する

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

や障害
しょうがい

児
じ

福祉
ふくし

計画
けいかく

に基づ
もと  

く業務
ぎょうむ

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏まえ
ふ   

ながら、

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

ニーズを踏まえ
ふ   

た障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの更
さら

なる充実
じゅうじつ

等
とう

を図
はか

るための

方策
ほうさく

について、継続的
けいぞくてき

な検討
けんとう

を加え
くわ  

、必要
ひつよう

があると認める
みと    

ときは、その結果
けっか

に基づ
もと  

い

て必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずる。［7-(5)-9］ 

 

(６) 福祉
ふくし

用具
ようぐ

その他
  た

アクセシビリティの向上
こうじょう

に資する
し   

機器
き き

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

・研究
けんきゅう

開発
かいはつ

及び
およ  

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほじょ

犬
けん

の育成
いくせい

等
とう

 

○ 良
りょう

質
しつ

で安価
あんか

な福祉
ふくし

用具
ようぐ

の供 給
きょうきゅう

による利用者
りようしゃ

の利便性
りべんせい

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、研究
けんきゅう
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開発
かいはつ

の推進
すいしん

等
とう

を進め
すす  

る。また、研究
けんきゅう

開発
かいはつ

や障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のニーズを踏まえ
ふ   

、ユニバーサ

ルデザイン化
か

を促進
そくしん

し、誰
だれ

もが使い
つか  

やすいものづくりを推進
すいしん

する。さらに、福祉
ふくし

用具
ようぐ

の適切
てきせつ

な普及
ふきゅう

促進
そくしん

を図
はか

るため、積極的
せっきょくてき

に標準化
ひょうじゅんか

を進め
すす  

るとともに、必要
ひつよう

に応じ
おう  

て

国際
こくさい

規格
きかく

提案
ていあん

を行う
おこな  

。［7-(6)-1］ 

 

○ 補装具
ほ そ う ぐ

の購入
こうにゅう

、借
かり

受け
う  

又
また

は修理
しゅうり

に要する
よう    

費用
ひよう

の一部
いちぶ

に対する
たい    

公
こう

費
ひ

の支給
しきゅう

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の給付
きゅうふ

・貸与
たいよ

を行う
おこな  

とともに、福祉
ふくし

用具
ようぐ

に関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

などにより、

障害者
しょうがいしゃ

のニーズや時代
じだい

に応じ
おう  

た福祉
ふくし

用具
ようぐ

等
とう

の普及
ふきゅう

を促進
そくしん

する。日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の

給付
きゅうふ

・貸与
たいよ

については、市町村
しちょうそん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

について情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

を行い
おこな  

、品目
ひんもく

や

対象者
たいしょうしゃ

、基準
きじゅん

額
がく

などの見直し
み な お  

に資する
し   

効果的
こうかてき

な取組
とりくみ

について検討
けんとう

のうえ、市町村
しちょうそん

に

検討
けんとう

の成果
せいか

を発信
はっしん

することにより、地域
ちいき

の障害者
しょうがいしゃ

のニーズを踏まえ
ふ   

た対応
たいおう

を促し
うなが  

て

いく。［7-(6)-2］ 

 

○ 情報
じょうほう

提供
ていきょう

機関
きかん

や相談
そうだん

機関
きかん

のネットワーク体制
たいせい

の構築
こうちく

により、福祉
ふくし

用具
ようぐ

に関する
かん    

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

の整備
せいび

を推進
すいしん

するとともに、研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

等
とう

により、福祉
ふくし

用具
ようぐ

の相談
そうだん

等
とう

に従事
じゅうじ

する専門
せんもん

職員
しょくいん

の資質
ししつ

向上
こうじょう

を図
はか

る。［7-(6)-3］ 

 

○ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほじょ

犬
けん

の育成
いくせい

を図
はか

るとともに、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助犬
ほじょけん

を使用
しよう

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

が施設
しせつ

等
とう

の利用
りよう

を拒
こば

まれることがないよう、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を推進
すいしん

する。［7-(6)-4］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の自立
じりつ

行動
こうどう

支援
しえん

の観点
かんてん

から、安全
あんぜん

・安心な
あんしん  

生活
せいかつ

に向け
む  

た支援
しえん

のためのロ

ボット技術
ぎじゅつ

等
とう

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を推進
すいしん

する。また、ロボット介護
かいご

機器
き き

の開発
かいはつ

を推進
すいしん

する。

［7-(6)-5］ 

 

(７) 障害
しょうがい

福祉
ふくし

を支
ささ

える人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ
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○ 社会
しゃかい

福祉
ふくし

士
し

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

士
し

、介護
かいご

福祉
ふくし

士
し

等
とう

の福祉
ふくし

専門
せんもん

職
しょく

について、その専門
せんもん

性
せい

や

知見
ちけん

の有効
ゆうこう

な活用
かつよう

を図
はか

りつつ、養成
ようせい

及び
およ  

確保
かくほ

に努める
つと    

とともに、理学
りがく

療法士
りょうほうし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

、視
し

能
のう

訓練
くんれん

士
し

、義肢
ぎ し

装具士
そ う ぐ し

、言語
げんご

聴覚士
ちょうかくし

、公認
こうにん

心理師
し ん り し

36等
とう

のリハビリテーション

等
とう

に従事
じゅうじ

する者
もの

37について、専門
せんもん

的
てき

な技術
ぎじゅつ

及び
およ  

知識
ちしき

を有する
ゆう    

人材
じんざい

の確保
かくほ

と資質
ししつ

の

向上
こうじょう

を図
はか

り、相談
そうだん

支援
しえん

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る観点
かんてん

から、地域
ちいき

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担う
にな  

主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
しえん

専門
せんもん

員
いん

の養成
ようせい

を推進
すいしん

する。また、ホームヘルプサービスについて、障害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
りかい

したホームヘルパーの養成
ようせい

及び
およ  

研修
けんしゅう

を行う
おこな  

。さらに、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービ

ス等
とう

を提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

に対し
たい  

、労働
ろうどう

法規
ほうき

の遵守
じゅんしゅ

を徹底
てってい

するとともに、サービス従事
じゅうじ

者
しゃ

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

や職
しょく

場
ば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

などに努める
つと    

。［7-(7)-1］ 

 

○ 国立
こくりつ

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーションセンター等
とう

の国立
こくりつ

専門
せんもん

機関
きかん

等
とう

において障害
しょうがい

に

係る
かか  

専門
せんもん

的
てき

な研究
けんきゅう

を行う
おこな  

とともに、情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

・提供
ていきょう

等
とう

を行い
おこな  

、障害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

に従事
じゅうじ

する職員
しょくいん

の養成
ようせい

・研修
けんしゅう

においてこれらの機関
きかん

の積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

を図
はか

る。

［7-(7)-2］ 

 

○ 発達
はったつ

障害
しょうがい

児
じ

者
しゃ

やその家族
かぞく

に対する
たい    

支援
しえん

を強化
きょうか

するため、地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の活用
かつよう

によって、ピアサポートを行う
おこな  

人材
じんざい

を育成
いくせい

するとともに、ピアサポートを推進
すいしん

する。

［7-(7)-3：再掲
さいけい

］  

 
                                                  
36 平成

へいせい

30年
ねん

に第１回
だい かい

国家
こ っ か

試験
し け ん

を実施
じ っ し

。 

37 理学
り が く

療法士
りょうほうし

は「ＰＴ」、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

は「ＯＴ」、言語
げ ん ご

聴覚士
ちょうかくし

は「ＳＴ」と表記
ひょうき

する場合
ば あ い

もある。 
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８．教育
きょういく

の振興
しんこう

  

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

  障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔てられる
わ  へ だ     

ことなく、国民
こくみん

が相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を尊重
そんちょう

し合う
 あ  

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

、可能
かのう

な限り
かぎ  

共
とも

に教育
きょういく

を受け
う  

ることのできる仕組
し く

み

の整備
せいび

を進め
すす  

るとともに、いわゆる「社会
しゃかい

モデル」を踏まえ
ふ   

つつ、障害
しょうがい

に対する
たい    

理解
りかい

を深め
ふか  

るための取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。また、高
こう

等
とう

教育
きょういく

を含む
ふく  

学校
がっこう

教育
きょういく

における障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

及び
およ  

学生
がくせい

に対する
たい    

支援
しえん

を推進
すいしん

するため、障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

及び
およ  

学生
がくせい

に対する
たい    

適切
てきせつ

な支援
しえん

を行う
おこな  

ことができるよう環境
かんきょう

の整備
せいび

に

努める
つと    

とともに、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。さらに、障害者
しょうがいしゃ

が、

学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

も含め
ふく  

たその一生
いっしょう

を通じ
つう  

て、自ら
みずか  

の可能
かのう

性
せい

を追求
ついきゅう

できる環境
かんきょう

を

整え
ととの  

、地域
ちいき

の一員
いちいん

として豊か
ゆた  

な人生
じんせい

を送る
おく  

ことができるよう、生涯
しょうがい

を通じ
つう  

て教育
きょういく

やスポーツ、文化
ぶんか

等
とう

の様々
さまざま

な機会
きかい

に親し
した  

むための関係
かんけい

施策
しさく

を横断的
おうだんてき

かつ総
そう

合
ごう

的
てき

に

推進
すいしん

するとともに、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指す
め ざ  

。 

 

(１) インクルーシブ教育
きょういく

システム 38の推進
すいしん

 

○ 障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

に向け
む  

た主体
しゅたい

的
てき

な取組
とりくみ

を支援
しえん

するとい

う視点
してん

に立ち
た  

、基礎
き そ

的
てき

環境
かんきょう

の整備
せいび

を進め
すす  

つつ、個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

や個別
こべつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

の活用
かつよう

を通じ
つう  

て、幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

、高
こう

等
とう

学校
がっこう

、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

等
とう

（以下
い か

「全て
すべ  

の学校
がっこう

」という。）に在籍
ざいせき

する障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

が合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

を受け
う  

な

がら、適切
てきせつ

な指導
しどう

や必要
ひつよう

な支援
しえん

を受け
う  

られるようにする。こうした取組
とりくみ

を通じ
つう  

て、障害
しょうがい

 
                                                  
38 条約

じょうやく

第24条
だい  じょう

において、「インクルーシブ教育
きょういく

システム」（inclusive education system、包容
ほうよう

する

教育
きょういく

制度
せ い ど

）とは、人間
にんげん

の多様性
たようせい

の尊重
そんちょう

等
とう

の強化
きょうか

、障害者
しょうがいしゃ

が精神
せいしん

的
てき

及び
およ  

身体
しんたい

的
てき

な能力
のうりょく

等
とう

を可能
か の う

な

最大限
さいだいげん

度
ど

まで発達
はったつ

させ、自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に効果的
こうかてき

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とするとの目的
もくてき

の下
もと

、障害
しょうがい

のある者
もの

と障害
しょうがい

のない者
もの

が共
とも

に学ぶ
まな  

仕組
し く

みとされている。 
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のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

に提供
ていきょう

される配慮
はいりょ

や学び
まな  

の場
ば

の選択肢
せんたくし

を増やし
ふ   

、障害
しょうがい

の有無
う む

に

かかわらず可能
かのう

な限り
かぎ  

共
とも

に教育
きょういく

を受け
う  

られるように条件
じょうけん

整備
せいび

を進め
すす  

るとともに、

個々
こ こ

の幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

の教育
きょういく

的
てき

ニーズに最も
もっと  

的確
てきかく

に応え
こた  

る指導
しどう

を受け
う  

ることのでき

る、インクルーシブ教育
きょういく

システム（包容
ほうよう

する教育
きょういく

制度
せいど

）の整備
せいび

を推進
すいしん

する。［8-(1)-

1］ 

 

○ あわせて、「いじめの防止
ぼうし

等
とう

のための基本的
きほんてき

な方針
ほうしん

」（平成
へいせい

25年
ねん

10月
がつ

11日
にち

文部
もんぶ

科学
かがく

大臣
だいじん

決定
けってい

）等
とう

を踏まえ
ふ   

、障害
しょうがい

のある幼児
ようじ

児童生徒
じどうせいと

が関わ
かか  

るいじめ等
とう

の防止
ぼうし

や早期
そうき

発見
はっけん

等
とう

のための適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講ずる
こう   

。［8-(1)-2］ 

 

○「社会
しゃかい

モデル」の考え方
かんが かた

を踏まえ
ふ   

、学校
がっこう

の教育
きょういく

活動
かつどう

全体
ぜんたい

を通じ
つう  

た障害
しょうがい

に対する
たい    

理解
りかい

の促進
そくしん

や、異なる
こと   

学校
がっこう

間
かん

の取組
とりくみ

に当たって
あ    

の体制
たいせい

整備
せいび

を含む
ふく  

交流
こうりゅう

及び
およ  

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の事例
じれい

や在り方
あ  かた

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

や周知
しゅうち

を行う
おこな  

ことで、一層
いっそう

の推進
すいしん

を図
はか

り、

障害
しょうがい

の有無
う む

等
とう

にかかわらず互い
たが  

を尊重
そんちょう

し合いながら
 あ     

協働
きょうどう

する社会
しゃかい

を目指す
め ざ  

。［8-

(1)-3］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある児童生徒
じどうせいと

の就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

に当たって
あ    

は、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

に対する
たい    

十分
じゅうぶん

な

情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

の下
もと

、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の意見
いけん

を最大限
さいだいげん

尊重
そんちょう

しつつ、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

と

市町村
しちょうそん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

、学校
がっこう

等
とう

が、教育
きょういく

的
てき

ニーズと必要
ひつよう

な支援
しえん

について合意
ごうい

形成
けいせい

を

行う
おこな  

ことを原則
げんそく

とすることについて引き続き
ひ   つづ  

関係者
かんけいしゃ

への周知
しゅうち

を行う
おこな  

。また適切
てきせつ

な

「学び
まな  

の場
ば

」の選択
せんたく

に関する
かん    

情報
じょうほう

や、教育
きょういく

的
てき

ニーズに応じ
おう  

て柔軟
じゅうなん

に「学び
まな  

の場
ば

」

を変更
へんこう

できることについて、引き続き
ひ   つづ  

、関係者
かんけいしゃ

への周知
しゅうち

を行う
おこな  

。特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

と小
しょう

・

中
ちゅう

・高等
こうとう

学校
がっこう

のいずれかを一体的
いったいてき

に運営
うんえい

するインクルーシブな学校運営モデルを

創設
そうせつ

する。［8-(1)-4］ 
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○ 校長
こうちょう

のリーダーシップの下
もと

、校内
こうない

の状 況
じょうきょう

を適切
てきせつ

に把握
はあく

するとともに、必要
ひつよう

に応じ
おう  

て外部
がいぶ

の専門
せんもん

家
か

等
とう

とも連携
れんけい

し、特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

コーディネーターを中心
ちゅうしん

とした校内
こうない

支援
しえん

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護
かんご

師
し

、言語
げんご

聴覚士
ちょうかくし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

、理学
りがく

療法士
りょうほうし

等
とう

の専門
せんもん

家
か

及び
およ  

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

支援
しえん

員
いん

の活用
かつよう

を図
はか

ることで、全て
すべ  

の学校
がっこう

が組織
そしき

として、障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

の多様
たよう

なニーズに応じ
おう  

た支援
しえん

を提供
ていきょう

できるよう促す
うなが  

。［8-(1)-5］ 

 

○ 各
かく

学校
がっこう

における障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

に対する
たい    

合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

に当たって
あ    

は、全て
すべ  

の学びの場
まな    ば

において、情報
じょうほう

保障
ほしょう

やコミュニケーションの方法
ほうほう

について配慮
はいりょ

す

るとともに、幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

一人一人
ひとりひとり

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や教育
きょういく

的
てき

ニーズ等
とう

を把握
はあく

し、それ

に応じ
おう  

て設置
せっち

者
しゃ

・学校
がっこう

と本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

間
かん

で可能
かのう

な限り
かぎ  

合意
ごうい

形成
けいせい

を図
はか

った上
うえ

で決定
けってい

・

提供
ていきょう

されることが望ましい
のぞ     

ことを引き続き
ひ   つづ  

周知
しゅうち

する。［8-(1)-6］ 

 

○ 医療
いりょう

的
てき

ケアを必要
ひつよう

とする幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

や病気
びょうき

療養
りょうよう

児
じ

等
とう

長期
ちょうき

入院
にゅういん

を余儀なく
よ ぎ   

され

ている幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

が教育
きょういく

を受け
う  

たり、他
ほか

の幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

と共
とも

に学
まな

んだりする機会
きかい

を

確保
かくほ

するため、医療
いりょう

的
てき

ケア看護
かんご

職員
しょくいん

の配置
はいち

やこれらの幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

への支援
しえん

体制
たいせい

の

整備
せいび

に向け
む  

た調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

等
とう

の施策
しさく

の充実
じゅうじつ

に努める
つと    

。［8-(1)-7］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある生徒
せいと

の高
こう

等
とう

学校
がっこう

の入学
にゅうがく

試験
しけん

の実施
じっし

に際し
さい  

て、別室
べっしつ

実施
じっし

や時間
じかん

の延長
えんちょう

、

ＩＣＴの活用
かつよう

など、個別
こべつ

のニーズに応じ
おう  

た合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を含め
ふく  

た必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

る。［8-(1)-8］ 

 

○ 小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

における通級
つうきゅう

による指導
しどう

を担当
たんとう

する教師
きょうし

に係る
かか  

定数
ていすう

が段階
だんかい

的
てき

に基礎
き そ

定数
ていすう

化されて
か    

いることや、高
こう

等
とう

学校
がっこう

における通級
つうきゅう

による指導
しどう

が制度
せいど

化
か

されたこと等
とう

を踏まえ
ふ   

、自校通級
じこうつうきゅう

、巡回通級
じゅんかいつうきゅう

の充実
じゅうじつ

を始
はじ

めとして、通級
つうきゅう

による指導
しどう

がより一層
いっそう
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普及
ふきゅう

するよう努める
つと    

。［8-(1)-9］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある児童生徒
じどうせいと

が様々
さまざま

な支援
しえん

を利用
りよう

しつつ、自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

を促進
そくしん

できるよう、

福祉
ふくし

、労働
ろうどう

等
とう

との連携
れんけい

の下
もと

、障害
しょうがい

のある児童生徒
じどうせいと

のキャリア教育
きょういく

や就労
しゅうろう

支援
しえん

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［8-(1)-10］ 

 

○ 医療
いりょう

、保健
ほけん

、福祉
ふくし

等
とう

との連携
れんけい

の下
もと

、乳幼児
にゅうようじ

に対する
たい    

健康
けんこう

診査
しんさ

や就学
しゅうがく

時
じ

の健康
けんこう

診断
しんだん

の結果
けっか

等
とう

を活用
かつよう

し、障害
しょうがい

の早期
そうき

発見
はっけん

や早期
そうき

支援
しえん

につなげる。また、個別
こべつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

等
とう

も活用
かつよう

し、入学
にゅうがく

後
ご

の児童生徒
じどうせいと

の状態
じょうたい

等
とう

を踏まえ
ふ   

、本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

に対する
たい    

教育
きょういく

相談
そうだん

・支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。［8-(1)-11］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が就学前
しゅうがくまえ

から卒業後
そつぎょうご

まで切れ目
き  め

ない指導
しどう

・支援
しえん

を受け
う  

られるよう、幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

の成長
せいちょう

記録
きろく

や指導
しどう

内容
ないよう

等
とう

に関する
かん    

情報
じょうほう

を、情報
じょうほう

の取扱
とりあつか

いに留意
りゅうい

しなが

ら、必要
ひつよう

に応じ
おう  

て関係
かんけい

機関
きかん

間
かん

で共有
きょうゆう

・活用
かつよう

するため、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の意向
いこう

等
とう

を踏まえ
ふ   

つつ、医療
いりょう

、保健
ほけん

、福祉
ふくし

、労働
ろうどう

等
とう

との連携
れんけい

の下
もと

、個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

や個別
こべつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

の活用
かつよう

を促進
そくしん

する。［8-(1)-12］ 

 

(２) 教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せいび

 

○ 障害
しょうがい

により特別
とくべつ

な支援
しえん

を必要
ひつよう

とする幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

は、全て
すべ  

の学校
がっこう

、全て
すべ  

の学級
がっきゅう

に

在籍
ざいせき

することを前提
ぜんてい

に、 教 職
きょうしょく

課程
かてい

において必修化
ひっしゅうか

されている特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

に

関する
かん    

内容
ないよう

の着実
ちゃくじつ

な実施
じっし

のほか、全て
すべ  

の学校
がっこう

における特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

の体制
たいせい

の整備
せいび

を促す
うなが  

とともに、最新
さいしん

の知見
ちけん

も踏まえ
ふ   

ながら、管理
かんり

職
しょく

を含む
ふく  

全て
すべ  

の教
きょう

職員
しょくいん

への

研修
けんしゅう

等
とう

を促進
そくしん

することを通
とお

して、障害
しょうがい

に対する
たい    

理解
りかい

や特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

に係る
かか  

専門
せんもん

性
せい

を深め
ふか  

る取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。その際
さい

、柔軟
じゅうなん

な運用
うんよう

に配慮
はいりょ

しつつ、小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

、高
こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

の全て
すべ  

の新規
しんき

採用
さいよう

教員
きょういん

がおおむね10年目
ねんめ

までの期間内
きかんない

において、特別
とくべつ

支援
しえん
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学級
がっきゅう

の教師
きょうし

や、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の教師
きょうし

を複
ふく

数年
すうねん

経験
けいけん

することや、都道府県
とどうふけん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

が策定
さくてい

する教員
きょういん

育成
いくせい

指標
しひょう

において特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

を明確
めいかく

に位置
い ち

付
づ

けることを目指
め ざ

し、必要
ひつよう

な周知
しゅうち

・調査
ちょうさ

等
とう

を行う
おこな  

。［8-(2)-1］ 

 

○ 幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

、高
こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

における特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

の体制
たいせい

整備
せいび

や地域
ちいき

にお

ける障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

の支援
しえん

強化
きょうか

に資する
し   

よう、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の地域
ちいき

におけ

る特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

のセンターとしての機能
きのう

を充実
じゅうじつ

する。［8-(2)-2］ 

 

○ 幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

、高
こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

に在籍
ざいせき

する障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

の支援
しえん

に

おける特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

支援
しえん

員
いん

の役割
やくわり

の重要性
じゅうようせい

に鑑み
かんが  

、各
かく

地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

における

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

支援
しえん

員
いん

の配置
はいち

の促進
そくしん

を図
はか

る。［8-(2)-3］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある児童生徒
じどうせいと

の教育
きょういく

機会
きかい

の確保
かくほ

や自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の推進
すいしん

に当たって
あ    

のコミ

ュニケーションの重要性
じゅうようせい

に鑑み
かんが  

、アクセシブルなデジタル教科書
きょうかしょ

等
とう

の円滑
えんかつ

な制作
せいさく

・

供 給
きょうきゅう

やコミュニケーションに関する
かん    

ＩＣＴの活用
かつよう

も含め
ふく  

、障害
しょうがい

のある児童生徒
じどうせいと

一人一人
ひとりひとり

の教育
きょういく

的
てき

ニーズに応じ
おう  

た教科書
きょうかしょ

、教材
きょうざい

、支援
しえん

機器
き き

等
とう

の活用
かつよう

を促進
そくしん

する。［8-

(2)-4］ 

 

○ 学校
がっこう

施設
しせつ

のバリアフリー化
か

や特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の教室
きょうしつ

不足
ぶそく

解消
かいしょう

に向け
む  

た取組
とりくみ

等
とう

を

推進
すいしん

する。特
とく

に、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の避難所
ひなんじょ

として活用
かつよう

されることもある公立
こうりつ

小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

施設
しせつ

については、令和
れいわ

２(2020)年度
ねんど

に定
さだ

めた令和
れいわ

７(2025)年度
ねんど

末
まつ

までの５年間
  ねんかん

の緊急
きんきゅう

かつ集 中 的
しゅうちゅうてき

なバリアフリー化
     か

の整備
せいび

目標
もくひょう

を踏まえ
ふ   

整備
せいび

を推進
すいしん

することや、トイレの

洋式化
ようしきか

、自家
じ か

発電
はつでん

設備
せつび

を含む
ふく  

防災
ぼうさい

機能
きのう

強化
きょうか

については、学校
がっこう

設置
せっち

者
しゃ

の要望
ようぼう

を踏まえ
ふ   

て、

必要
ひつよう

な支援
しえん

に努める
つと    

。［8-(2)-5］ 
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○ 障害
しょうがい

のある幼
よう

児
じ

児童生徒
じどうせいと

の学校
がっこう

教育
きょういく

活動
かつどう

に伴う
ともな  

通学
つうがく

を含む
ふく  

移動
いどう

に係る
かか  

支援
しえん

の

充実
じゅうじつ

に努める
つと    

とともに、各
かく

地域
ちいき

における教育
きょういく

と福祉
ふくし

部局
ぶきょく

との連携
れんけい

を促す
うなが  

。［8-(2)-

6］ 

 

○ 特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

、特別
とくべつ

支援
しえん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
しどう

を担当
たんとう

する教師
きょうし

については、特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

に関する
かん    

専門
せんもん

性
せい

が特
とく

に求
もと

められることに 鑑み
かんが  

、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許状
めんきょじょう

コアカリキュラムに基づ
もと  

いた 教
きょう

職
しょく

課程
かてい

の充実
じゅうじつ

や、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

等
とう

免許状
めんきょじょう

保有率
ほゆうりつ

の向上
こうじょう

の推進
すいしん

など、専門
せんもん

性
せい

向上
こうじょう

のための施策
しさく

を進め
すす  

る。［8-(2)-7］ 

 

○ 病気
びょうき

の状態
じょうたい

により学校
がっこう

に通う
かよ  

ことが困難
こんなん

な病気
びょうき

療養
りょうよう

児
じ

の支援
しえん

の充実
じゅうじつ

に向け
む  

、Ｉ

ＣＴを活用
かつよう

した学習
がくしゅう

機会
きかい

の確保
かくほ

を促す
うなが  

等
とう

、環境
かんきょう

の整備
せいび

を促す
うなが  

。［8-(2)-8］ 

 

(３) 高
こう

等
とう

教育
きょういく

における障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
しえん

の推進
すいしん

 

○ 大学
だいがく

等
とう

が提供
ていきょう

する様々
さまざま

な機会
きかい

において、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

が障害
しょうがい

のない学生
がくせい

と

平
びょう

等
どう

に参加
さんか

できるよう、授業
じゅぎょう

等
とう

における情報
じょうほう

保障
ほしょう

やコミュニケーション 上
じょう

の

合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を含め
ふく  

た必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

、教科書
きょうかしょ

・教材
きょうざい

に関する
かん    

合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を含め
ふく  

た必要
ひつよう

な

配慮
はいりょ

等
とう

及び
およ  

施設
しせつ

のバリアフリー化
か

を促進
そくしん

する。［8-(3)-1］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある学生
がくせい

一人一人
ひとりひとり

の個別
こべつ

のニーズを踏まえ
ふ   

た建設的
けんせつてき

対話
たいわ

に基づ
もと  

く支援
しえん

を

促進
そくしん

するため、各大学
かくだいがく

等
とう

における相談
そうだん

窓口
まどぐち

の統一
とういつ

や支援
しえん

担当
たんとう

部署
ぶしょ

及び
およ  

紛争
ふんそう

の防止
ぼうし

、

解決
かいけつ

等
とう

に関する
かん    

調整
ちょうせい

機関
きかん

の設置
せっち

、専門
せんもん

知識
ちしき

や技術
ぎじゅつ

を有する
ゆう    

障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
しえん

担当
たんとう

者
しゃ

の

養成
ようせい

・配置
はいち

など、支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

や、大学間
だいがくかん

連携
れんけい

等
とう

の支援
しえん

担当
たんとう

者間
しゃかん

ネットワークの

構築
こうちく

を推進
すいしん

する。［8-(3)-2］ 

 

○ 障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
しえん

についての姿勢
しせい

・方針
ほうしん

、手続
てつづき

などに関する
かん    

学内
がくない

規程
きてい

や、支援
しえん

事例
じれい

を
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大学
だいがく

ホームページで公表
こうひょう

することを促進
そくしん

する。加
くわ

えて、これらの学内
がくない

規程
きてい

や支援
しえん

事例
じれい

のガイダンスにおける学生
がくせい

への周知
しゅうち

を促進
そくしん

する。［8-(3)-3］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の 就
しゅう

職
しょく

を支援
しえん

するため、学内
がくない

の修学
しゅうがく

支援
しえん

担当
たんとう

と 就
しゅう

職
しょく

支援
しえん

担当
たんとう

、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

への支援
しえん

を行う
おこな  

部署
ぶしょ

等
とう

の連携
れんけい

を図
はか

り、学外
がくがい

における、地域
ちいき

の

労働
ろうどう

・福祉
ふくし

機関
きかん

等
とう

就
しゅう

職
しょく

・定着
ていちゃく

支援
しえん

を行う
おこな  

機関
きかん

、就 職 先
しゅうしょくさき

となる企業
きぎょう

・団体等
だんたいとう

と

の連携
れんけい

やネットワークづくりを促進
そくしん

する。［8-(3)-4］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の支援
しえん

について理解
りかい

促進
そくしん

・普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を行う
おこな  

ため、その基礎
き そ

となる

調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

や様々
さまざま

な機会
きかい

を通じ
つう  

た情報
じょうほう

提供
ていきょう

、教
きょう

職員
しょくいん

に対する
たい    

研修
けんしゅう

等
とう

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

る。［8-(3)-5］ 

 

○ 大学
だいがく

入学
にゅうがく

共通
きょうつう

テストにおいて実施
じっし

されている障害
しょうがい

等
とう

のある受験者
じゅけんしゃ

の配慮
はいりょ

につ

いては、一人一人
ひとりひとり

のニーズに応じ
おう  

て、ＩＣＴの活用
かつよう

等
とう

により、より柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

に

努める
つと    

とともに、高
こう

等
とう

学校
がっこう

及び
およ  

大学
だいがく

関係者
かんけいしゃ

に対し
たい  

、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を含め
ふく  

た必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

の取組
とりくみ

について、一層
いっそう

の周知
しゅうち

を図
はか

る。［8-(3)-6］ 

 

○ 障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の能力
のうりょく

・適性
てきせい

、学習
がくしゅう

の成果
せいか

等
とう

を適切
てきせつ

に評価
ひょうか

するため、大学
だいがく

等
とう

の

入試
にゅうし

や単位
たんい

認定
にんてい

等
とう

の試験
しけん

における適切
てきせつ

な合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を含め
ふく  

た必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

の実施
じっし

を

促進
そくしん

する。［8-(3)-7］ 

 

○ 大学
だいがく

等
とう

の入試
にゅうし

における合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を含め
ふく  

た必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

の内容
ないよう

、施設
しせつ

のバリアフリー

化
か

の状 況
じょうきょう

、学生
がくせい

に対する
たい    

支援
しえん

内容
ないよう

・支援
しえん

体制
たいせい

、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の受
うけ

入
い

れ実績
じっせき

等
とう

に

関する
かん    

大学
だいがく

等
とう

の情報
じょうほう

公開
こうかい

を促進
そくしん

する。［8-(3)-8］ 
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(４) 生涯
しょうがい

を通じ
つう  

た多様
たよう

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

○ 学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

で自立
じりつ

して生
い

きるために必要
ひつよう

となる力
ちから

を生涯
しょうがい

にわ

たり維持
い じ

・開発
かいはつ

・伸長
しんちょう

するため、効果的
こうかてき

な学習
がくしゅう

や支援
しえん

の在り方
あ  かた

等
とう

に関する
かん    

研究
けんきゅう

や

成果
せいか

普及
ふきゅう

等
とう

を行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の各
かく

ライフステージにおける学
まな

びを支援
しえん

する。このこと

を通じ
つう  

、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

や社会
しゃかい

への参加
さんか

を促進
そくしん

し、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

につなげる。［8-

(4)-1］ 

 

○ 障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、全て
すべ  

のこどもたちの成長
せいちょう

を地域
ちいき

全体
ぜんたい

で支
ささ

える社会
しゃかい

が

実現
じつげん

できるよう、コミュニティ・スクールと地域
ちいき

学校
がっこう

協働
きょうどう

活動
かつどう

を一体的
いったいてき

に推進
すいしん

し、

こどもたちの多様
たよう

な学習
がくしゅう

・体験
たいけん

活動
かつどう

等
とう

を充実
じゅうじつ

する。［8-(4)-2］ 

 

○ 放送
ほうそう

大学
だいがく

において、テレビ授業
じゅぎょう

への字幕
じまく

の付与
ふ よ

や点字
てんじ

試験
しけん

問題
もんだい

の作成
さくせい

など、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

への学習
がくしゅう

支援
しえん

を一層
いっそう

充実
じゅうじつ

する。［8-(4)-3］ 

 

○ 視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（令和
れいわ

元年
がんねん

法律
ほうりつ

第49号
だい  ごう

）

及び
およ  

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

の推進
すいしん

に関する
かん    

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

」（令和
れいわ

２年
  ねん

７月
  がつ

策定
さくてい

）等
とう

を踏まえ
ふ   

、公共
こうきょう

図
と

書館
しょかん

、学校
がっこう

図
と

書館
しょかん

、国立
こくりつ

国会
こっかい

図書館
としょかん

、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
しせつ

等
とう

が連携
れんけい

を図
はか

りながら、障害者
しょうがいしゃ

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

を促進
そくしん

するとと

もに、図
と

書館
しょかん

サービス人材
じんざい

等
とう

の育成
いくせい

を図
はか

る。［8-(4)-4］ 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が生涯
しょうがい

にわたり教育
きょういく

やスポーツ、文化
ぶんか

などの様々
さまざま

な機会
きかい

に親し
した  

むことが

できるよう、訪問
ほうもん

支援
しえん

を含む
ふく  

多様
たよう

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行う
おこな  

学びの場
まな    ば

やその機会
きかい

を提供
ていきょう

・

充実
じゅうじつ

する。［8-(4)-5］ 
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９．雇用
こよう

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じりつ

の支援
しえん

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で質の高い
しつ  たか  

自立
じりつ

した生活
せいかつ

を営む
いとな  

ためには就労
しゅうろう

が重要
じゅうよう

であるとの

考え方
かんが かた

の下
もと

、働く
はたら  

意欲
いよく

のある障害者
しょうがいしゃ

がその適性
てきせい

に応じ
おう  

て能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
はっき

する

ことができるよう、多様
たよう

な就 業
しゅうぎょう

の機会
きかい

を確保
かくほ

するとともに、就労
しゅうろう

支援
しえん

の担い手
に な て

の

育成
いくせい

等
とう

を図
はか

る。また、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な者
もの

に対し
たい  

ては工賃
こうちん

の水準
すいじゅん

の向上
こうじょう

を図
はか

るな

ど、総
そう

合
ごう

的
てき

な支援
しえん

を推進
すいしん

する。 

さらに、雇用
こよう

・就 業
しゅうぎょう

の促進
そくしん

に関する
かん

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

との適切
てきせつ

な組合
くみあわ

せの下
もと

、年金
ねんきん

や諸手当
しょてあて

の支給
しきゅう

、経済的
けいざいてき

負担
ふたん

の軽減
けいげん

等
とう

により障害者
しょうがいしゃ

の経済的
けいざいてき

自立
じりつ

を支援
しえん

する。 

(１) 総
そう

合
ごう

的
てき

な就労
しゅうろう

支援
しえん

 

○ 福祉
ふくし

、教育
きょういく

、医療
いりょう

等
とう

から雇用
こよう

への一層
いっそう

の推進
すいしん

のため、ハローワークや地域
ちいき

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

センターを始め
はじ  

とする地域
ちいき

の関係
かんけい

機関
きかん

が

密接
みっせつ

に連携
れんけい

して、職
しょく

場
ば

実習
じっしゅう

の推進
すいしん

や雇用
こよう

前
まえ

の雇入れ
やといい  

支援
しえん

から雇用
こよう

後
ご

の職
しょく

場
ば

定着
ていちゃく

支援
しえん

までの一貫
いっかん

した支援
しえん

を実施
じっし

する。［9-(1)-1］ 

○ ハローワークにおいて、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

・程度
ていど

に応じ
おう  

たきめ細
こま

かな職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

・紹介
しょうかい

、

職
しょく

場
ば

適応
てきおう

指導
しどう

等
とう

を実施
じっし

する。［9-(1)-2］ 

○ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

への不安
ふあん

を解消
かいしょう

するため、トライアル雇用
こよう

39の推進
すいしん

等
とう

の取組
とりくみ

を通じ
つう  

て、

事業
じぎょう

主
ぬし

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

への理解
りかい

の促進
そくしん

を図
はか

る。［9-(1)-3］ 

39 障害者
しょうがいしゃ

を短期
た ん き

の試行
し こ う

雇用
こ よ う

の形
かたち

で受け
う

入れる
い

ことにより、その後
ご

の常用
じょうよう

雇用
こ よ う

への移行
い こ う

の促進
そくしん

を図
はか

るこ

とを目的
もくてき

とする。 
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○ 障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

するための 環境
かんきょう

整備
せいび

等
とう

に関する
かん

各種
かくしゅ

助成
じょせい

金
きん

制度
せいど

を活用
かつよう

し、

障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

する企業
きぎょう

に対する
たい

支援
しえん

を行う
おこな  

。 あわせて、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

に関する
かん

ノ

ウハウの提供
ていきょう

等
とう

に努める
つと

。［9-(1)-4］ 

○ 地域
ちいき

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センターにおいて、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

専門
せんもん

的
てき

な職 業
しょくぎょう

リハビリ

テーションを行う
おこな  

とともに、事業
じぎょう

主
ぬし

に対し
たい  

て雇用
こよう

管理
かんり

に関する
かん

助言
じょげん

等
とう

の支援
しえん

を

行う
おこな  

。また、障害者
しょうがいしゃ

の職
しょく

場
ば

への適応
てきおう

を促進
そくしん

するため、職
しょく

場
ば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

（ジョブコ

ーチ）による直接的
ちょくせつてき

・専門
せんもん

的
てき

な支援
しえん

を行う
おこな  

とともに、地域
ちいき

の就労
しゅうろう

支援
しえん

機関
きかん

等
とう

に対し
たい  

、

職 業
しょくぎょう

リハビリテーションサービスに関する
かん

技術
ぎじゅつ

的
てき

な助言
じょげん

・援助
えんじょ

等
とう

を行
おこな

い、地域
ちいき

に

おける障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
しえん

の担い手
に な て

の育成
いくせい

と専門
せんもん

性
せい

の向上
こうじょう

を図
はか

る。［9-(1)-5］ 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の身近
みぢか

な地域
ちいき

において、雇用
こよう

、保健
ほけん

福祉
ふくし

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

の連携
れんけい

拠点
きょてん

で

ある障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

センターの設置
せっち

の促進
そくしん

・機能
きのう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

に対し
たい  

就 業
しゅうぎょう

面
めん

及び
およ  

生活
せいかつ

面
めん

からの一体的
いったいてき

な相談
そうだん

支援
しえん

を実施
じっし

する。また、地域
ちいき

の就労
しゅうろう

支援
しえん

機関
きかん

と連携
れんけい

をしながら、継続的
けいぞくてき

な職
しょく

場
ば

定着
ていちゃく

支援
しえん

を実施
じっし

する。［9-(1)-6］ 

○ 障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

校
こう

における受講
じゅこう

については、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の希望
きぼう

を尊重
そんちょう

するよう努
つと

め、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じ
おう  

た職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を実施
じっし

するとともに、技術
ぎじゅつ

革新
かくしん

の

進展
しんてん

等
とう

に対応
たいおう

した在
ざい

職
しょく

者
しゃ

訓練
くんれん

等
とう

を実施
じっし

する。また、一般
いっぱん

の公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

施設
しせつ

においては、障害者
しょうがいしゃ

向け
む

の職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を円滑
えんかつ

に実施
じっし

できるよう体制
たいせい

を整備
せいび

する

ほか、民間
みんかん

教育
きょういく

訓練
くんれん

機関
きかん

等
とう

の訓練
くんれん

委託先
いたくさき

を活用
かつよう

し、障害者
しょうがいしゃ

の身近
みぢか

な地域
ちいき

において

障害者
しょうがいしゃ

の態様
たいよう

に応じ
おう  

た多様
たよう

な委託
いたく

訓練
くんれん

を実施
じっし

する。さらに、障害者
しょうがいしゃ

の職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の開発
かいはつ

・向上
こうじょう

の重要性
じゅうようせい

に対する
たい

事業
じぎょう

主
ぬし

や国民
こくみん

の理解
りかい

を高
たか

めるための啓発
けいはつ

に努める
つと

。

［9-(1)-7］ 
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○ 就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

を利用
りよう

して一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をした障害者
しょうがいしゃ

については、就労
しゅうろう

に

伴
ともな

う生活
せいかつ

面
めん

の課題
かだい

に対する
たい

支援
しえん

を行う
おこな  

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
しえん

により職場
しょくば

定着
ていちゃく

を推進
すいしん

す

る。［9-(1)-8］ 

○ 就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

において、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をより促進
そくしん

するため、積極的
せっきょくてき

な企業
きぎょう

での実習
じっしゅう

や求 職
きゅうしょく

活動
かつどう

の支援
しえん

（施設
しせつ

外
がい

支援
しえん

）等
とう

の推進
すいしん

を図
はか

る。また、好事例
こうじれい

等
とう

を

収 集
しゅうしゅう

し周知
しゅうち

することで支援
しえん

ノウハウの共有
きょうゆう

を図
はか

り、就労
しゅうろう

の質
しつ

を向上
こうじょう

させる。［9-

(1)-9］ 

(２) 経済的
けいざいてき

自立
じりつ

の支援
しえん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で質の高い
しつ  たか  

自立
じりつ

した生活
せいかつ

を営
いとな

み、自ら
みずか  

のライフスタイルを実現
じつげん

す

ることができるよう、雇用
こよう

・就 業
しゅうぎょう

（自営業
じえいぎょう

を含む
ふく  

。）の促進
そくしん

に関する
かん

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

との適切
てきせつ

な組合
くみあわ

せの下
もと

、年金
ねんきん

や諸手当
しょてあて

を支給
しきゅう

するとともに、各種
かくしゅ

の税制上
ぜいせいじょう

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

、低所得者
ていしょとくしゃ

に対する
たい

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスにおける利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の無料化
むりょうか

などの各種
かくしゅ

支援
しえん

制度
せいど

を運用
うんよう

し、経済的
けいざいてき

自立
じりつ

を支援
しえん

する。また、受給資格
じゅきゅうしかく

を有する
ゆう

障害者
しょうがいしゃ

が、制度
せいど

への理解
りかい

が十分
じゅうぶん

でないことにより、障害
しょうがい

年金
ねんきん

を受け
う

取る
と

ことができないことのない

よう、制度
せいど

の周知
しゅうち

に取り組
と く

む。さらに、年金
ねんきん

生活
せいかつ

者
しゃ

支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

制度
せいど

の着実
ちゃくじつ

な実施
じっし

によ

り所得
しょとく

保障
ほしょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

の所得
しょとく

状 況
じょうきょう

を定期的
ていきてき

に把握
はあく

する。［9-

(2)-1］ 

○ 特定
とくてい

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

特別
とくべつ

障害
しょうがい

給付
きゅうふ

金
きん

の支給
しきゅう

に関する
かん

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

16年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

166

号
ごう

）に基づ
もと  

き、同法
どうほう

にいう特定
とくてい

障害者
しょうがいしゃ

に対し
たい  

、特別
とくべつ

障害
しょうがい

給付
きゅうふ

金
きん

を支給
しきゅう

する。［9-(2)-

2］ 
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○ 障害者
しょうがいしゃ

による国
くに

や政府
せいふ

関係
かんけい

法人
ほうじん

が所有
しょゆう

・管理
かんり

する施設
しせつ

の利用
りよう

等
とう

に当
あ

たり、その必要
ひつよう

性
せい

や利用
りよう

実態
じったい

を踏まえ
ふ

ながら、利用
りよう

料
りょう

等
とう

に対する
たい

減免
げんめん

等
とう

の措置
そ ち

を講ずる
こう  

。［9-(2)-3］ 

(３) 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の促進
そくしん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進
そくしん

法
ほう

に基づ
もと  

く障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

率
りつ

制度
せいど

を中心
ちゅうしん

に、引き続き
ひ   つづ  

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の促進
そくしん

を図
はか

る。平成
へいせい

25(2013)年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進
そくしん

法
ほう

の改正
かいせい

により、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の

雇用
こよう

が義務化
ぎ む か

40されたことも踏まえ
ふ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

の促進
そくしん

のための取組
とりくみ

を充実
じゅうじつ

させる。［9-(3)-1］ 

○ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

ゼロ企業
きぎょう

を始め
はじ  

、法定
ほうてい

雇用
こよう

率
りつ

を達成
たっせい

していない民間
みんかん

企業
きぎょう

については、

ハローワークによる指導
しどう

などを通じ
つう  

、法定
ほうてい

雇用
こよう

率
りつ

の達成
たっせい

に向け
む

た取組
とりくみ

を進め
すす  

る。また、

国
くに

の機関
きかん

においては、民間
みんかん

企業
きぎょう

に率先
そっせん

垂範
すいはん

して障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を進め
すす  

る立場
たちば

であること

を踏まえ
ふ

、引き続き
ひ   つづ  

積極的
せっきょくてき

に障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を推進
すいしん

する。あわせて、官民
かんみん

ともに法定
ほうてい

雇用
こよう

率
りつ

の達成
たっせい

のみならず、障害者
しょうがいしゃ

が個々
こ こ

に持
も

てる能力
のうりょく

を発揮
はっき

していきいきと活躍
かつやく

できる

よう雇用
こよう

の質
しつ

の向上
こうじょう

に向け
む

て取り組
と く

む。［9-(3)-2］ 

○ 地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を一層
いっそう

促進
そくしん

するため、地方
ちほう

公務員
こうむいん

の募集
ぼしゅう

及び
およ  

採用
さいよう

並
なら

びに採用後
さいようご

の各
かく

段階
だんかい

において、平
びょう

等
どう

取扱
とりあつか

いの原則
げんそく

41及び
およ  

合理的配慮
ごうりてきはいりょ

指針
ししん

42に

基づ
もと  

く必要
ひつよう

な措置
そ ち

が講
こう

じられるよう、引き続き
ひ   つづ  

、地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

の取組
とりくみ

を促し
うなが  

ていく。

［9-(3)-3］ 

40 平成
へいせい

30(2018)年
ねん

４月
  がつ

施行
し こ う

。 

41 地方
ち ほ う

公務員法
こうむいんほう

（昭和
しょうわ

25年
ねん

法律
ほうりつ

第261号
だい   ごう

）第13条
だい  じょう

の規定
き て い

に基づ
もと  

く原則
げんそく

。 
42 雇用

こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との均
きん

等
とう

な機会
き か い

若しく
も   

は待遇
たいぐう

の確保
か く ほ

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

である

労働
ろうどう

者
しゃ

の有する
ゆう    

能力
のうりょく

の有効
ゆうこう

な発揮
は っ き

の支障
ししょう

となっている事情
じじょう

を改善
かいぜん

するために事業
じぎょう

主
ぬし

が講
こう

ずべき措置
そ ち

に

関する
かん    

指針
し し ん

（平成
へいせい

27年
ねん

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省告示
しょうこくじ

第117号
だい  ごう

） 
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○ 特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

制度
せいど

等
とう

を活用
かつよう

し、引き続き
ひ   つづ  

、障害者
しょうがいしゃ

の職
しょく

域
いき

の拡大
かくだい

及び
およ  

職
しょく

場
ば

環境
かんきょう

の

整備
せいび

を図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

率
りつ

制度
せいど

43の活用
かつよう

等
とう

により、引き続き
ひ   つづ  

、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

の拡大
かくだい

を図
はか

る。［9-(3)-4］ 

○ 一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への就
しゅう

職
しょく

につなげることを目的
もくてき

として、各府省
かくふしょう

において知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を雇用
こよう

し、１～３年
  ねん

の業務
ぎょうむ

を経験
けいけん

するチャレンジ雇用
こよう

44を実施
じっし

する。［9-(3)-5］ 

○ 都道府県
とどうふけん

労働
ろうどう

局
きょく

において、使用者
しようしゃ

による障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

など労働
ろうどう

者
しゃ

である

障害者
しょうがいしゃ

の適切
てきせつ

な権利
けんり

保護
ほ ご

のため、個別
こべつ

の相談
そうだん

等
とう

への丁寧
ていねい

な対応
たいおう

を行う
おこな  

とともに、

関係
かんけい

法令
ほうれい

の遵守
じゅんしゅ

に向け
む

た指導
しどう

等
とう

を行う
おこな  

。［9-(3)-6］ 

○ 都道府県
とどうふけん

労働
ろうどう

局
きょく

及び
およ  

ハローワークにおいて、雇用
こよう

分野
ぶんや

における障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

差別
さべつ

の禁止
きんし

及び
およ  

合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

に係る
かか  

相談
そうだん

・通報
つうほう

等
とう

があった場合
ばあい

は、必要
ひつよう

に応じ
おう  

て助言
じょげん

、指導
しどう

、勧告
かんこく

を行う
おこな  

とともに、当事者
とうじしゃ

からの求
もと

めに応じ
おう  

、労働
ろうどう

局 長
きょくちょう

による

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

援助
えんじょ

又
また

は第三者
だいさんしゃ

による調停
ちょうてい

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

援助
えんじょ

を行う
おこな  

。［9-(3)-7：再掲
さいけい

］ 

○ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

に関する
かん

優良
ゆうりょう

な中 小
ちゅうしょう

事業
じぎょう

主
ぬし

に対する
たい

認定
にんてい

制度
せいど

（もにす認定
にんてい

制度
せいど

）

により、個々
こ こ

の中 小
ちゅうしょう

事業
じぎょう

主
ぬし

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

することに加え
くわ  

、既
すで

に認定
にんてい

を受け
う

た事業
じぎょう

主
ぬし

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

を、地域
ちいき

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

のロールモデルと

して公表
こうひょう

し、認定
にんてい

事業
じぎょう

主
ぬし

の社会
しゃかい

的
てき

認知
にんち

度
ど

を高め
たか  

、他社
たしゃ

の参考
さんこう

とできるようにするこ

43 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

率
りつ

制度
せ い ど

では、重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

及び
およ  

重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

（短
たん

時間
じ か ん

労働
ろうどう

者
しゃ

を除く
のぞ  

。）について

は、１人
ひ と り

を２人
ふ た り

として算定
さんてい

することとされている。 
44 各府省

かくふしょう

・各
かく

地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

において知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を雇用
こ よ う

し、１～３年
  ねん

の業務
ぎょうむ

の経験
けいけん

を積んだ
つ

後
あと

、ハロー

ワーク等
とう

を通じ
つ う  

て一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への就 職
しゅうしょく

の実現
じつげん

を図
はか

ることを目的
もくてき

とする。 
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とで、中 小
ちゅうしょう

事業
じぎょう

主
ぬし

全体
ぜんたい

で障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の取組
とりくみ

が進展
しんてん

することを図
はか

る。［9-(3)-8］ 

〇 国
くに

の機関
きかん

の職員
しょくいん

の中
なか

から選任
せんにん

された支援
しえん

者
しゃ

（職
しょく

場
ば

適応
てきおう

支援
しえん

者
しゃ

）に対し
たい  

て、必要
ひつよう

な

知識
ちしき

・スキルを習得
しゅうとく

するためのセミナーを開催
かいさい

するなど、公務
こうむ

部門
ぶもん

における自律的
じりつてき

な

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を促進
そくしん

するための取組
とりくみ

を実施
じっし

する。［9-(3)-9］ 

(４) 障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じ
おう  

た就労
しゅうろう

支援
しえん

及び
およ  

多様
たよう

な就 業
しゅうぎょう

の機会
きかい

の確保
かくほ

 

○ 多様
たよう

な障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じ
おう  

た支援
しえん

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を図
はか

る。また、採用後
さいようご

に障害者
しょうがいしゃ

と

なった者
もの

についても、必要
ひつよう

な 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の機会
きかい

の確保
かくほ

等
とう

円滑
えんかつ

な 職
しょく

場
ば

復帰
ふっき

や雇用
こよう

の

安定
あんてい

のための施策
しさく

を講ずる
こう  

。［9-(4)-1］ 

○ 職場内
しょくばない

で精神
せいしん

･発達
はったつ

障害
しょうがい

のある同僚
どうりょう

を見守る
み ま も

精神
せいしん

･
・

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

しごとサポータ

ーの養成
ようせい

講座
こうざ

を開催
かいさい

するなどにより精神
せいしん

障害
しょうがい

に関する
かん

事業
じぎょう

主
ぬし

等
とう

の理解
りかい

を一層
いっそう

促進
そくしん

するとともに、精神
せいしん

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

に応じ
おう  

た支援
しえん

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を通じ
つう  

て、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の雇用
こよう

拡大
かくだい

と定着
ていちゃく

促進
そくしん

を図
はか

る。その際
さい

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

就労
しゅうろう

支援
しえん

に当たって
あ

は、医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

と十分
じゅうぶん

な連携
れんけい

を図
はか

るほか、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

に

対する
たい

専門
せんもん

的
てき

な支援
しえん

の強化
きょうか

を図
はか

る。［9-(4)-2］ 

○ 短
たん

時間
じかん

労働
ろうどう

や在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

、自営業
じえいぎょう

など障害者
しょうがいしゃ

が多様
たよう

な 働
はたら

き方
かた

を選択
せんたく

できる

環境
かんきょう

を整備
せいび

するとともに、ＩＣＴを活用
かつよう

したテレワーク 45の一層
いっそう

の普及
ふきゅう

・拡大
かくだい

を図
はか

り、

適切
てきせつ

な雇用
こよう

管理
かんり

を行った
おこな

上
うえ

で、時間
じかん

や場所
ばしょ

を有効
ゆうこう

活用
かつよう

できる柔軟
じゅうなん

な働き方
はたら  かた

を推進
すいしん

する。［9-(4)-3］ 

45 ＩＣＴを活用
かつよう

した、場所
ば し ょ

や時間
じ か ん

を有効
ゆうこう

活用
かつよう

できる柔軟
じゅうなん

な働
はたら

き方
かた

のこと。 



94 

○ 国
くに

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関する
かん

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第50号
だい  ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進
すいしん

法
ほう

」という。）に基づ
もと  

き、

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

の提供
ていきょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

（調達
ちょうたつ

）を推進
すいしん

する。

［9-(4)-4］ 

○ 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の農林
のうりん

水産業
すいさんぎょう

に関する
かん

技術
ぎじゅつ

習得
しゅうとく

、多世代
た せ だ い

・多属性
たぞくせい

が交流
こうりゅう

・参加
さんか

する

ユニバーサル農園
のうえん

の開設
かいせつ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が作業
さぎょう

に携わ
たずさ  

る生産
せいさん

・加工
かこう

・販売
はんばい

施設
しせつ

等
とう

の

障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

訓練
くんれん

及び
およ  

雇用
こよう

を目的
もくてき

とした福祉
ふくし

農園
のうえん

の整備
せいび

等
とう

を推進
すいしん

する（「農
のう

」と

福祉
ふくし

の連携
れんけい

の推進
すいしん

プロジェクト）。［9-(4)-5］ 

○ 農業
のうぎょう

に取り組
と く

む障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

や企業
きぎょう

等
とう

に対する
たい

情報
じょうほう

提供
ていきょう

、６次
じ

産業化
さんぎょうか

支援
しえん

等
とう

を通じ
つう  

て、農業
のうぎょう

分野
ぶんや

での障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
しえん

を推進
すいしん

する。［9-(4)-6］ 

(５) 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

支援
しえん

 

○ 事業所
じぎょうしょ

の経
けい

営力
えいりょく

強化
きょうか

に向け
む

た支援
しえん

、共同
きょうどう

受注化
じゅちゅうか

の推進
すいしん

等
とう

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
  がた

事業所
じぎょうしょ

等
とう

における工賃
こうちん

の向上
こうじょう

に向け
む

、官民
かんみん

一体
いったい

となった取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。また、

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
  がた

事業所
じぎょうしょ

における就労
しゅうろう

の質
しつ

を向上
こうじょう

させるため、平成
へいせい

29(2017)年
ねん

４

月
がつ

に改正
かいせい

した指定
してい

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

基準
きじゅん

46に基づ
もと  

き、事業所
じぎょうしょ

の生産
せいさん

活動
かつどう

の収支
しゅうし

を

利用者
りようしゃ

に支払う
し は ら

賃金
ちんぎん

の総
そう

額
がく

以上
いじょう

とすることなどとした取扱
とりあつか

いを徹底
てってい

し、安易
あんい

な事業
じぎょう

参入
さんにゅう

の抑制
よくせい

を図
はか

るとともに、基準
きじゅん

を満たさない
み

事業所
じぎょうしょ

に経営
けいえい

改善
かいぜん

計画
けいかく

の提
てい

出
しゅつ

を求
もと

めることにより、事業所
じぎょうしょ

の経営
けいえい

状 況
じょうきょう

を把握
はあく

した上
うえ

で地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

が必要
ひつよう

な指導
しどう

・

支援
しえん

を行う
おこな  

ことを通じ
つう  

、障害者
しょうがいしゃ

の賃金
ちんぎん

の向上
こうじょう

を図
はか

る。［9-(5)-1］ 

46 障害者
しょうがいしゃ

総
そう

合
ごう

支援
し え ん

法
ほう

に基づ
もと  

く指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せ つ び

及び
およ  

運営
うんえい

に関する
かん    

基準
きじゅん

（平成
へいせい

18年
ねん

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

第171号
だい   ごう

） 
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○ 障害者
しょうがいしゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進
すいしん

法
ほう

に基づ
もと  

き、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

の提供
ていきょう

する物品
ぶっぴん

・サー

ビスの優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

（調達
ちょうたつ

）を推進
すいしん

する。［9-(5)-2：再掲
さいけい

］ 
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10．文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

及び
およ  

文化
ぶんか

活動
かつどう

への参加
さんか

を通じ
つう  

て、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

と社会
しゃかい

を

豊か
ゆた  

にするとともに、国民
こくみん

の障害
しょうがい

への理解
りかい

と認識
にんしき

を深め
ふか  

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

に寄
き

与
よ

する。また、レクリエーション活動
かつどう

を通じ
つう  

て、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の体力
たいりょく

の増強
ぞうきょう

や交流
こうりゅう

、余暇
よ か

の充実
じゅうじつ

等
とう

を図
はか

る。さらに、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む

、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず誰
だれ

もが障害者
しょうがいしゃ

スポーツに親し
した  

める機会
きかい

をつくるとともに、地域
ちいき

における障害者
しょうがいしゃ

スポーツの一層
いっそう

の普及
ふきゅう

に努め
つと  

、競技
きょうぎ

性
せい

の高い
たか  

障害者
しょうがいしゃ

スポーツに

おけるアスリートの育成
いくせい

強化
きょうか

を図
はか

る。 

(１) 文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

、余暇
よ か

・レクリエーション活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

に向け
む

た社会
しゃかい

環境
かんきょう

の整備
せいび

 

○ 共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む

て、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

において鑑賞
かんしょう

、創造
そうぞう

、発表
はっぴょう

等
とう

の多様
たよう

な文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に参加
さんか

することができるよう、施設
しせつ

・設備
せつび

の整備
せいび

等
とう

を進め
すす  

るとともに、

障害者
しょうがいしゃ

のニーズに応じ
おう  

た文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
しえん

する人材
じんざい

の養成
ようせい

や確保
かくほ

、相談
そうだん

体制
たいせい

の

整備
せいび

、関係者
かんけいしゃ

のネットワークづくり等
とう

の取組
とりくみ

を行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

差別解消法
さべつかいしょうほう

改正法
かいせいほう

に

より事業者
じぎょうしゃ

による合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

が義務付
ぎ む づ

けられたことも踏まえ
ふ

て、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を行う
おこな  

ことのできる環境
かんきょう

づくりに取り組
と く

む。特
とく

に、

障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に対する
たい

支援
しえん

や、障害者
しょうがいしゃ

の優れた
すぐ

芸術
げいじゅつ

作品
さくひん

の展示
てんじ

等
とう

の

推進
すいしん

、地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

における障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に関する
かん

計画
けいかく

策定
さくてい

の促進
そくしん

を図
はか

る。［10-(1)-1］ 

○ 小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

・特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

等
とう

において、文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

団体
だんたい

による実演
じつえん

芸術
げいじゅつ

の

公演
こうえん

や、障害
しょうがい

のある芸術
げいじゅつ

家
か

の派遣
はけん

を実施
じっし

することにより、こどもたちに対し
たい  

文化
ぶんか
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芸術
げいじゅつ

の鑑賞
かんしょう

・体験
たいけん

等
とう

の機会
きかい

を提供
ていきょう

する。［10-(1)-2］ 

○ 国立
こくりつ

博物館
はくぶつかん

、国立
こくりつ

美術館
びじゅつかん

、国立
こくりつ

劇場
げきじょう

等
とう

における文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の公演
こうえん

、展示
てんじ

等
とう

に

おいて、字幕
じまく

、音声
おんせい

による解説
かいせつ

、手話
しゅわ

による案内
あんない

、触察
しょくさつ

資料
しりょう

の提供
ていきょう

、障害者
しょうがいしゃ

向け
む

の鑑賞
かんしょう

イベントの実施
じっし

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

のニーズを踏まえ
ふ

つつ、ＩＣＴ等
とう

を活用
かつよう

しながら、

アクセシビリティの向上
こうじょう

を図
はか

る。［10-(1)-3］ 

○ 全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

及び
およ  

文化
ぶんか

活動
かつどう

への参加
さんか

を通じ
つう  

て障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

と社会
しゃかい

を

豊か
ゆた  

にするとともに、国民
こくみん

の障害
しょうがい

への理解
りかい

と認識
にんしき

を深め
ふか  

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

に寄
き

与
よ

するため、障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

・文化
ぶんか

祭
さい

を開催
かいさい

し、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

を図
はか

る。また、文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

団体
だんたい

や地方公共
ちほうこうきょう

団体等
だんたいとう

が行う
おこな  

障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に関する
かん

取組
とりくみ

を支援
しえん

する。［10-(1)-4］ 

○ 文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

振興
しんこう

費
ひ

補助
ほじょ

金
きん

において、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のためのバリアフリー字幕
じまく

及び
およ  

視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

のための音声
おんせい

ガイド制作
せいさく

支援
しえん

を行う
おこな  

ことにより、我
わ

が国
くに

の映像
えいぞう

芸術
げいじゅつ

の

普及
ふきゅう

・振興
しんこう

を図
はか

る。［10-(1)-5］ 

○ 視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

の推進
すいしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

及び
およ  

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の

読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

の推進
すいしん

に関する
かん

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

」等
とう

を踏まえ
ふ

、公共
こうきょう

図
と

書館
しょかん

、学校
がっこう

図
と

書館
しょかん

、国立
こくりつ

国会
こっかい

図書館
としょかん

、視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
しせつ

等
とう

が連携
れんけい

を図
はか

りながら、障害者
しょうがいしゃ

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

を促進
そくしん

するとともに、図書館
としょかん

サービス人材
じんざい

等
とう

の育成
いくせい

を図
はか

る。［10-

(1)-6：再掲
さいけい

］ 

○ レクリエーション活動
かつどう

を通じ
つう  

て、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の体力
たいりょく

増強
ぞうきょう

、交流
こうりゅう

、余暇
よ か

活動
かつどう

等
とう

に

資する
し

ため、各種
かくしゅ

レクリエーション教室
きょうしつ

や大会
たいかい

・運動
うんどう

会
かい

などを開
かい

催
さい

し、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が
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地域
ちいき

社会
しゃかい

における様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さんか

するための環境
かんきょう

の整備
せいび

や必要
ひつよう

な支援
しえん

を行う
おこな  

。

［10-(1)-7］ 

○ 劇場
げきじょう

・ 音楽堂
おんがくどう

等
とう

や 博物館
はくぶつかん

な ど の 地域
ちいき

の 文化
ぶんか

施設
しせつ

に お い て 、

ユニバーサルデザイン化
か

・バリアフリー化
か

を推進
すいしん

し、文化
ぶんか

施設
しせつ

へのアクセシビリティの

向上
こうじょう

を支援
しえん

する。［10-(1)-8］ 

○ 令和
れいわ

７(2025)年
ねん

に開催
かいさい

される日本
にほん

国際
こくさい

博覧会
はくらんかい

において、2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・

パラリンピックのレガシーを踏まえ
ふ

、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず全て
すべ  

の人
ひと

が快適
かいてき

に移動
いどう

や利用
りよう

ができ、不安
ふあん

や不自由
ふ じ ゆ う

なく過
す

ごすことができる施設
しせつ

を整備
せいび

するとともに、文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

による共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む

た我
わ

が国
くに

の取組
とりくみ

を発信
はっしん

する。［10-(1)-9］ 

(２) スポーツに親し
した  

める環境
かんきょう

の整備
せいび

、パラリンピック等
とう

競技
きょうぎ

スポーツに係る
かか  

取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

においてスポーツに親し
した  

むことができる施設
しせつ

・設備
せつび

の整備
せいび

等
とう

を進め
すす  

る

とともに、障害者
しょうがいしゃ

のニーズに応じ
おう  

たスポーツに関する
かん

人材
じんざい

の養成
ようせい

及び
およ  

活用
かつよう

の推進
すいしん

等
とう

の取組
とりくみ

を行い
おこな  

、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらずスポーツを行う
おこな  

ことのできる環境
かんきょう

づくり

に取り組
と く

む。その際
さい

、指導
しどう

者
しゃ

になる障害者
しょうがいしゃ

の増加
ぞうか

や障害者
しょうがいしゃ

自身
じしん

のボランティアへの

参画
さんかく

を図
はか

る。併せて
あわ  

、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

中学部
ちゅうがくぶ

等
とう

を含め
ふく  

た運動
うんどう

部
ぶ

活動
かつどう

の地域
ちいき

連携
れんけい

・地域
ちいき

移行
いこう

に向け
む

て、生徒
せいと

のスポーツ機会
きかい

の実態
じったい

等
とう

を踏まえ
ふ

、広
ひろ

く障害者
しょうがいしゃ

スポーツに係る
かか  

リ

ソースも積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

し、人材
じんざい

の育成
いくせい

や、地域
ちいき

の体制
たいせい

整備
せいび

を図
はか

る。さらに、2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピックのレガシーをいかし、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む

、

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず誰
だれ

もが障害者
しょうがいしゃ

スポーツに親し
した  

める機会
きかい

をつくり、パラリン

ピック等
とう

の障害者
しょうがいしゃ

スポーツの振興
しんこう

を図
はか

る。［10-(2)-1］ 

○ 全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

の開催
かいさい

を通じ
つう  

て障害者
しょうがいしゃ

スポーツの普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、
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民間
みんかん

団体等
だんたいとう

が行う
おこな  

スポーツ等
とう

に関する
かん

取組
とりくみ

を支援
しえん

する。［10-(2)-2］ 

○ パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

、デフリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

47、スペシャルオリンピックス

世界
せかい

大会
たいかい

48等
とう

への参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

、スポーツ等
とう

における障害者
しょうがいしゃ

の国内外
こくないがい

の交流
こうりゅう

を支援
しえん

するとともに、国立
こくりつ

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーションセンター等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

と連携
れんけい

し、パラ

リンピック等
とう

の競技
きょうぎ

性
せい

の高い
たか  

障害者
しょうがいしゃ

スポーツにおけるアスリートの育成
いくせい

強化
きょうか

を図
はか

る。

［10-(2)-3］ 

○ 性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、能力
のうりょく

等
とう

に関係
かんけい

なく、地域
ちいき

において誰
だれ

もがスポーツ施設
しせつ

でスポーツを

行
おこな

いやすくするため、模範
もはん

となるTokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを踏まえ
ふ

、

ハード面
めん

の整備
せいび

だけでなくソフト面
めん

での知恵
ち え

と工夫
くふう

による積極的
せっきょくてき

な対応
たいおう

も含め
ふく  

た

施設
しせつ

のユニバーサルデザイン化
か

等
とう

について、2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピッ

クを契機
けいき

に整備
せいび

された施設
しせつ

の取組
とりくみ

を含む
ふく  

先進
せんしん

事例
じれい

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

により推進
すいしん

する。

［10-(2)-4］ 

47 ４年
ねん

に一度
い ち ど

行わ
おこな  

れる聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の国際
こくさい

スポーツ大会
たいかい

であり、夏季
か き

大会
たいかい

と冬季
と う き

大会
たいかい

が開催
かいさい

されてい

る。 

48 ４年
ねん

に一度
い ち ど

行わ
おこな  

れる知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の国際
こくさい

スポーツ大会
たいかい

であり、夏季
か き

大会
たいかい

と冬季
と う き

大会
たいかい

が開催
かいさい

されてい

る。 
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11．国際
こくさい

社会
しゃかい

での協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

の推進
すいしん

 

【基本的
きほんてき

考え方
かんが かた

】 

  条約
じょうやく

の締
てい

約
やく

国
こく

として、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

による審査
しんさ

等
とう

に適切
てきせつ

に対応
たいおう

するととも

に、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を国際的
こくさいてき

な協 調
きょうちょう

の下
もと

に推進
すいしん

するため、障害
しょうがい

分野
ぶんや

における国際的
こくさいてき

な取組
とりくみ

に積極的
せっきょくてき

に参加
さんか

する。また、開発
かいはつ

協 力
きょうりょく

の実施
じっし

に当たって
あ

は、ＳＤＧｓの

達成
たっせい

に向け
む

て、条約
じょうやく

が規定
きてい

するように、障害者
しょうがいしゃ

を包容
ほうよう

し、かつ、障害者
しょうがいしゃ

にとって

利用
りよう

しやすいものであることを確保
かくほ

するとともに、能力
のうりょく

の開発
かいはつ

49を容易
ようい

にし、及び
およ  

支援
しえん

することなどに取り組
と く

む。さらに、文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

やスポーツ等
とう

の分野
ぶんや

を含め
ふく  

、

障害者
しょうがいしゃ

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

等
とう

を推進
すいしん

する。 

(１) 国際
こくさい

社会
しゃかい

に向け
む

た情報
じょうほう

発信
はっしん

の推進
すいしん

等
とう

 

○ 我
わ

が国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

について、国連
こくれん

や地域
ちいき

の国際
こくさい

機関
きかん

等
とう

、国際的
こくさいてき

な非
ひ

政府
せいふ

機関
きかん

に

おける障害者
しょうがいしゃ

のための取組
とりくみ

への積極的
せっきょくてき

な参加
さんか

や、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

による審査
しんさ

等
とう

への適切
てきせつ

な対応
たいおう

も含め
ふく  

て、その特徴
とくちょう

や先進性
せんしんせい

に留意
りゅうい

しつつ、対外的
たいがいてき

な情報
じょうほう

発信
はっしん

を

推進
すいしん

する。［11-(1)-1］ 

○ 障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

を始め
はじ  

とする国際
こくさい

機関
きかん

や外国
がいこく

政府
せいふ

等
とう

の障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に関する
かん

情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

及び
およ  

提供
ていきょう

に努める
つと

。［11-(1)-2］ 

(２) 国際的
こくさいてき

枠組
わくぐ

みとの連携
れんけい

の推進
すいしん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

は国際的
こくさいてき

な協 調
きょうちょう

の下
もと

に行わ
おこな  

れることが必要
ひつよう

であり、国連
こくれん

や地域
ちいき

の

国際
こくさい

機関
きかん

等
とう

、国際的
こくさいてき

な非
ひ

政府
せいふ

機関
きかん

における障害者
しょうがいしゃ

のための取組
とりくみ

に積極的
せっきょくてき

に参加
さんか

す

49 情報
じょうほう

、経験
けいけん

、研修
けんしゅう

計画
けいかく

及び
およ  

最良
さいりょう

の実例
じつれい

の交換
こうかん

及び
およ  

共有
きょうゆう

を通じ
つ う  

たものを含む
ふく  

。 
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るほか、条約
じょうやく

の締
てい

約
やく

国
こく

として、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

による審査
しんさ

等
とう

に適切
てきせつ

に対応
たいおう

する。

［11-(2)-1］ 

○ 平成
へいせい

27(2015)年
ねん

に国連
こくれん

で採択
さいたく

された「持続
じぞく

可能
かのう

な開発
かいはつ

のための2030アジェンダ」に

基づ
もと  

き、ＳＤＧｓの達成
たっせい

のため、障害者
しょうがいしゃ

を含め
ふく  

た「誰
だれ

一人
ひとり

取り残
と  のこ

さない」取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。［11-(2)-2］ 

○ 令和
れいわ

５(2023)年
ねん

から 10年間
ねんかん

の「アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

」について、アジア

太平洋
たいへいよう

経済
けいざい

社会
しゃかい

委員会
いいんかい

（ＥＳＣＡＰ）事務局
じむきょく

や他
た

加盟
かめい

国
こく

と十分
じゅうぶん

に連携
れんけい

しながら、域内
いきない

の障害
しょうがい

分野
ぶんや

における国際
こくさい

協 力
きょうりょく

に積極的
せっきょくてき

に取り組
と く

む。［11-(2)-3］

(３) 政府
せいふ

開発
かいはつ

援助
えんじょ

を通じ
つう  

た国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の推進
すいしん

等
とう

 

○ 「開発
かいはつ

協 力
きょうりょく

大綱
たいこう

」（平成
へいせい

27年
ねん

2月
がつ

10日
か

閣議
かくぎ

決定
けってい

）に基づ
もと  

き、開発
かいはつ

協 力
きょうりょく

の実施
じっし

に

当たって
あ

は、相手
あいて

国
こく

の実情
じつじょう

やニーズを踏まえ
ふ

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふく  

脆弱
ぜいじゃく

な立場
たちば

に置かれやすい
お

人々
ひとびと

に特
とく

に焦点
しょうてん

を当て
あ

、その保護
ほ ご

と能力
のうりょく

強化
きょうか

を通じ
つう  

て、人間
にんげん

の安全
あんぜん

保障
ほしょう

の実現
じつげん

に向け
む

た努力
どりょく

を行い
おこな  

、相手
あいて

国
こく

においてもこうした我
わ

が国
くに

の理念
りねん

が理解
りかい

さ

れ、浸透
しんとう

するように努め
つと  

、国際
こくさい

社会
しゃかい

における主流化
しゅりゅうか

を一層
いっそう

推進
すいしん

する。［11-(3)-1］ 

○ 開発
かいはつ

途上
とじょう

国
こく

において障害
しょうがい

分野
ぶんや

における活動
かつどう

に携わ
たずさ  

る組織
そしき

・人材
じんざい

の能力
のうりょく

向上
こうじょう

を

図
はか

るため、独立行政法人
どくりつぎょうせいほうじん

国際
こくさい

協 力
きょうりょく

機構
きこう

（ＪＩＣＡ）を通じ
つう  

た研修
けんしゅう

員
いん

の受
うけ

入
い

れや

専門
せんもん

家
か

の派遣
はけん

等
とう

の協 力
きょうりょく

を行う
おこな  

。また、草
くさ

の根
ね

・人間
にんげん

の安全
あんぜん

保障
ほしょう

無償
むしょう

資金
しきん

協 力
きょうりょく

等
とう

を通じ
つう  

て、各
かく

障害
しょうがい

分野
ぶんや

における活動
かつどう

を行う
おこな  

現地
げんち

の非
ひ

政府
せいふ

組織
そしき

（以下
い か

「ＮＧＯ」とい

う。）等
とう

に対する
たい

支援
しえん

を行う
おこな  

。［11-(3)-2］ 

○ 障害
しょうがい

分野
ぶんや

における国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の実施
じっし

に当たって
あ

は、支援
しえん

の提供
ていきょう

と受入
うけい

れの両面
りょうめん
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における障害者
しょうがいしゃ

の一層
いっそう

の参画
さんかく

を得
え

るように努める
つと

。［11-(3)-3］ 

(４) 障害者
しょうがいしゃ

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

等
とう

の推進
すいしん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

団体等
だんたいとう

による国際
こくさい

交流
こうりゅう

や障害
しょうがい

分野
ぶんや

において社会
しゃかい

活動
かつどう

の中核
ちゅうかく

を担う
にな  

青年
せいねん

リーダーの育成
いくせい

を支援
しえん

する。また、開発
かいはつ

途上
とじょう

国
こく

における障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

事業
じぎょう

に携わ
たずさ  

る我
わ

が国
くに

のＮＧＯと連携
れんけい

を図
はか

るとともに、当該
とうがい

ＮＧＯの事業
じぎょう

に対する
たい

支援
しえん

を行う
おこな  

。

［11-(4)-1］ 

○ スポーツ外交
がいこう

推進
すいしん

の観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

スポーツに関し
かん  

ても、スポーツ器材
きざい

の輸送
ゆそう

支援
しえん

を可能
かのう

な限り
かぎ  

実施
じっし

する。［11-(4)-2］ 

○ 広報
こうほう

文化
ぶんか

外交
がいこう

の観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を含む
ふく  

日本
にほん

の多様
たよう

な魅力
みりょく

の

発信
はっしん

に努める
つと

。［11-(4)-3］ 
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おわりに ～今後
こんご

に向け
む

て～ 

本基本計画
ほんきほんけいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

を、必要
ひつよう

な支援
しえん

を受け
う

ながら自ら
みずか  

の決定
けってい

に基づ
もと  

き社会
しゃかい

のあら

ゆる活動
かつどう

に参加
さんか

する主体
しゅたい

として捉えた
とら

上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

及び
およ  

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

等
とう

のた

めの施策
しさく

を総
そう

合
ごう

的
てき

かつ計画
けいかく

的
てき

に推進
すいしん

することで、条約
じょうやく

が目指す
め ざ

社会
しゃかい

の実現
じつげん

につなげる。 

加えて
くわ  

、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

や新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

など、非常時
ひじょうじ

に障害者
しょうがいしゃ

が受け
う

る影響
えいきょう

やニーズの違い
ちが  

に留意
りゅうい

しながら取組
とりくみ

を進め
すす  

ることが必要
ひつよう

であることや、

2020年
ねん

東京
とうきょう

オリンピック・パラリンピックを契機
けいき

とした機運
きうん

を一過性
いっかせい

のものにすること

なく、障害者
しょうがいしゃ

への偏見
へんけん

や差別
さべつ

意識
いしき

を社会
しゃかい

から払拭
ふっしょく

し、障害
しょうがい

の「社会
しゃかい

モデル」等
とう

障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

の確保
かくほ

の上
うえ

で基本
きほん

となる考え方
かんが かた

や原則
げんそく

への理解
りかい

促進
そくしん

に継続
けいぞく

して取り組
と く

み、多様
たよう

性
せい

と包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指す
め ざ

ことが重要
じゅうよう

である。これらの社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へんか

を

踏まえ
ふ

、政府
せいふ

において本基本計画
ほんきほんけいかく

に記載
きさい

する各
かく

分野
ぶんや

の施策
しさく

を総
そう

合
ごう

的
てき

かつ計画
けいかく

的
てき

に実施
じっし

する。 

令和
れいわ

４(2022)年
ねん

８月
がつ

に、条約
じょうやく

の締
てい

約
やく

国
こく

として、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

による我
わ

が国
くに

政府
せいふ

報告
ほうこく

の審査
しんさ

が実施
じっし

され、同年
どうねん

９月
  がつ

には同
どう

委員会
いいんかい

の見解
けんかい

及び
およ  

勧告
かんこく

を含め
ふく  

た総
そう

括
かつ

所見
しょけん

が

採択
さいたく

・公表
こうひょう

された。総
そう

括
かつ

所見
しょけん

では、インクルーシブ教育
きょういく

を受け
う

る権利
けんり

の認識
にんしき

、障害者
しょうがいしゃ

の脱
だつ

施設
しせつ

化
か

及び
およ  

自立
じりつ

生活
せいかつ

支援
しえん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の非自発的
ひじはつてき

入院
にゅういん

及び
およ  

隔離
かくり

・拘束
こうそく

に関わ
かか  

る法
ほう

制度
せいど

の見直し
み な お

、意思
い し

決定
けってい

を代行
だいこう

する制度
せいど

から支援
しえん

を受け
う

て意思
い し

決定
けってい

をする仕組
し く

みへの転換
てんかん

等
とう

多岐
た き

にわたる事項
じこう

に関し
かん  

、見解
けんかい

及び
およ  

勧告
かんこく

が示された
しめ

ことを受け
う

、各府省
かくふしょう

において、

本基本計画
ほんきほんけいかく

に盛り込まれて
も こ

いない事項
じこう

も含め
ふく  

、勧告
かんこく

等
とう

を踏まえ
ふ

た適切
てきせつ

な検討
けんとう

や対応
たいおう

が

求められる
もと 

。また、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

においても、必要
ひつよう

に応じ
おう  

、各府省
かくふしょう

における検討
けんとう

や

対応
たいおう

を踏まえ
ふ

ながら、本基本計画
ほんきほんけいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

の把握
はあく

等
とう

を通じ
つう  

、勧告
かんこく

等
とう

への対応
たいおう

について

監視
かんし

を行
おこな

っていく。なお、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の検討
けんとう

及び
およ  

評価
ひょうか

に当たって
あ

は、「私
わたし

たちのこと

を、私
わたし

たち抜
ぬ

きに決
き

めないで」の考え方
かんが かた

の下
もと

、障害者
しょうがいしゃ

が政策
せいさく

決定
けってい

過程
かてい

に参画
さんかく

し、障害者
しょうがいしゃ

の意見
いけん

を施策
しさく

に反映
はんえい

させることが重要
じゅうよう

である。 

全て
すべ  

の国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔
わ  へだ

てられることなく、相互
そうご

に人格
じんかく

と個性
こせい

を

尊重
そんちょう

し合いながら
あ

、世界
せかい

に誇
ほこ

れる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、政府
せいふ

全体
ぜんたい

で不断
ふだん

に取組
とりくみ
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を進め
すす  

ていく。 
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（別表
べっぴょう

） 

障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

（第５次
だ い じ

） 関連
かんれん

成果
せいか

目標
もくひょう

 

１．差別
さべつ

の解消
かいしょう

、権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

及び
およ  

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の適切
てきせつ

な

利用
りよう

のための支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

( 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

利用
りよう

支援
しえん

事業
じぎょう

）を

実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

数
かず

 

1,650団体
だんたい

 

（2020年度
ねんど

） 

1,741団体
だんたい

 

（2024年度
ねんど

末
まつ

） 

担い手
に な て

（法人
ほうじん

後見
こうけん

実施
じっし

団体
だんたい

）

の 養成
ようせい

研修
けんしゅう

を実施
じっし

する

都道府県
とどうふけん

の数
かず

 

15都道府県
とどうふけん

 

（2020年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2024年度
ねんど

末
まつ

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

ピアサポートの実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

 

精神障害
せいしんしょうがい

にも対応
たいおう

した

地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステムの

構築
こうちく

推進
すいしん

事業
じぎょう

（ピアサポー

トの活用
かつよう

に係る
かか  

事業
じぎょう

）を

実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

数
かず

 

52団体
だんたい

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

ピアサポート研修
けんしゅう

事業
じぎょう

を実施
じっし

する都道府県
とどうふけん

の

数
かず

及び
およ  

研修
けんしゅう

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 

９都道府県
とどうふけん

 

（2021年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2023年度
ねんど

末
まつ

） 

641人
にん

 

※ピアサポーター、管理者
かんりしゃ

及び
およ  

基礎
き そ

・専門
せんもん

・フォローアップ

研修
けんしゅう

の合計値
ごうけいち

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

ピアカウンセリングの

実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

 

地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

（ピアカ

ウンセリングの活用
かつよう

に係る
かか  

事業
じぎょう

）を実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の数
かず

 

634団体
だんたい

 

（2021年
ねん

4月
がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

に

向け
む  

行政
ぎょうせい

機関
きかん

職員
しょくいん

が

遵守
じゅんしゅ

すべき服務
ふくむ

規律
きりつ

の

整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

に

基づく
もと    

対応
たいおう

要領
ようりょう

を策定
さくてい

し

て い る 地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

割合
わりあい

 

市町村
しちょうそん

※１：73.5％ 

（2021年
ねん

４月
 がつ

） 

100％ 

（2027年度
ねんど

） 

地域
ちいき

で取組
とりくみ

を効果的
こうかてき

か

つ円滑
えんかつ

に行う
おこな  

ためのネ

ッ ト ワ ー ク の 形成
けいせい

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

差別解消
さべつかいしょう

支援
しえん

地域
ちいき

協議会
きょうぎかい

を設置
せっち

している地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の割合
わりあい

 

中核
ちゅうかく

市
し

等
とう

※２：83％ 

（2021年
ねん

４月
  がつ

） 

100％ 

（2027年度
ねんど

） 

その他
た

市町村
しちょうそん

※１：55.9％ 

（2021年４月
    ねん  がつ

） 

80％以上
いじょう

 

（2027年度
ねんど

） 

※１：政令
せいれい

指定
し て い

都市
と し

及び
およ  

中核
ちゅうかく

市
し

等
とう

（※２）以外
い が い

の市
し

並び
な ら び

に町村
ちょうそん

 

※２：中核
ちゅうかく

市
し

、特別
とくべつ

区
く

及び
およ  

県庁
けんちょう

所在地
しょざいち

（政令
せいれい

指定
し て い

都市
と し

を除く
の ぞ く

。） 
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２．安全
あんぜん

・安心な
あんしんな

生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

住宅
じゅうたく

の確保
かくほ

 障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で安全
あんぜん

に

安心
あんしん

し て 暮らせる
く    

住
じゅう

環境
かんきょう

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

公的
こうてき

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

団地
だんち

（100戸
こ

以上
いじょう

）における地域
ちいき

拠点
きょてん

施設
しせつ

併設率
へいせつりつ

 

(注
ちゅう

)高齢者
こうれいしゃ

世帯
せ た い

、障害者
しょうがいしゃ

世帯
せ た い

、

子育て
こそだ  

世帯
せ た い

等
とう

の支援
し え ん

に資する
し   

施設
し せ つ

。 

29％ 

（2019年度
ねんど

） 

おおむね４割
わり

 

（2030年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で安全
あんぜん

に

安心
あんしん

して暮らす
く   

ための

支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

のサービス

見
み

込
こみ

量
りょう

 

154,680人
にん

 

（2022年
ねん

１月
がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る第
だい

６期
き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ設定
せってい

） 

障害者
しょうがいしゃ

が 地域
ちいき

で

安全に安心して暮らす
あんぜん あんしん    く    

た

め の 支援
しえん

体制
たいせい

の 整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

拠点
きょてん

を少なく
すく   

と も 一つ
ひと  

整備
せいび

し て い る

市町村
しちょうそん

又は
また  

障害
しょうがい

福祉圏域
ふくしけんいき

の数
かず

 

921市町村
しちょうそん

118圏域
けんいき

 

（2021年４月
    ねん  がつ

） 

全て
すべ  

の地域
ちいき

 

（2027年度
ねんど

） 

( 注
ちゅう

) 各
かく

市町村
しちょうそん

又
また

は 各障害
かくしょうがい

福祉圏域
ふくしけんいき

に少なく
すく    

とも一つ
ひと  

整備
せ い び
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

精神障害
せいしんしょうがい

にも対応
たいおう

した

地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム構築
こうちく

推進
すいしん

事業
じぎょう

（精神障害
せいしんしょうがい

者
しゃ

の

住まい
す

の確保
かくほ

支援
しえん

に 係る
かか  

事業
じぎょう

）を実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の数
かず

 

７地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

 

（2020年度） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

居住
きょじゅう

支援
しえん

協議会
きょうぎかい

を設立
せつりつ

す

る市区町村
しくちょうそん

による人口
じんこう

カバ

ー率
りつ

 

28％ 

（2021年度
ねんど

） 

50％ 

（2030年度
ねんど

） 

移動
いどう

しやすい 環境
かんきょう

の

整備
せいび

等
とう

 

旅客
りょきゃく

施設
しせつ

のバリアフリ

ー化
か

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

一定
いってい

の旅客
りょかく

施設
しせつ

のバリアフ

リー化率
かりつ

(※３)

段差
だんさ

解消
かいしょう

：94.5％ 

（2020年度
ねんど

） 

原則
げんそく

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロッ

クの整備
せいび

：96.7％ 

（2020年度
ねんど

） 

原則
げんそく

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

案内
あんない

設備
せつび

の設置
せっち

：80.3％ 

（2020年度
ねんど

） 

原則
げんそく

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

ねんど
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害者
しょうがいしゃ

用
よう

トイレの設置
せっち

：

91.6％ 

（2020年度
ねんど

） 

原則
げんそく

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

ホームドア又
また

は可動式
かどうしき

ホー

ム柵
さく

の整備
せいび

番線
ばんせん

数
すう

（鉄
てつ

軌道
きどう

駅
えき

全体
ぜんたい

）：2192番線
ばんせん

 

（2020年度
ねんど

） 

3000番線
ばんせん

 

（2025年度
ねんど

） 

ホームドア又
また

は可動式
かどうしき

ホー

ム柵
さく

の整備
せいび

番線
ばんせん

数
すう

（平均
へいきん

利用者数
りようしゃすう

１日
にち

10万人
まんにん

以上
いじょう

の

駅
えき

）：334番線
ばんせん

 

（2020年度
ねんど

） 

800番線
ばんせん

 

（2025年度
ねんど

） 

車両等
しゃりょうとう

のバリアフリー

化
か

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

車両等
しゃりょうとう

のバリアフリー化
か

率
りつ

(※４) 

鉄
てつ

軌道
きどう

車両
しゃりょう

のバリアフリ

ー化
か

率
りつ

：48.6％ 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

70％ 

（2025年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

バス 車両
しゃりょう

（基準
きじゅん

の適用
てきよう

除外
じょがい

の認定
にんてい

を受けた
う   

車両
しゃりょう

を除く
のぞ  

。）のうち、ノンステ

ップバスの導入率
どうにゅうりつ

：63.8％ 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

80％ 

（2025年度
ねんど

） 

適用除外
てきようじょがい

認定
にんてい

を受けた
う   

バス

車両
しゃりょう

のうち、リフト付き
つ  

バ

ス又
また

はスロープ付き
つ  

バスの

導入率
どうにゅうりつ

：5.8％ 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

25％ 

（2025年度
ねんど

） 

鉄軌道
てつきどう

アクセスがない一定
いってい

の航
こう

空
くう

旅客
りょかく

ターミナル（※３）

へのアクセスバス路線
ろせん

にお

ける、バリアフリー化
か

された

バス車両
しゃりょう

が運行
うんこう

されてい

る運行
うんこう

系統
けいとう

の割合
わりあい

：32％ 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

50％ 

(2025年度
ねんど

) 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

貸切
かしきり

バスの 導入
どうにゅう

台数
だいすう

：

1,975台
だい

 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

2,100台
だい

 

（2025年度
ねんど

） 

タクシー車両
しゃりょう

のうち、福祉
ふくし

タクシーの 導入
どうにゅう

台数
だいすう

：

41,464台
だい

 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

90,000台
だい

 

（2025年度
ねんど

） 

各
かく

都道府県
とどうふけん

におけるタクシ

ーの総
そう

車両
しゃりょう

数
すう

に対する
たい    

ユ

ニバーサルデザインタクシ

ーの割合
わりあい

：―％ 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

25％ 

（2025年度
ねんど

） 

旅客
りょかく

船
せん

のバリアフリー化
か

率
りつ

：53.3％ 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

60％ 

（2025年度
ねんど

） 

航空機
こうくうき

のバリアフリー化
か

率
りつ

：

99.7％ 

（2020年度
ねんど

） 

原則
げんそく

100％ 

（2025年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

アクセシビリティに

配慮
はいりょ

した施設
しせつ

、製品
せいひん

等
とう

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

 

不特定多数
ふとくていたすう

が利用
りよう

する

施設
しせつ

等
とう

のバリアフリー

化
か

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

不特定多数
ふとくていたすう

の者
もの

等
とう

が利用
りよう

す

る一定
いってい

の建築物
けんちくぶつ

のバリアフ

リー化
か

率
りつ

(※５)  

約
やく

63％ 

（2021年度
ねんど

） 

約
やく

67％ 

（2025年度
ねんど

） 

規模
き ぼ

の大きい
おお   

おおむね２ha

以上
いじょう

の都市
と し

公園
こうえん

における園
えん

路
ろ

及び
およ  

広場
ひろば

、 駐 車 場
ちゅうしゃじょう

、

便所
べんじょ

のバリアフリー化
か

率
りつ

 

園
えん

路
ろ

及び
およ  

広場
ひろば

：約
やく

63％ 

（2018年度
ねんど

） 

約
やく

70％ 

（2025年度
ねんど

） 

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

：約
やく

53％ 

（2018年度
ねんど

） 

約
やく

60％ 

（2025年度
ねんど

） 

便所
べんじょ

：約
やく

61％ 

（2018年度
ねんど

） 

約
やく

70％ 

（2025年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

したま

ちづくりの総合的
そうごうてき

な

推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した道路
どうろ

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

特定
とくてい

道路
どうろ

におけるバリアフ

リー化
か

率
りつ

 

67％ 

（2020年度
ねんど

） 

70％ 

（2025年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

に 配慮
はいりょ

し た

交通安全
こうつうあんぜん

施設
しせつ

等
とう

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

主要
しゅよう

な生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
けいろ

におけ

る信号機
しんごうき

等
とう

のバリアフリー

化
か

率
りつ

 

99％ 

（2019年度
ねんど

） 

原則
げんそく

100％ 

（2025年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

の 移動
いどう

上
じょう

の

安全性
あんぜんせい

を確保
かくほ

することが

特に
とく  

必要
ひつよう

と 認められる
みと        

部分
ぶぶん

に設置
せっち

さ れて いる

音響
おんきょう

信号機
しんごうき

及び
およ  

エスコー

トゾーンの設置
せっち

率
りつ

 

50.8％ 

（2021年度
ねんど

） 

原則
げんそく

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

（※３）鉄軌道
てつきどう

駅
えき

及び
およ  

バスターミナルについては、平均
へいきん

利用者数
りようしゃすう

が3,000人
にん

/日
にち

以上
いじょう

の施設
し せ つ

及び
およ  

2,000人
にん

/日
にち

以上
いじょう

3,000人
にん

/日
にち

未満
み ま ん

で重点
じゅうてん

整備
せ い び

地
ち

区内
く な い

の生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

に

位置付けられた
い ち づ     

施設
し せ つ

、旅客
りょかく

船
せん

ターミナル及び
およ  

航空
こうくう

旅客
りょかく

ターミナルについては、平均
へいきん

利用者数
りようしゃすう

が2,000人
にん

/日
にち

以上
いじょう

の施設
し せ つ

を対象
たいしょう

。なお、鉄軌道
てつきどう

駅
えき

の現状値
げんじょうち

に

ついては、平成
へいせい

30年
ねん

３月
  がつ

に改正
かいせい

された公共
こうきょう

交通
こうつう

移動
い ど う

等
とう

円滑
えんかつ

化
か

基準
きじゅん

の改正
かいせい

前
まえ

の基準
きじゅん

をもって適合
てきごう

率
りつ

を算定
さんてい

 

（※４）公共
こうきょう

交通
こうつう

移動
い ど う

等
とう

円滑
えんかつ

化
か

基準
きじゅん

に適合した
てきごう    

車両等
しゃりょうとう

の割合
わりあい

又は
また  

台数
だいすう

 

（※５）床面積
ゆかめんせき

2,000 ㎡以上
いじょう

の特別
とくべつ

特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

(病院
びょういん

、劇場
げきじょう

、ホテル、老人
ろうじん

ホーム等
とう

の不特定多数
ふとくていたすう

の者
もの

又は
また  

主
しゅ

として高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が利用
り よ う

する建築物
けんちくぶつ

。公立
こうりつ

小学校
しょうがっこう

等
とう

を除
のぞ

く。)の総ストック数
そう       すう

のうち、バリアフリー法
           ほう

に基づく
もと    

建築物
けんちくぶつ

移動
い ど う

等
とう

円滑
えんかつ

化
か

基準
きじゅん

に適合する
てきごう    

ものの割合
わりあい
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３．情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

及び
およ  

意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

情報
じょうほう

通信
つうしん

に お け る

情報
じょうほう

アクセシビリティ

の向上
こうじょう

 

障害者
しょうがいしゃ

に 配慮
はいりょ

し た

情報
じょうほう

通信
つうしん

の 充実
じゅうじつ

に

向けた
む   

支援
しえん

の 進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

「デジタル・ディバイド

解消
かいしょう

に 向けた
む   

技術
ぎじゅつ

等
とう

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

支援
しえん

」 事業
じぎょう

終 了
しゅうりょう

後
ご

３年
ねん

以上
いじょう

経過
けいか

した

案件
あんけん

の事業
じぎょう

化
か

率
りつ

 

58.3％ 

（2018年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

 

（～2027年度
ねんど

） 

意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

に 資する
し   

機器
き き

の実用
じつよう

化
か

に向けた
む   

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

機器
き き

等
とう

開発
かいはつ

促進
そくしん

事業
じぎょう

の開発
かいはつ

助成
じょせい

を経て
へ  

製品
せいひん

化
か

された機器
き き

数
すう

(累計
るいけい

)  

( 注
ちゅう

) 助成
じょせい

から製品
せいひん

化
か

まで

数年間
すうねんかん

を要する
よう   

ものが多い
おお  

 

21件
けん

 

（2020年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

ＩＣＴサポートセンター

の設置
せっち

状 況
じょうきょう

 

ＩＣＴサポートセンターを

設置
せっち

している都道府県
とどうふけん

数
すう

 

31都道府県
とどうふけん

 

（2022年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2024年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

電話
でんわ

リレーサービスの

普及
ふきゅう

状 況
じょうきょう

  

電話
でんわ

リレーサービスの認知
にんち

及び
およ  

理解
りかい

に資する
し   

講習会
こうしゅうかい

や利用
りよう

登録会
とうろくかい

等
とう

の実施
じっし

を

通じた
つう    

利用
りよう

者
しゃ

の登録
とうろく

件数
けんすう

 

― 

(注
ちゅう

)2022年度
ね ん ど

から電話
で ん わ

リレーサ

ービス提供
ていきょう

機関
き か ん

において利用
り よ う

者
しゃ

登録会
とうろくかい

等
とう

を実施
じ っ し

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

等
とう

 障害者
しょうがいしゃ

に 配慮
はいりょ

し た

放送
ほうそう

番組
ばんぐみ

の普及
ふきゅう

状 況
じょうきょう

 

「放送
ほうそう

分野
ぶんや

における情報
じょうほう

アクセシビリティに関
かん

する

指針
ししん

」の対象
たいしょう

の放送
ほうそう

番組
ばんぐみ

の 放送
ほうそう

時間
じかん

に 占める
し   

字幕
じまく

放送
ほうそう

時間
じかん

の割合
わりあい

 

ＮＨＫ総合
そうごう

：100％ 

在京
ざいきょう

キー５局
きょく

平均
へいきん

：100％ 

（2021年度
ねんど

） 

（「視聴覚
しちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

向
む

け

放送
ほうそう

の 充実
じゅうじつ

に関
かん

する

研究
けんきゅう

会
かい

」における議論
ぎろん

を

踏まえ
ふ   

設定
せってい

） 

【参考
さんこう

】現行
げんこう

の「放送
ほうそう

分野
ぶんや

における情報
じょうほう

アクセシビ

リティに関する
かん   

指針
ししん

」におけ

る目標値
もくひょうち

 

ＮＨＫ総合
そうごう

及び
およ  

在京
ざいきょう

キー

５局
 きょく

：100％（2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

「放送
ほうそう

分野
ぶんや

における情報
じょうほう

アクセシビリティに関
かん

する

指針
ししん

」の対象
たいしょう

の放送
ほうそう

番組
ばんぐみ

の 放送
ほうそう

時間
じかん

に 占める
し   

解説
かいせつ

放送
ほうそう

時間
じかん

の割合
わりあい

 

ＮＨＫ総合
そうごう

：15.2％ 

ＮＨＫ教育
きょういく

：19.9％ 

在京
ざいきょう

キ ー ５ 局
きょく

平均
へいきん

：

17.6％ 

（2021年度
ねんど

） 

（「視聴覚
しちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

向
む

け

放送
ほうそう

の 充実
じゅうじつ

に 関
かん

す る

研究
けんきゅう

会
かい

」における議論
ぎろん

を

踏まえ
ふ   

設定
せってい

） 

【参考
さんこう

】現行
げんこう

の「放送
ほうそう

分野
ぶんや

における情報
じょうほう

アクセシビ

リティに関する
か ん   

指針
ししん

」におけ

る目標値
もくひょうち

 

ＮＨＫ総合
そうごう

及び
およ  

在京
ざいきょう

キー

５局
  きょく

：15％以上
いじょう

 （2027

年度
ねんど

） 

ＮＨＫ 教育
きょういく

：20％以上
いじょう



（2027 年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

１ 週間
しゅうかん

当たり
あ   

の手話
しゅわ

放送
ほうそう

時間
じかん

 

ＮＨＫ総合
そうごう

：１時間
じかん

16分
ぷん

 

ＮＨＫ教育
きょういく

：４時間
じかん

８分
ぷん

 

在京
ざいきょう

キー５局
きょく

平均
へいきん

：18分
ぷん

 

（2021年度
ねんど

） 

（「視聴覚
しちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

向
む

け

放送
ほうそう

の 充実
じゅうじつ

に 関
かん

す る

研究
けんきゅう

会
かい

」における議論
ぎろん

を

踏まえ
ふ   

設定
せってい

） 

【参考
さんこう

】現行
げんこう

の「放送
ほうそう

分野
ぶんや

における情報
じょうほう

アクセシビ

リティに関する
か ん   

指針
ししん

」におけ

る目標値
もくひょうち

 

Ｎ Ｈ Ｋ 及び
およ  

在京
ざいきょう

キ ー

５局
  きょく

：平均
へいきん

15分
ふん

／週
しゅう

以上
いじょう

（2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

に 配慮
はいりょ

し た

通信
つうしん

・放送
ほうそう

サービスの

普及
ふきゅう

に 向けた
む   

支援
しえん

の

進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

向け
む  

通信
つうしん

・

放送
ほうそう

役務
えきむ

の提供
ていきょう

・開発
かいはつ

等
とう

の推進
すいしん

」助成
じょせい

終 了
しゅうりょう

後
ご

２年
ねん

経過
けいか

時
じ

の事業
じぎょう

継続
けいぞく

率
りつ

 

100％ 

（2019年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

に 資する
し   

機器
き き

の実用
じつよう

化
か

に向けた
む   

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

機器
き き

等
とう

開発
かいはつ

促進
そくしん

事業
じぎょう

の開発
かいはつ

助成
じょせい

を経て
へ  

製品
せいひん

化
か

された機器
き き

数
すう

(累計
るいけい

)［再掲
さいけい

］ 

( 注
ちゅう

) 助成
じょせい

から製品
せいひん

化
か

まで

数年間
すうねんかん

を要する
よう    

ものが多い
お お い

 

21件
けん

 

（2020年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

 

行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のアクセシ

ビリティの向上
こうじょう

 

公的
こうてき

機関
きかん

のウェブサイ

トにおける情報
じょうほう

アクセ

シ ビ リ テ ィ の 確保
かくほ

状 況
じょうきょう

 

公的
こうてき

機関
きかん

のウェブサイトの

情報
じょうほう

バ リ ア フ リ ー に

関する
かん    

Ｊ Ｉ Ｓ 規格
きかく

へ の

準拠
じゅんきょ

率
りつ

 

76.5％ 

（2021年度
ねんど

） 

84.5％ 

（2027年度
ねんど

） 
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４．防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

等
とう

の推進
すいしん

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に お け る

迅速
じんそく

な避難
ひなん

等
とう

に関する
かん    

取組
とりくみ

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

土砂災害
どしゃさいがい

ハザードマップに

おける土砂災害
どしゃさいがい

警戒
けいかい

区域
くいき

の

新規
しんき

公表数
こうひょうすう

 

約
やく

16,000か所
しょ

 

（2020年度
ねんど

） 

約
やく

56,000か所
しょ

 

（2025年度
ねんど

） 

復興
ふっこう

の推進
すいしん

 復興
ふっこう

施策
せさく

に お け る

障害者
しょうがいしゃ

に 関する
かん    

取組
とりくみ

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

「男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

の視点
してん

か

らの復興
ふっこう

～参考
さんこう

事例集
じれいしゅう

～」

等
とう

に 掲載
けいさい

さ れ て い る

障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

施策
せさく

のフォロ

ーアップ記事
き じ

や新規
しんき

事例
じれい

記事
き じ

の掲載
けいさい

件数
けんすう

 

１件
けん

 

（2022年度
ねんど

） 

 

3件
けん

 

（2023～2027年度
ねんど

） 

 

消費者
しょうひしゃ

トラブルの防止
ぼうし

及び
およ  

被害
ひがい

からの救済
きゅうさい

 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の 消費
しょうひ

生活
せいかつ

上
じょう

特に
とく  

配慮
はいりょ

を 要する
よう    

消費者
しょうひしゃ

を見守る
み ま も  

ための

体制
たいせい

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

消費者
しょうひしゃ

安全
あんぜん

確保
かくほ

地域
ちいき

協議会
きょうぎかい

の 設置
せっち

市区町村
しくちょうそん

の

都道府県
とどうふけん

内
ない

人口
じんこう

カバー率
りつ

50％以上
いじょう

の都道府県
とどうふけん

数
すう

 

16府県
ふけん

 

（2022年
ねん

4月
がつ

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2024年度
ねんど

） 
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地域
ちいき

の見守り
み ま も  

活動
かつどう

に消費
しょうひ

生活
せいかつ

協 力 員
きょうりょくいん

・協 力
きょうりょく

団体
だんたい

を 活用
かつよう

す る 市区町村
しくちょうそん

の

都道府県
とどうふけん

内
ない

人口
じんこう

カバー率
りつ

50％以上
いじょう

の都道府県
とどうふけん

数
すう

 

3県
けん

 

（2021年４月
    ねん  がつ

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2024年度
ねんど

） 

消費者
しょうひしゃ

生活
せいかつ

相談
そうだん

員
いん

の研修
けんしゅう

参加
さんか

率
りつ

（各
かく

年度
ねんど

）が100％と

なる都道府県
とどうふけん

数
すう

 

3県
けん

 

（2021年４月
    ねん  がつ

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2024年度
ねんど

） 

消費者
しょうひしゃ

行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

参加
さんか

率
りつ

（各
かく

年度
ねんど

）が80％以上
いじょう

となる都道府県
とどうふけん

数
すう

 

全
すべ

ての都道府県
とどうふけん

で未達成
みたっせい

 

（2021年４月
    ねん  がつ

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2024年度
ねんど

） 
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５．行政
ぎょうせい

等
とう

における配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

等
とう

 選挙
せんきょ

に お け る 視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

へ の 配慮
はいりょ

の

状 況
じょうきょう

 

国政
こくせい

選挙
せんきょ

において「選挙
せんきょ

の

お知らせ
 し   

」 の 点字版
てんじばん

及び
およ  

音声版
おんせいばん

を配布
はいふ

する都道府県
とどうふけん

の数
かず

 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2019年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2027年度
ねんど

） 

選挙
せんきょ

に お け る 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

へ の 配慮
はいりょ

の

状 況
じょうきょう

 

国政
こくせい

選挙
せんきょ

における投票所
とうひょうじょ

及び
およ  

期日前投票所
きじつぜんとうひょうじょ

の 段差
だんさ

解消
かいしょう

等
とう

への対応
たいおう

状 況
じょうきょう

 

期日前投票所
きじつぜんとうひょうじょ

：99.6％ 

（2019年度
ねんど

） 

100％ 

（2027年度
ねんど

） 

投票所
とうひょうじょ

：99.8％ 

（2019年度
ねんど

） 

100％ 

（2027年度
ねんど

） 

 

  



 
19 

６．保健
ほけん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

精神
せいしん

保健
ほけん

・医療
いりょう

の適切
てきせつ

な提供
ていきょう

等
とう

 

精神
せいしん

病棟
びょうとう

に お け る

長期
ちょうき

入院
にゅういん

の状 況
じょうきょう

 

精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における１年
ねん

以上
いじょう

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

(注) 

(注
ちゅう

)認知症
にんちしょう

患者
かんじゃ

を含む
ふく  

。 

約
やく

17.1万人
まんにん

 

（2020年度
ねんど

） 

13.8万人
まんにん

 

（2026年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

精神
せいしん

保健
ほけん

観察
かんさつ

の 対象
たいしょう

者
しゃ

の社会
しゃかい

復帰
ふっき

の状 況
じょうきょう

 

精神
せいしん

保健
ほけん

観察
かんさつ

事件
じけん

年間
ねんかん

取 扱
とりあつかい

件数
けんすう

に 占める
し   

処遇
しょぐう

終 了
しゅうりょう

決定
けってい

(注 )を受けた
う   

者
もの

及
およ

び期間
きかん

満了
まんりょう

により精神
せいしん

保健
ほけん

観察
かんさつ

を終 了
しゅうりょう

した者
もの

の

数
かず

の割合
わりあい

 

( 注
ちゅう

) 心神
しんしん

喪失
そうしつ

等
とう

の 状態
じょうたい

で

重大
じゅうだい

な他害
た が い

行為
こ う い

を 行 っ た
おこな     

者
もの

の 医療
いりょう

及び
およ  

観察
かんさつ

等
とう

に

関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

15年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

110号
ごう

）第
だい

56条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

２号
ごう

に 基づく
もと   

保護
ほ ご

観察
かんさつ

所長
しょちょう

の

申立て
もうした  

による処遇
しょぐう

終 了
しゅうりょう

決定
けってい

に限る
かぎ  

。 

26.1％ 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

精神障害
せいしんしょうがい

者
しゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

に 向けた
む   

支援
しえん

の 実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

のサービス見
み

込
こみ

量
りょう

 

0.05万人
まんにん

 

（2020年
ねん

11月
がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だい  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

地域
ちいき

定着
ていちゃく

支援
しえん

のサービス

見
み

込
こみ

量
りょう

0.4万人
まんにん

 

（2021年
ねん

11月
がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だい  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ

設定
せってい

） 

地域
ちいき

移行
いこう

・ 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の数
かず

 

アウトリーチ事業
じぎょう だんたい

：２団体 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

ピアサポート活用
かつよう

事業
じぎょう

： 
だんたい

12団体 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

精神障害
せいしんしょうがい

にも対応
たいおう

した

地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム構築
こうちく

推進
すいしん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する事業
じぎょう

所数
しょすう

 

9,111事業
じぎょう

所
しょ

 

（2020年
ねん

３月
  がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

精神障害
せいしんしょうがい

者
しゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

の

取組
とりくみ

を担う
にな  

精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

士
し

及び
およ  

公認心理師
こうにんしんりし

の

資格登録数
しかくとうろくすう

 

精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

士
し

：97,339人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

公認心理師
こうにんしんりし

：54,248人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 



 
22 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

精神
せいしん

保健
ほけん

・医療
いりょう

を提供
ていきょう

する体制
たいせい

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

指定
してい

通院
つういん

医療
いりょう

機関
きかん

（病院
びょういん

、

診療所
しんりょうじょ

）の数
かず

 

689か所
しょ

 

（2022年度
ねんど

） 

 

前年度比増
ぜんねんどひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

全国
ぜんこく

の精神
せいしん

医療
いりょう

審査会
しんさかい

にお

ける 退院
たいいん

等
とう

請求
せいきゅう

の 平均
へいきん

審査
しんさ

期間
きかん

（ 請求
せいきゅう

受理
じゅり

から

結果
けっか

通知
つうち

まで） 

35日
にち

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比減
ひげん

 

（～2027年度
ねんど

） 

訪問
ほうもん

系
けい

サービスの見
み

込
こみ

量
りょう

 居宅
きょたく

介護
かいご

 185,183人
にん

 

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

 11,331 人
にん

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

同行
どうこう

援護
えんご

 23,997人
にん

 

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

行動
こうどう

援護
えんご

 10,611人
にん

 

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

心の健康づくり
こころ  けんこう       

対策
たいさく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

メンタルヘルス対策
たいさく

に

取り組んで
と  く   

いる事業
じぎょう

所
しょ

の

割合
わりあい

 

61.4％ 

（2020年度
ねんど

） 

80％以上
いじょう

 

（2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

心の健康づくり
こころ  けんこう

に

関する
かん

情報
じょうほう

発信
はっしん

の

状 況
じょうきょう

ウェブサイト「みんなのメン

タルヘルス」のアクセス

件数
けんすう

 

13,538,191件
けん

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

保健
ほけん

・医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

等
とう

 医療
いりょう

の提供
ていきょう

が必要
ひつよう

な

障害者
しょうがいしゃ

の受入れ
うけい  

体制
たいせい

の

整備
せいび

状 況
じょうきょう

医療
いりょう

型
かた

短期
たんき

入所
にゅうしょ

のサービ

ス見
み

込
こみ

量
りょう

22,863人
にん

／日
にち

 

（2020年度
ねんど

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だい  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ

設定
せってい

） 

289か所
しょ

 

（2020年
ねん

４月
  がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ

設定
せってい

） 

精神障害
せいしんしょうがい

にも対応
たいおう

した

地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム構築
こうちく

推進
すいしん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する事業
じぎょう

所数
しょすう

［再掲
さいけい

］ 

9,111事業
じぎょう

所
しょ

 

（2020年
ねん

３月
  がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

都道府県
とどうふけん

が指定
してい

する高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

に お ける 支援
しえん

拠点
きょてん

機関
きかん

の設置
せっち

数
すう

 

119か所
しょ

 

（2022年
ねん

4月
がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

の 地域
ちいき

移行
いこう

に

向けた
む

支援
しえん

の 実施
じっし

地域
ちいき

移行
いこう

・ 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

アウトリーチ事業
じぎょう だんたい

：２団体 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

状 況
じょうきょう

団体
だんたい

の数
かず

［再掲
さいけい

］ ピアサポート活用
かつよう

事業
じぎょう

： 
だんたい

12団体 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

福祉
ふくし

施設
しせつ

に お け る

歯科口腔
しかこうくう

保健
ほけん

の推進
すいしん

に

向けた
む

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

及び
およ  

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

における

定期的
ていきてき

な歯科
し か

検診
けんしん

の実施
じっし

率
りつ

 

77.9％ 

（2019年度
ねんど

） 

（次期
じ き

の歯科口腔
しかこうくう

保健
ほけん

の推進
すいしん

に関する
かん

基本的
きほんてき

事項
じこう

を踏まえ
ふ

て策定
さくてい

） 

難病
なんびょう

患者等
かんじゃとう

に 対する
たい

相談
そうだん

支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
しえん

センターに

おける相談
そうだん

件数
けんすう

 

108,374件
けん

 

（2018年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

保健
ほけん

・医療
いりょう

の 向上
こうじょう

に

資する
し

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

等
とう

の

推進
すいしん

 

医
い

薬品
やくひん

等
とう

の 研究
けんきゅう

開発
かいはつ

の状 況
じょうきょう

治
ち

験
けん

の届出数
とどけですう

 808件
けん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

医療
いりょう

上
じょう

の必要
ひつよう

性
せい

の高い
たか  

未承認薬
みしょうにんやく

・適応外薬
てきおうがいやく

検討
けんとう

会議
かいぎ

で医療
いりょう

上
じょう

の必要
ひつよう

性
せい

が

高い
たか  

と判断
はんだん

され、開発
かいはつ

要請
ようせい

がかかった 品目
ひんもく

の薬事
やくじ

承認
しょうにん

や適応
てきおう

拡大
かくだい

の件数
けんすう

 

11件
けん

 

（2021年度
ねんど

） 

年間
ねんかん

７件
けん
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

再生
さいせい

医療
いりょう

等
とう

の 安全性
あんぜんせい

の

確保
かくほ

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

85号
ごう

）に基づく
もと    

再生
さいせい

医療
いりょう

等
とう

提供
ていきょう

計画
けいかく

の

届出
とどけで

件数
けんすう

 

(注
ちゅう

)臨床
りんしょう

研究
けんきゅう

に限る
かぎ  

。 

109件
けん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

医療
いりょう

機器
き き

等
とう

の 研究
けんきゅう

開発
かいはつ

の状 況
じょうきょう

 

革新的
かくしんてき

な医療
いりょう

機器
き き

・システ

ムの実用
じつよう

化
か

の件数
けんすう

 

４件
けん

 

（2021年度
ねんど

） 

５件
けん

 

（2027年度
ねんど

） 

SBIR推進
すいしん

プログラム（福祉
ふくし

課題
かだい

）のうち高齢者
こうれいしゃ

の自立
じりつ

支援
しえん

や介護者
かいごしゃ

の負担軽減
ふたんけいげん

等
とう

に資する
し   

福祉
ふくし

機器
き き

の開発
かいはつ

の

採択
さいたく

件数
けんすう

 

３件
けん

 

（2022年度
ねんど

まで） 

10件
けん

 

（～2027年度
ねんど

） 

医薬品
いやくひん

等
とう

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

に

対する
たい    

支援
しえん

の 実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

ＲＳ戦略
せんりゃく

相談
そうだん

の実施
じっし

件数
けんすう

 

(注
ちゅう

)ＲＳ戦略
せんりゃく

相談
そうだん

：レギュラ

トリーサイエンス戦略
せんりゃく

相談
そうだん

 

104件
けん

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

保健
ほけん

・医療
いりょう

を支える
ささ   

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ

 

地域
ちいき

における保健
ほけん

・医療
いりょう

人材
じんざい

の 育成
いくせい

に 向けた
む   

体制
たいせい

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

地域
ちいき

保健
ほけん

従事者
じゅうじしゃ

現任
げんにん

教育
きょういく

推進
すいしん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の数
かず

 

59団体
だんたい

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

難病
なんびょう

に関する
かん    

保健
ほけん

・

医療
いりょう

施策
せさく

の推進
すいしん

 

難病
なんびょう

に 関する
かん    

医療
いりょう

費
ひ

助成
じょせい

の状 況
じょうきょう

 

特定
とくてい

医療
いりょう

費
ひ

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

の

所持者数
しょじしゃすう

 

1,033,770人
にん

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療
いりょう

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

の所持者数
しょじしゃすう

 

123,693人
にん

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

難病
なんびょう

患者等
かんじゃとう

に 対する
たい    

相談
そうだん

支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
しえん

センターに

おける相談
そうだん

件数
けんすう

［再掲
さいけい

］ 

108,374件
けん

 

（2018年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

難病
なんびょう

に関する
かん    

研究
けんきゅう

の

支援
しえん

状 況
じょうきょう

 

難病
なんびょう

に 関する
かん    

研究
けんきゅう

課題
かだい

の採択
さいたく

状 況
じょうきょう

 

101課題
かだい

（難治性
なんちせい

疾患
しっかん

政策
せいさく

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

：公募
こうぼ

19課題
かだい

、

指定
してい

１ 課題
かだい

、 難治性
なんちせい

疾患
しっかん

実用
じつよう

化
か

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

：１次
じ

公募
こうぼ

67課題
かだい

、２次
じ

公募
こうぼ

14課題
かだい

） 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

以上
いじょう

 

（～2027年度
ねんど

） 

難病
なんびょう

に関する
かん    

医療
いりょう

を

提供
ていきょう

する体制
たいせい

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

都道府県
とどうふけん

に お ける 難病
なんびょう

診療
しんりょう

連携
れんけい

拠点
きょてん

病院
びょういん

の

設置
せっち

率
りつ

 

93％ 

（2021年度
ねんど

） 

100％ 

（2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害
しょうがい

の 原因
げんいん

と な る

疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

・治療
ちりょう

疾病
しっぺい

等
とう

の患者
かんじゃ

に対する
たい

支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

地域
ちいき

移行
いこう

・ 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

（アウトリーチ事業
じぎょう

）を

実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

数
かず

 

だんたい

２団体 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

精神障害
せいしんしょうがい

にも対応
たいおう

した

地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム構築
こうちく

推進
すいしん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する事業
じぎょう

所数
しょすう

［再掲
さいけい

］ 

9,111事業
じぎょう

所
しょ

 

（2020年
ねん

３月
  がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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７．自立
じりつ

した生活
せいかつ

の支援
しえん

・意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の推進
すいしん

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の推進
すいしん

 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の適切
てきせつ

な

利用
りよう

のための支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

( 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

利用
りよう

支援
しえん

事業
じぎょう

）を

実施
じっし

する地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

数
かず

［再掲
さいけい

］ 

1,650団体
だんたい

 

（2020年度
ねんど

） 

1,741団体
だんたい

 

（2024年度
ねんど

末
まつ

） 

担い手
に な  て

（法人
ほうじん

後見
こうけん

実施
じっし

団体
だんたい

）

の 養成
ようせい

研修
けんしゅう

を実施
じっし

する

都道府県
とどうふけん

の数
かず

［再掲
さいけい

］ 

15都道府県
とどうふけん

 

（2020年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2024年度
ねんど

末
まつ

） 

相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に 対する
たい    

相談
そうだん

支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 計画
けいかく

相談
そうだん

支援
しえん

：22.3万人
まんにん

 

（2021年
ねん

12月
がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

：7.3万人
まんにん

 

（2021年
ねん

12月
がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

都道府県
とどうふけん

が開催
かいさい

する「相談
そうだん

支援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

研修
けんしゅう

」

（ 初任者
しょにんしゃ

・ 現任
げんにん

） の

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 

7,392人
にん

 

（2020年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害者
しょうがいしゃ

ピアサポート研修
けんしゅう

事業
じぎょう

を実施
じっし

する都道府県
とどうふけん

の

数
かず

及び
およ  

研修
けんしゅう

修了者数
しゅうりょうしゃすう

［再掲
さいけい

］ 

 

９都道府県
とどうふけん

 

（2021年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2023年度
ねんど

末
まつ

） 

641人
にん

 

※ピアサポーター、管理
か ん り

者
しゃ

及び
およ  

基礎
き そ

・専門
せんもん

・フォローアップ

研修
けんしゅう

の合計値
ごうけいち

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
しえん

センターに

おける相談
そうだん

件数
けんすう

［再掲
さいけい

］ 

108,374件
けん

 

（2018年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

都道府県
とどうふけん

が指定
してい

する高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

に お ける 支援
しえん

拠点
きょてん

機関
きかん

の設置
せっち

数
すう

［再掲
さいけい

］ 

119か所
しょ

 

（2022年
ねん

4月
がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

、在宅
ざいたく

サー

ビス等
とう

の充実
じゅうじつ

 

福祉
ふくし

施設
しせつ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

の状 況
じょうきょう

 

福祉
ふくし

施設
しせつ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

の 地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

者数
しゃすう

（累計
るいけい

） 

4.6万人
まんにん

 

（2008～2018年度
ねんど

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

円滑
えんかつ

な 地域
ちいき

生活
せいかつ

に

向けた
む   

支援
しえん

の 実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

のサービス

見込量
みこりょう

［再掲
さいけい

］ 

154,680人
にん

 

（2022年
ねん

１月
  がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

自立
じりつ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

のサービス見
み

込
こみ

量
りょう

 

1,251人
にん

 

（2022年
ねん

１月
  がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

訪問
ほうもん

系
けい

サービスの見
み

込
こみ

量
りょう

［再掲
さいけい

］ 

居宅
きょたく

介護
かいご

 185,183人
にん

 

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

 11,331 人
にん

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

同行
どうこう

援護
えんご

 23,997人
にん

 

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

行動
こうどう

援護
えんご

 10,611人
にん

 

（2020年度
ねんど

月次
げつじ

平均
へいきん

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

自立
じりつ

訓練
くんれん

（機能
きのう

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

）のサービス見
み

込
こみ

量
りょう

 

1.9万人
まんにん

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

短期
たんき

入所
にゅうしょ

のサービス見
み

込
こみ

量
りょう

 

385,523人
にん

／日
にち

 

（2021年度
ねんど

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

円滑
えんかつ

な 地域
ちいき

生活
せいかつ

に

向けた
む   

支援
しえん

体制
たいせい

の 整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

拠点
きょてん

を

少なく
すく    

とも一つ
ひと  

整備
せいび

してい

る市町村
しちょうそん

数
すう

 

921市町村
しちょうそん

 

（2021年４月
    ねん  がつ

） 

全て
すべ  

の地域
ちいき

 

（2023年度
ねんど

） 

( 注
ちゅう

)各
かく

市町村
しちょうそん

に少なく
すく   

とも

一つ
ひと  

整備
せ い び

 

精神障害
せいしんしょうがい

にも対応
たいおう

した

地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム構築
こうちく

推進
すいしん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する事業
じぎょう

所数
しょすう

［再掲
さいけい

］ 

9,111事業
じぎょう

所
しょ

 

（2020年
ねん

３月
  がつ

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害
しょうがい

のあるこどもに

対する
たい    

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のあるこどもに

対する
たい    

支援
しえん

の 実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

事業
じぎょう

等
とう

を

行 う
おこな   

事業
じぎょう

所数
しょすう

 

( 注
ちゅう

)児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

等
とう

に基づく
もと    

も

の 

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

：8,408事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第２期
だ い  き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 医療
いりょう

型
がた

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

： 

90事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

放課後等
ほうかごとう

デイサービス： 

15,994事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえん

： 

985事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

センター： 

719事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

：379事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

巡回
じゅんかい

支援
しえん

専門員
せんもんいん

整備
せいび

事業
じぎょう

を行 う
おこな   

市町村
しちょうそん

数
すう

 

460市町村
しちょうそん

 

（2020年度
ねんど

） 

500市町村
しちょうそん

 

（2025年度
ねんど

） 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

に

対する
たい    

支援
しえん

の 実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

を対象
たいしょう

に 児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

事業
じぎょう

等
とう

を

行 う
おこな   

事業
じぎょう

所数
しょすう

 

( 注
ちゅう

)児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

等
とう

に基づく
もと   

も

の 

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

：598事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第２期
だ い  き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

( 注
ちゅう

)原則
げんそく

として各
かく

市町村
しちょうそん

に

少なく
すく   

とも１か所
   しょ

以上
いじょう

を想定
そうてい

 

医療
いりょう

型
がた

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

： 

59事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

放課後等
ほうかごとう

デイサービス： 

1,859事業
じぎょう

所
しょ

 

（2021年
ねん

３月
  がつ

） 

 

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の 支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センター

の複数
ふくすう

設置
せっち

又は
また  

地域
ちいき

支援
しえん

マ

ネージャーの配置
はいち

のいずれ

かを行 っ て
おこな     

いる都道府県
とどうふけん

及び
およ  

政令
せいれい

指定
してい

都市
と し

の割合
わりあい

 

79％ 

（2021年度
ねんど

） 

(注
ちゅう

)内訳
うちわけ

 

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センターの

複数
ふくすう

設置
せ っ ち

の割合
わりあい

：31％ 

・地域
ち い き

支援
し え ん

マネージャーの

配置
は い ち

の割合
わりあい

：78％ 

100％ 

（2027年度
ねんど

） 

発達
はったつ

障害
しょうがい

に 対する
たい    

医療
いりょう

関係
かんけい

者
しゃ

の理解
りかい

促進
そくしん

に向けた
む   

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

 

かかりつけ医
い

等
とう

発達
はったつ

障害
しょうがい

対応
たいおう

力
りょく

向上
こうじょう

研修
けんしゅう

を実施
じっし

している都道府県
とどうふけん

数
すう

 

30都道府県
とどうふけん

 

（2021年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2027年度
ねんど

） 

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの質
しつ

 

の向上
こうじょう

等
とう

 

サービスを提供
ていきょう

する者
もの

に対し
たい  

指導
しどう

を 行 う
おこな   

者
もの

の養成
ようせい

状 況
じょうきょう

 

都道府県
とどうふけん

が開催
かいさい

する「サー

ビス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

研修
けんしゅう

」・

「児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

研修
けんしゅう

」（基礎
き そ

・実践
じっせん

・更新
こうしん

の修了者数
しゅうりょうしゃすう

 

25,295人
にん

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

福祉
ふくし

用具
ようぐ

その他
た

アクセ

シビリティの向上
こうじょう

に

資する
し   

機器
き き

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

・

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

及び
およ  

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほじょ

犬
けん

の 育成
いくせい

等
とう

 

障害者
しょうがいしゃ

のアクセシビリ

ティの 向上
こうじょう

に資する
し   

機器
き き

の製品
せいひん

化
か

に向けた
む   

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

機器
き き

等
とう

開発
かいはつ

促進
そくしん

事業
じぎょう

の開発
かいはつ

助成
じょせい

を経て
へ  

製品
せいひん

化
か

された機器
き き

数
すう

(累計
るいけい

)［再掲
さいけい

］ 

( 注
ちゅう

) 助成
じょせい

から製品
せいひん

化
か

まで

数年間
すうねんかん

を要する
よう    

ものが多い
おお  

 

21件
けん

 

（2020年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

 

福祉
ふくし

用具
ようぐ

の 製品
せいひん

化
か

に

向けた
む   

状 況
じょうきょう

 

SBIR推進
すいしん

プログラム（福祉
ふくし

課題
かだい

）のうち高齢者
こうれいしゃ

の自立
じりつ

支援
しえん

や介護者
かいごしゃ

の負担軽減
ふたんけいげん

等
とう

に資する
し   

福祉
ふくし

機器
き き

の開発
かいはつ

の

採択
さいたく

件数
けんすう

［再掲
さいけい

］ 

３件
けん

 

（2022年度
ねんど

まで） 

10件
けん

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害
しょうがい

福祉
ふくし

を 支える
ささ   

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ

 

障害
しょうがい

福祉
ふくし

を 支える
ささ    

人材
じんざい

の育成
いくせい

状 況
じょうきょう

 

精神障害
せいしんしょうがい

者
しゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

の

取組
とりくみ

を担
にな

う精神
せいしん

保健
ほけん

福祉士
ふ く し し

及
およ

び 公認
こうにん

心理師
し ん り し

の 資格
しかく

登録数
とうろくすう

［再掲
さいけい

］ 

精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

士
し

：97,339人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

公認心理師
こうにんしんりし

：54,248人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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８．教育
きょういく

の振興
しんこう

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

インクルーシブ教育
きょういく

シ

ステムの推進
すいしん

 

個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

や個別
こべつ

の 教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

の

活用
かつよう

 

幼・小・中・高
よう しょう ちゅう こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

に

おいて、個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

の

作成
さくせい

を必要
ひつよう

とする児童
じどう

等
とう

の

うち、実際
じっさい

に個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

が作成
さくせい

されている児童
じどう

等
とう

の割合
わりあい

 

90.9％ 

（2018年度
ねんど

） 

おおむね100％ 

（2027年度
ねんど

） 

幼・小・中・高
よう しょう ちゅう こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

に

おいて、個別
こべつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

の作成
さくせい

を必要
ひつよう

とする

児童
じどう

等
とう

のうち、実際
じっさい

に個別
こべつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

が作成
さくせい

さ

れている児童
じどう

等
とう

の割合
わりあい

 

84.8％ 

（2018年度
ねんど

） 

おおむね100％ 

（2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

幼・小・中・高
よう しょう ちゅう こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

に

おいて、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

又は
また  

個別
こべつ

の 教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

に明記
めいき

することとしている

学校
がっこう

の割合
わりあい

 

72.4％ 

（2018年度
ねんど

） 

おおむね100％ 

（2027年度
ねんど

） 

通級
つうきゅう

による指導
しどう

の普及
ふきゅう

状 況
じょうきょう

 

小・中・高
しょう ちゅう  こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

にお

いて 通級
つうきゅう

による指導
しどう

を

受け
う  

ている児童
じどう

生徒数
せいとすう

 

164,697人
にん

 

（2020年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

 

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

の 推進
すいしん

に 向けた
む   

体制
たいせい

の 整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

を 行う
おこな  

た

めの体制
たいせい

の整備
せいび

及び
およ  

必要
ひつよう

な

取組
とりくみ

を 行って
おこな    

い る

幼・小・中・高
よう しょう ちゅう こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

の

割合
わりあい

  

( 注
ちゅう

)校内
こうない

委員会
いいんかい

の設置
せっち

、

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

コーディネ

校内
こうない

委員会
いいんかい

の設置
せっち

 

86.1％ 

（2018年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

コーディネ

ーターの指名
しめい

率
りつ

 

84.9％ 

（2018年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

ーターの指名
しめい

、 教師
きょうし

の

専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

 

 

教師
きょうし

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

 

78.4％ 

（2018年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せいび

 特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の教師
きょうし

の

専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

 

下記
か き

の要件
ようけん

のいずれかに

該当
がいとう

せず、かつ特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許状
めんきょじょう

を取得
しゅとく

し

ていない特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

の割合
わりあい

 

（要件
ようけん

） 

①当該
とうがい

教師
きょうし

の前任校
ぜんにんこう

が、

小
しょう

学校
がっこう

等
とう

の他
た

の 学校
がっこう

種
しゅ

又は
また  

他
た

の 障害
しょうがい

種
しゅ

を 対象
たいしょう

とする特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

である 

②配置
はいち

しようとする障害
しょうがい

種
しゅ

の特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の教師
きょうし

と し て 必要
ひつよう

な 特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

領域
りょういき

の 特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許状
めんきょじょう

を取得
しゅとく

す

る計画
けいかく

がある者
もの

 

‐ 

（注
ちゅう

）今後
こんご

把握
はあく

予定
よてい

のため、

現時点
げんじてん

では不
ふ

掲載
けいさい

。 

 

おおむね0％ 

（2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

 小
しょう

・中
ちゅう

・高
こう

等
とう

学校
がっこう

等
とう

に採
さい

用後
ようご

、おおむね 10年目
ねんめ

まで

の期間内
きかんない

において、特別
とくべつ

支援
しえん

学級
がっきゅう

の教師
きょうし

や、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の教師
きょうし

を複数
ふくすう

年
ねん

経験
けいけん

した教員
きょういん

の割合
わりあい

 

‐ 

（注
ちゅう

）今後
こんご

把握
はあく

予定
よてい

のため、

現時点
げんじてん

では不
ふ

掲載
けいさい

。 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

管理
かんり

職
しょく

の選考
せんこう

に当
あ

たり、

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

の 経験
けいけん

も

考慮
こうりょ

し て い る 都道府県
とどうふけん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

の割合
わりあい

 

‐ 

（注
ちゅう

）今後
こんご

把握
はあく

予定
よてい

のため、

現時点
げんじてん

では不
ふ

掲載
けいさい

。 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

教員
きょういん

育成
いくせい

指標
しひょう

におい て

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

を 明確
めいかく

に

位置
い ち

付
づ

けている都道府県
とどうふけん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

の割合
わりあい

 

‐ 

（注
ちゅう

）今後
こんご

把握
はあく

予定
よてい

のため、

現時点
げんじてん

では不
ふ

掲載
けいさい

。 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

のセンタ

ー的
てき

機能
きのう

の発揮
はっき

状 況
じょうきょう

 

センター的
てき

機能
きのう

を主
しゅ

として

担当
たんとう

する校務
こうむ

分掌
ぶんしょう

・組織
そしき

（例
れい

：「地域
ちいき

支援
しえん

部」等
とう

）を

設けて
もう    

いる割合
わりあい

 

96.3％ 

（2017年度
ねんど

） 

100％ 

（2027年度
ねんど

） 

  

学校
がっこう

施設
しせつ

のトイレの

洋式
ようしき

化
か

状 況
じょうきょう

 

全国
ぜんこく

の公立
こうりつ

小 中
しょうちゅう

学校
がっこう

に

おける約
やく

136万基
まんき

の便器
べんき

を

対象
たいしょう

としたトイレの洋式
ようしき

化
か

率
りつ

 

57％ 

（2020年度
ねんど

） 

95％ 

（2025年度
ねんど

） 

  

 公立
こうりつ

小 中
しょうちゅう

学校
がっこう

等
とう

施設
しせつ

のバリアフリー化
か

に

関する
かん    

整備
せいび

状 況
じょうきょう

（校舎
こうしゃ

） 

車椅子
くるまいす

使用者用
しようしゃよう

ト イ レ の

整備
せいび

率
りつ

 

65.2％ 

（2020年度
ねんど

） 

避難
ひなん

所
じょ

に指定
してい

されている全
すべ

ての学校
がっこう

に整備
せいび

する。（令和
れいわ

２年度
ねんど

調査
ちょうさ

時点
じてん

で約
やく

95％に

相当
そうとう

） 

（2025年度
ねんど

） 

スロープ等
とう

による段差
だんさ

解消
かいしょう

 

①門
もん

から建物
たてもの

の前
まえ

まで 

② 昇降
しょうこう

口
ぐち

・玄関
げんかん

等
とう

から

教室
きょうしつ

等
とう

まで 

①78.5％ 

②57.3％ 

（2020年度
ねんど

） 

全て
すべ  

の学校
がっこう

に整備
せいび

する。 

（2025年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

エレベーターの整備
せいび

率
りつ

 27.1％ 

（2020年度
ねんど

） 

要
よう

配慮
はいりょ

児童
じどう

生徒
せいと

等
とう

が 在籍
ざいせき

する全て
すべ  

の学校
がっこう

に整備
せいび

す

る。（令和
れいわ

２年度
ねんど

調査
ちょうさ

時点
じてん

で

約
やく

40％に相当
そうとう

） 

（2025年度
ねんど

） 

公立
こうりつ

小 中
しょうちゅう

学校
がっこう

等
とう

施設
しせつ

のバリアフリー化
か

に

関する
かん    

整備
せいび

状 況
じょうきょう

（屋内
おくない

運動場
うんどうじょう

） 

車椅子
くるまいす

使用者用
しようしゃよう

ト イ レ の

整備
せいび

率
りつ

 

36.9％ 

（2020年度
ねんど

） 

避難
ひなん

所
じょ

に指定
してい

されている全
すべ

ての学校
がっこう

に整備
せいび

する。（令和
れいわ

２年度
ねんど

調査
ちょうさ

時点
じてん

で約
やく

95％に

相当
そうとう

） 

（2025年度
ねんど

） 

スロープ等
とう

による段差
だんさ

解消
かいしょう

 

①門
もん

から建物
たてもの

の前
まえ

まで 

② 昇降
しょうこう

口
ぐち

・玄関
げんかん

等
とう

から

教室
きょうしつ

等
とう

まで 

①74.4％ 

②57.0％ 

（2020年度
ねんど

） 

全て
すべ  

の学校
がっこう

に整備
せいび

する。 

（2025年度
ねんど

） 



 
42 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

 エレベーターの整備
せいび

率
りつ

 65.9％ 

（2020年度
ねんど

） 

要
よう

配慮
はいりょ

児童
じどう

生徒
せいと

等
とう

が 在籍
ざいせき

する全て
すべ  

の学校
がっこう

に整備
せいび

す

る。（令和
れいわ

２年度
ねんど

調査
ちょうさ

時点
じてん

で

約
やく

75％に相当
そうとう

） 

（2025年度
ねんど

） 

高等教育
こうとうきょういく

に お け る

障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
しえん

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

学生
がくせい

に 対する
たい    

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

の

状 況
じょうきょう

 

障害
しょうがい

学生
がくせい

が在籍
ざいせき

する大学
だいがく

等
とう

に お い て 、 授業
じゅぎょう

に

関する
かん    

支援
しえん

を実施
じっし

している

大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

82.7％ 

（2020年度
ねんど

） 

 

おおむね100％ 

（2025年度
ねんど

） 

 

障害
しょうがい

学生
がくせい

が在籍
ざいせき

する大学
だいがく

等
とう

において、授業
じゅぎょう

以外
いがい

の

支援
しえん

を実施
じっし

している大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

74.3％ 

（2020年度
ねんど

） 

 

おおむね100％ 

（2025年度
ねんど

） 

 

障害
しょうがい

学生
がくせい

の支援
しえん

等
とう

に

関する
かん    

体制
たいせい

の 整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

障
しょう

害
がい

学
がく

生
せい

支
し

援
えん

に 関
かん

する

規程
きてい

等
とう

、又
また

は障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

に 関
かん

す る 対応
たいおう

要領
ようりょう

、基本方針
きほんほうしん

等
とう

を整備
せいび

し

ている大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

69.6％ 

（2020年度
ねんど

） 

100％ 

（2025年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
しえん

担当者
たんとうしゃ

を

配置
はいち

している大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

96.0％ 

（2020年度
ねんど

） 

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

紛争
ふんそう

の 防止
ぼうし

、 解決
かいけつ

等
とう

に

関する
かん    

調整
ちょうせい

機関
きかん

を設置
せっち

し

ている大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

50.7％ 

（2020年度
ねんど

） 

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

ホームページで障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
しえん

情報
じょうほう

を公開
こうかい

している

大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

58.1％ 

（2020年度
ねんど

） 

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

ガイダンスにおいて、障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
しえん

の 手続
てつづき

な ど に

関する
かん    

学内
がくない

規程
きてい

や支援
しえん

事例
じれい

等
とう

を周知
しゅうち

している大学
だいがく

等
とう

の

割合
わりあい

 

22.2％ 

（2020年度
ねんど

） 

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

障害
しょうがい

学生
がくせい

への 就 職
しゅうしょく

指導
しどう

の状 況
じょうきょう

 

障害
しょうがい

学生
がくせい

が在籍
ざいせき

する大学
だいがく

等
とう

において、 就 職 先
しゅうしょくさき

の

開拓
かいたく

、 就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

支援
しえん

を

実施
じっし

している大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

23.5％ 

（2020年度
ねんど

） 

おおむね100％ 

（2025年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害
しょうがい

学生
がくせい

が在籍
ざいせき

する大学
だいがく

等
とう

において、障害
しょうがい

学生
がくせい

向け
む  

求人
きゅうじん

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を実施
じっし

している大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

22.5％ 

（2020年度
ねんど

） 

おおむね100％ 

（2025年度
ねんど

） 

大学
だいがく

等
とう

の入試
にゅうし

における

障害
しょうがい

学生
がくせい

への配慮
はいりょ

に

関する
かん    

情報
じょうほう

公開
こうかい

の

状 況
じょうきょう

 

募集
ぼしゅう

要項
ようこう

等
とう

への障害
しょうがい

学生
がくせい

への配慮
はいりょ

に関する
かん    

記載
きさい

を

行って
おこな    

いる大学
だいがく

等
とう

の割合
わりあい

 

85.8％ 

（2020年度
ねんど

） 

100％ 

（2025年度
ねんど

） 

生涯
しょうがい

を通じた
つう    

多様
たよう

な

学習
がくしゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の 障害者
しょうがいしゃ

の生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の状 況
じょうきょう

 

学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

に学習
がくしゅう

やスポ

ーツ・文
ぶん

化
か

等
とう

の生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の機会
きかい

があると回答
かいとう

する

障害者
しょうがいしゃ

の割合
わりあい

 

34.3％ 

（2018年度
ねんど

） 

50％ 

（2025年度
ねんど

） 

公共
こうきょう

図書館
としょかん

、 学校
がっこう

図書館
としょかん

における障害者
しょうがいしゃ

の 読書
どくしょ

環境
かんきょう

の 整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

サピエ図書館
としょかん

を利用
りよう

してい

る施設
しせつ

・団体
だんたい

数
すう

（ 公共
こうきょう

図書館
としょかん

を含む
ふく  

。） 

458件
けん

 

（2022年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

 

国立
こくりつ

国会
こっかい

図書館
としょかん

か ら 視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

用
よう

データ 提供
ていきょう

を受けて
う   

いる図書館
としょかん

数
すう

 

153件
けん

 

（2022年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

全国
ぜんこく

の学校
がっこう

におけるコ

ミュニティ・スクールの

導入
どうにゅう

状 況
じょうきょう

 

全国
ぜんこく

の公立
こうりつ

学校
がっこう

におけるコ

ミュニティ・スクールの数
かず

 

15,221校
こう

 

（2022年度
ねんど

） 

 

（文部
もんぶ

科学省
かがくしょう

が作成
さくせい

する

次期
じ き

教育
きょういく

振興
しんこう

基本
きほん

計画
けいかく

等
とう

を踏
ふ

まえ検討
けんとう

） 
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９．雇用
こよう

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じりつ

の支援
しえん

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

総合的
そうごうてき

な就労
しゅうろう

支援
しえん

 就労
しゅうろう

支援
しえん

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 「障害者
しょうがいしゃ

向け
む  

チーム支援
しえん

」

による障害者
しょうがいしゃ

の就 職
しゅうしょく

率
りつ

 

54.6％ 

（2021年度
ねんど

） 

55.6％ 

（2027年度
ねんど

） 

就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

の利用者数
りようしゃすう

 63.9万人
まんにん

日分
にちぶん

 

（2020年度
ねんど

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

福祉
ふくし

施設
しせつ

か ら 障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

センター

へ 誘導
ゆうどう

す る 福祉
ふくし

施設
しせつ

利用者数
りようしゃすう

 

12,595人
にん

 

（2020年度
ねんど

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

就労
しゅうろう

支援
しえん

に向けた
む   

体制
たいせい

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

ジョブコーチの養成
ようせい

数
すう

 14,062人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

（ 独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

高齢
こうれい

・

障害
しょうがい

・ 求 職 者
きゅうしょくしゃ

雇用
こよう

支援
しえん

機構
きこう

の新た
あら  

な中期
ちゅうき

目標
もくひょう

の

状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

就労
しゅうろう

支援
しえん

を 受けた
う   

障害者
しょうがいしゃ

の 就 職
しゅうしょく

状 況
じょうきょう

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ の 年間
ねんかん

移行
いこう

者数
しゃすう

 

1.7万人
まんにん

 

（2020年度
ねんど

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 



47 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

センター登録者
とうろくしゃ

の 就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

 

1.8万人
まんにん

 

（2021年度
ねんど

） 

2.4万人
まんにん

 

（2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

校
こう

の 修 了 者
しゅうりょうしゃ

における

就 職
しゅうしょく

率
りつ

 

62.9％ 

（2020年度
ねんど

） 

70％ 

（2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

の委
い

託
たく

訓
くん

練
れん

修
しゅう

了
りょう

者
しゃ

における就 職 率
しゅうしょくりつ

 

46.4％ 

（2020年度
ねんど

） 

55％ 

（2027年度
ねんど

） 

就労
しゅうろう

支援
しえん

を 受けた
う

障害者
しょうがいしゃ

の 職場
しょくば

定着
ていちゃく

状 況
じょうきょう

就
しゅう

労
ろう

定
てい

着
ちゃく

支
し

援
えん

事業
じぎょう

所
しょ

の

うち就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

率
りつ

が８割
わり

以上
いじょう

の事業
じぎょう

所
しょ

の割合
わりあい

 

－ 

（ 注
ちゅう

）2022年度
ね ん ど

から調査
ちょうさ

を

開始
かいし

したため、現時点
げんじてん

では

現状値
げんじょうち

を算出
さんしゅつ

不可
ふ か

 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ

設定
せってい

） 

ジョブコーチによる支援
しえん

の

終 了
しゅうりょう

者
しゃ

のうち精神障害
せいしんしょうがい

者
しゃ

、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

及び
およ  

高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

害
がい

者
しゃ

の 職
しょく

場
ば

定
てい

着
ちゃく

率
りつ

 

89.8％ 

（2021年度
ねんど

） 

（ 独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

高齢
こうれい

・

障害
しょうがい

・ 求 職 者
きゅうしょくしゃ

雇用
こよう

支援
しえん

機構
きこう

の新た
あら  

な中期
ちゅうき

目標
もくひょう

の

状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ

設定
せってい

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

センター 登録者
とうろくしゃ

のうち

精神障害
せいしんしょうがい

者
しゃ

の 就 職
しゅうしょく

者
しゃ

の

職場
しょくば

定着
ていちゃく

率
りつ

 

75.3％ 

（2021年度
ねんど

） 

79.4％ 

（2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の促進
そくしん

 民間
みんかん

企業
きぎょう

に お け る

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こよう

率
りつ

達成
たっせい

企業
きぎょう

の割合
わりあい

 

47.0% 

（2021年
ねん

６月
  がつ

） 

56.0% 

（2027年度
ねんど

） 

公的
こうてき

機関
きかん

に お け る

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

率
りつ

を達成
たっせい

する

公的
こうてき

機関
きかん

の数
かず

 

2,002機関
きかん

（2,782機関
き か ん

中
ちゅう

） 

（72％） 

（2021年
ねん

６月
がつ

） 

全て
すべ  

の公的
こうてき

機関
きかん

 

（2027年度
ねんど

） 

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

に

おける 職 業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

の

状 況
じょうきょう

 

公共
こうきょう

職業安定所
しょくぎょうあんていじょ

におけ

る就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

（障害者
しょうがいしゃ

） 

96,180件
けん

 

（2018～2021年度
ねんど

の累計
るいけい

39.2万人
まんにん

） 

62.2万件
まんけん

 

（2023～2027年度
ねんど

の累計
るいけい

） 

障害
しょうがい

特性
とくせい

に 応じた
おう   

就労
しゅうろう

支援
しえん

及び
およ  

多様
たよう

な

就 業
しゅうぎょう

の機会
きかい

の確保
かくほ

 

障害者
しょうがいしゃ

が 多様
たよう

な

働き方
はたら かた

を選択
せんたく

できる

環境
かんきょう

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

 

テレワーク制度
せいど

等
とう

に基づく
もと    

雇用
こよう

型
がた

テレワーカーの割合
わりあい

 

24.5％ 

（2021年度
ねんど

） 

（新型
しんがた

コロナウイルス

感染症
かんせんしょう

へ の 対応
たいおう

状 況
じょうきょう

及び
およ  

その後
  ご

の社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の

変
へん

化
か

を踏
ふ

まえ設定
せってい

） 
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目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

ＩＣＴを活用
かつよう

したテレ

ワークの普及
ふきゅう

・拡大
かくだい

に

向けた
む   

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

 

通信
つうしん

利用
りよう

動向
どうこう

調査
ちょうさ

の 企業
きぎょう

に お け る テ レ ワ ー ク

導入率
どうにゅうりつ

 

51.9％ 

（2022年
ねん

５月
  がつ

） 

（ 最新
さいしん

の 調査
ちょうさ

結果
けっか

を

踏まえ
ふ   

、テレワーク推進
すいしん

に

関する
かん    

新た
あら  

な政府
せいふ

目標
もくひょう

を

検討
けんとう

） 

農業
のうぎょう

分野
ぶんや

に お け る

障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
しえん

に

向けた
む   

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

 

農
のう

福
ふく

連携
れんけい

による障害者
しょうがいしゃ

の

就農
しゅうのう

促進
そくしん

プロジェクトを

実施
じっし

する都道府県
とどうふけん

の数
かず

 

24道
どう

府県
ふけん

 

（2020年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

の

受注
じゅちゅう

機会
きかい

の 確保
かくほ

に

向けた
む   

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

就
しゅう

労
ろう

施
し

設
せつ

等
とう

が 提
てい

供
きょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの

優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

( 調達
ちょうたつ

)の実績
じっせき

額
がく

 

199億円
おくえん

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が 困難
こんなん

な

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

支援
しえん

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ 型
がた

事業
じぎょう

所
しょ

か ら 得られる
え    

収 入
しゅうにゅう

の状 況
じょうきょう

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

所
しょ

の月額
げつがく

平均
へいきん

工賃
こうちん

額
がく

 

15,776円
えん

 

（2020年度
ねんど

） 

（地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が作成
さくせい

す

る 第６期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

等
とう

の状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ  

設定
せってい

） 

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

の

受注
じゅちゅう

機会
きかい

の 確保
かくほ

に

向けた
む   

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

就
しゅう

労
ろう

施
し

設
せつ

等
とう

が 提
てい

供
きょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの

優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

( 調達
ちょうたつ

)の実績
じっせき

額
がく

［再掲
さいけい

］ 

199億円
おくえん

 

（2020年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比増
ひぞう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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10．文
ぶん

化
か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

  

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

に 向けた
む   

社会
しゃかい

環境
かんきょう

の

整備
せいび

 

障害者
しょうがいしゃ

の 文
ぶん

化
か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に 対する
たい    

支援
しえん

の

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶんか

活動
かつどう

普及
ふきゅう

支援
しえん

事業
じぎょう

を実施
じっし

する

都道府県
とどうふけん

数
すう

 

37都道府県
とどうふけん

 

（2021年度
ねんど

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2027年度
ねんど

） 

地域
ちいき

における障害者
しょうがいしゃ

の

文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の 取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

による文
ぶん

化
か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関する
かん    

計画
けいかく

を策定
さくてい

した都道府県
とどうふけん

数
すう

 

27都道府県
とどうふけん

 

（2021年
ねん

10月
がつ

） 

全
ぜん

都道府県
とどうふけん

 

（2027年度
ねんど

） 

スポーツに親しめる
した      

環境
かんきょう

の整備
せいび

 

地域
ちいき

における障害者
しょうがいしゃ

ス

ポーツの普及
ふきゅう

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

の 週
しゅう

１回
  かい

以上
いじょう

の

スポーツ実施
じっし

率
りつ

 

成人
せいじん

：31％ 

（2021年度
ねんど

） 

成人
せいじん

：40％程度
ていど

 

（2026年度
ねんど

） 

若年層
じゃくねんそう

：41.8％ 

（2021年度
ねんど

） 

(注
ちゅう

)７～19歳
さい

 

若年層
じゃくねんそう

：50％程度
ていど

 

（2026年度
ねんど

） 

一般
いっぱん

の成人
せいじん

の障害者
しょうがいしゃ

スポーツの実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

一般
いっぱん

の成人
せいじん

の障害者
しょうがいしゃ

スポ

ーツを体験
たいけん

したことのある

者
もの

の割合
わりあい

 

5.7％  

（2021年度
ねんど

） 

20％程度
ていど

 

（2026年度
ねんど

） 
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スポーツ施設
しせつ

のユニバー

サルデザイン化
か

 

対策
たいさく

の優
ゆう

先順位
せんじゅんい

の考え方
かんが  かた

等
とう

を記載
きさい

した質
しつ

の高い
たか  

個別
こべつ

施設
しせつ

計画
けいかく

に お け る 地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の策定
さくてい

率
りつ

 

11％ 

（2019年度
ねんど

） 

50％ 

（2026年度
ねんど

） 

競技
きょうぎ

スポーツに係る
かか  

取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

アスリートの育成
いくせい

強化
きょうか

の状 況
じょうきょう

 

パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

に

おける金
きん

メダル数
すう

 

夏季
か き

大会
たいかい

：13個
こ

 

（2021年
ねん

） 

冬季
とうき

大会
たいかい

：４個
こ

 

（2022年
ねん

） 

過去
か こ

最高
さいこう

の金
きん

メダル数
すう

 

(注
ちゅう

)夏季
か き

大会
たいかい

：18個
こ

以上
いじょう

 

（2024年
ねん

） 

冬季
と う き

大会
たいかい

：13個
こ

以上
いじょう

 

（2026年
ねん

） 
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11．国際
こくさい

社会
しゃかい

での協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

の推進
すいしん

 

 

目標
もくひょう

分野
ぶんや

 把握
はあく

すべき状 況
じょうきょう

 指標
しひょう

 現状値
げんじょうち

（直
ちょっ

近
きん

の値
あたい

） 目標値
もくひょうち

 

政府
せいふ

開発
かいはつ

援助
えんじょ

を通じた
つう   

国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の推進
すいしん

等
とう

 

国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の担い手
に な  て

の

育成
いくせい

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

としたＪＩ

ＣＡの取組
とりくみ

における研修
けんしゅう

員
いん

の受入れ
うけい  

数
すう

 

215人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

以上
いじょう

 

（～2027年度
ねんど

） 

国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の担い手
にな  て

の

活動
かつどう

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

としたＪＩ

ＣＡの取組
とりくみ

における専門家
せんもんか

の派遣数
はけんすう

 

16人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

以上
いじょう

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

としたＪＩ

ＣＡの取組
とりくみ

におけるＪＩＣ

Ａボランティアの数
かず

 

29人
にん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

以上
いじょう

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

に 関する
かん    

技術
ぎじゅつ

協 力
きょうりょく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

 

ＪＩＣＡを通じた
つう    

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とする技術
ぎじゅつ

協 力
きょうりょく

プロジェクト事業
じぎょう

の件数
けんすう

 

６件
けん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

以上
いじょう

 

（～2027年度
ねんど

） 

障害者
しょうがいしゃ

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

等
とう

の推進
すいしん

 

国際
こくさい

交流
こうりゅう

等
とう

を 担う
にな  

民間
みんかん

団体
だんたい

等
とう

への支援
しえん

の

状 況
じょうきょう

 

日本
にほん

ＮＧＯ連携
れんけい

無償
むしょう

資金
しきん

協 力
きょうりょく

を 通じた
つう    

事業
じぎょう

の

採択
さいたく

件数
けんすう

 

６件
けん

 

（2021年度
ねんど

） 

前年度
ぜんねんど

比
ひ

同水準
どうすいじゅん

以上
いじょう

 

（～2027年度
ねんど

） 
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